
令和３年 ３月 定例教育委員会 

 

                     日時 令和３年３月３０日(火)13:30～ 

                     場所 鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室 

 

次  第 

 

○ 行事報告及び行事予定について                      〔教育総務課〕 

 

【審議案件】 

（１）議案第４号 鳥取市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について     〔学校教育課〕P.1 

（２）議案第５号 鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則の一部改正について 〔学校教育課〕P.29 

（３）議案第６号 鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部改正について 

〔学校教育課〕P.35 

（４）議案第７号 鳥取市教育支援委員会規則の一部改正について          〔学校教育課〕P.45 

（５）議案第８号 鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

〔学校教育課〕P.51 

（６）議案第９号 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

〔中央図書館〕P.57 

（７）議案第１０号 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

            〔生涯学習・スポーツ課〕P.61 

（８）議案第１１号 鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について  

                                              〔生涯学習・スポーツ課〕P.66 

（９）議案第１２号 鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止について〔生涯学習・スポーツ課〕P.71 

（10）議案第１３号 鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

〔生涯学習・スポーツ課〕P.74 

（11）議案第１４号 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について  

〔生涯学習・スポーツ課〕P.79 

（12）議案第１５号 鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

    〔生涯学習・スポーツ課〕P.92 

（13）議案第１６号 鳥取市文化財保護条例施行規則の一部改正について              〔文化財課〕P.104 

（14）議案第１７号 鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

  〔文化財課〕P.116 

（15）議案第１８号 鳥取市教育委員会事務決裁規程の一部改正について      〔学校教育課〕P.129 

（16）議案第１９号 鳥取市教育委員会公印管守規程の一部改正について      〔学校教育課〕P.147 

（17）議案第２０号 鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程の一部改正について 〔学校教育課〕P.161 

（18）議案第２１号 鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程の一部改正について 

   〔学校教育課〕P.168 

（19）議案第２２号 鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の策定について   〔教育総務課〕P.174 

（20）議案第２３号  第２期鳥取市教育振興基本計画の策定について          〔教育総務課〕P.176 

（21）議案第２４号 第２期鳥取市スポーツ推進計画の策定について   〔生涯学習・スポーツ課〕P.178 

（22）議案第２５号 第２期鳥取市図書館振興計画の策定について         〔中央図書館〕P.180 

 

 

 



【説明・協議事項】 

（１）延期した令和３年鳥取市成人式の開催日程について        〔生涯学習・スポーツ課〕P.182 

（２）鳥取市教育の情報化推進委員会（仮称）（案）について            〔学校教育課〕P.183 

 

【報告事項】    

（１）２月定例市議会一般質問等教育長・局長答弁要旨について              〔各課〕当日配布 

（２）令和３年度４月職員人事異動等について                  〔教育総務課〕当日配布 

（３）鳥取砂丘西側エリアでの滞在型観光施設の整備に関するサウンディング型市場調査の実施について 

    〔生涯学習・スポーツ課〕P.185 

（４）鳥取市歴史博物館【やまびこ館】常設展示リニューアルオープンについて    〔文化財課〕P.188 

（５）鳥取市共同学校事務室運営要綱等の策定について              〔学校教育課〕P.191 

（６）鳥取市学校給食センター整備計画検討委員会の経過報告について    〔学校保健給食課〕当日配布 

（７）鳥取市立学校アドバイザーの設置について                〔学校教育課〕当日配布 

（８）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の開催日程の決定について〔生涯学習・スポーツ課〕当日配布 

 

【先回定例会の議事録】 

 

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について 

  ［4月］令和 3年 4月 30 日（金）13：30～鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室 

［5月］令和 3年 5月 27日（木）13：30～鳥取市役所本庁舎６階 第４会議室 

（２）教育委員研修関係 

①市町村教育委員会研究協議会 

    第 2ブロック（西日本）令和 3年 10月 12 日（火）・13日(水) 

               愛媛県松山市内（予定） 

   ②都道府県・指定都市教育委員研究協議会 

    令和 4年 1月 20日（木）オンライン開催（対象：令和 2年 8月 1日以降、新たに委員となった方） 

 ③市町村教育委員研究協議会 

    第 1回 令和 3年 7月 29 日（木）オンライン開催 

    第 2回 令和 3年 9月 2日（木）オンライン開催 

    第 3回 令和 3年 12 月 23 日（木）兵庫県神戸市（予定） 

    第 4回 令和 4年 2月 10 日（木）文部科学省（予定） 



展覧会「青谷駅と駅前の今昔物語（～3/21） あおや郷土館

久松小学校卒業生作品展 仁風閣

28 （日）

３月 1 （月）

2 （火）

3 （水）

令和2年度 第4回鳥取市図書館協議会 中央図書館

河原町みたき大学（第５回講座及び閉講式） 河原町コミュニティセンター

5 （金）

カルチャー教室生徒作品展～（3/31） 因幡万葉歴史館

鳥取市歴史博物館・鳥取県立公文書館共同事業「占領期の鳥取を学ぶ会」令和
元年度・令和2年度活動報告会

鳥取県立図書館　大研修室

ギャラリートーク「イラストレーター毛利彰と戦国武将―吉川経家が生きた時
代―」

仁風閣

イラストレーター毛利彰と戦国武将展（～3/21） 仁風閣

8 （月）

9 （火） だっこのおはなし会 青谷地区公民館

10 （水）

11 （木） 庭木の手入れボランティア活動 因幡万葉歴史館

12 （金）

用瀬図書館移転作業に伴う臨時休館～4/2（金）まで 用瀬図書館

鳥取城跡中ノ御門表門完成記念式典 久松公園

14 （日） プラネタリウム特別上映「星よりも、遠くへ」※東北大震災特別番組（予約制） さじアストロパーク

15 （月）

16 （火）

プラネタリウム春番組「よもやま学園天文部～春の星空偏～」（～6/13まで） さじアストロパーク

第27回星景写真コンテスト入賞作品展（～6/13まで） さじアストロパーク

国際宇宙ステーション月面通過観察・撮影会 さじアストロパーク

音読教室 青谷町総合支所

19 （金）

寺内智子ソプラノコンサート 仁風閣

鉄道模型イベント あおや郷土館

21 （日） 菊弘瀬恭子コンサート 仁風閣

22 （月）

23 （火）

24 （水）

25 （木） 第３回鳥取市学校給食センター整備計画検討委員会 本庁舎７階第２委員会室

中堅教諭等資質向上研修実施校校長等連絡協議会 鳥取県教育センター

令和2年度鳥取市文化財審議会 本庁舎６－３会議室

27 （土） 鳥取城・仁風閣ペーパークラフト（～3/28）、円通寺人形芝居 展（～3/21） 仁風閣

28 （日） 松浦ふさ代チェロコンサート 仁風閣

29 （月）

30 （火） ３月定例教育委員会 本庁舎６階第４会議室

① 行事報告（２月２７日～３月３０日）

27 （土）

4 （木）

13 （土）

17 （水）

20 （土）

26 （金）

6 （土）

7 （日）

18 （木）



31 （水）

４月 1 （木）

対面式・初任者研修（校外研修）①・新規採用養護教諭研修（校外研修）① 国府町コミュニティセンター

電視観望システム運用日(R3年度より4月から10月までは金･土に運用拡大) さじアストロパーク・4階観測室

3 （土） 鳥取市歴史博物館　リニューアルオープン 鳥取市歴史博物館

4 （日） 常展リニューアルイベント　麒麟獅子舞 鳥取市歴史博物館

5 （月）

6 （火）

7 （水）

8 （木）

9 （金） 鳥取市教育行政懇談会 鳥取市役所

10 （土） 山本二三展（～5/9） 鳥取市歴史博物館

11 （日）

12 （月） 高校生が考えた環境啓発ミュージカル"The　floweres by the way" 仁風閣

13 （火）

14 （水）

15 （木） 空から眺める鳥取城と仁風閣の四季（仮称）（～5/14） 仁風閣

16 （金）

17 （土） 浦島一昌絵画展（仮称）（～5/16） あおや郷土館

18 （日）

19 （月）

20 （火）

21 （水） 鳥取県市町村教育委員会研究協議会理事会 ホテルセントパレスホテル倉吉

22 （木） 児童生徒相談員研修① 鳥取市教育センター

23 （金）

24 （土） 体験イベント　鉄道模型（HOゲージ）（～4/25） あおや郷土館

25 （日） おうちだにワークショップ　和本作り 鳥取市歴史博物館

26 （月）

27 （火） ＩＣＴ活用研修①Ａ日程 県立福祉人材研修センター

28 （水）

万葉人に変身！まが玉づくり＆万葉衣装体験（～5/5） 因幡万葉歴史館

まんれき！クイズラリー（～5/5） 因幡万葉歴史館

ゴールデンウイーク体験イベント（～5/5） 青谷上寺地遺跡展示館

るろうに剣心パネル展（仮称）（～6/6） 仁風閣

４月定例教育委員会 本庁舎６階第４会議室

② 行事予定（３月３１日～４月３０日）

29 （木）

30 （金）

2 （金）



議案第４号 
 

⿃取市教育委員会事務局等組織規則の⼀部を改正する規則案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  教育機関である⿃取市教育センターを廃⽌し、新たに⿃取市総合教育セン

ターを設置することに伴う改正のほか、所要の整理を⾏うものです。 
 
２ 改正の内容   
（１）事務局に⿃取市総合教育センターを置くこととします。（第５条関係） 
（２）⿃取市総合教育センターに研修企画係及び児童⽣徒⽀援係を置くことと

します。（第５条関係） 
（３）そのほか所要の整備を⾏います。（第５条、第６条、第１２条、第１５条

関係） 
 
３ 施⾏時期等   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第４号 

  鳥取市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について 

 鳥取市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則 

 鳥取市教育委員会事務局等組織規則（平成１６年鳥取市教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条教育総務課の項中「校区審議室 総務係 学校施設係」を「総務係 学校施

設係 校区審議室」に改め、同条学校教育課の項中「児童生徒支援係 特別支援教育

係」を「特別支援教育係 鳥取市総合教育センター」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 前項に掲げるもののほか、学校教育課鳥取市総合教育センターに研修企画係及び

児童生徒支援係を置く。 

 第６条教育総務課の項中第１３号「校区審議室に関すること。」を加え、学校教育課

の項中第１４号中「教育センター」を「総合教育センター」に改め、同条生涯学習・

スポーツ課の項第６号中「、勤労青少年ホーム」を削る。 

 第１２条第１項教育機関の項第９号を削り、同条第１項その他の機関の項中第２号

を削り、第３号を第２号とし、第４号から第２９号までを１号ずつ繰り上げ、同条第

２項を削る。 

 第１５条第１項の表鳥取市教育センターの項を削り、同条第２項中「、少年愛護セ

2



ンター及び教育センター」を「及び少年愛護センター」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 組織改編に伴う改正のほか、所要の整備を行うものである。 

3
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成
２
３

年
 
３
月
３

１
日
教
委

規
則
第

 １
号
 

平
成
２
３

年
 
３
月
３

１
日
教
委

規
則
第

 １
号
 

平
成
２
３

年
９
月

１
日
教

委
規
則

第
６
号
 

平
成
２
３

年
９
月

１
日
教

委
規
則

第
６
号
 

平
成
２
５

年
１
０

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
３
号
 

平
成
２
５

年
１
０

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
３
号
 

平
成
２
６

年
３
月

２
８
日

教
委
規

則
第
１

号
 

平
成
２
６

年
３
月

２
８
日

教
委
規

則
第
１

号
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平
成
２
７

年
３
月

２
０
日

教
委
規

則
第
４

号
 

平
成
２
７

年
３
月

２
０
日

教
委
規

則
第
４

号
 

平
成
２
７

年
５
月

１
日
教

委
規
則

第
９
号
 

平
成
２
７

年
５
月

１
日
教

委
規
則

第
９
号
 

平
成
２
８

年
３
月

３
１
日

教
委
規

則
第
５

号
 

平
成
２
８

年
３
月

３
１
日

教
委
規

則
第
５

号
 

平
成
２
８

年
４
月

２
８
日

教
委
規

則
第
６

号
 

平
成
２
８

年
４
月

２
８
日

教
委
規

則
第
６

号
 

平
成
２
９

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
７

号
 

平
成
２
９

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
７

号
 

平
成
２
９

年
１
１

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
０
号
 

平
成
２
９

年
１
１

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
０
号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
４

号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
４

号
 

令
和
２
年

３
月
３

１
日
教

委
規
則

第
８
号
 

令
和
２
年

３
月
３

１
日
教

委
規
則

第
８
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
組

織
規
則

（
昭
和

５
２
年

鳥
取
市

教
育
委

員
会
規

則
第
２
号

）
の
全

部
を
改

正
す
る

。
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
事
務
局
等
組

織
規
則

（
昭
和

５
２
年

鳥
取
市

教
育
委

員
会
規

則
第
２
号

）
の
全

部
を
改
正
す
る

。
 

目
次
 

目
次
 

第
１
章
 

総
則
（

第
１
条

―
第
４

条
）
 

第
１
章
 

総
則
（

第
１
条
―
第
４

条
）
 

第
２
章
 

事
務
局
 

第
２
章
 

事
務
局
 

第
１
節
 

課
等
及

び
内
部

組
織
の

設
置
（

第
５
条

）
 

第
１
節
 

課
等
及

び
内
部
組
織
の

設
置
（

第
５
条

）
 

第
２
節
 

分
掌
事

務
（
第

６
条
・

第
７
条

）
 

第
２
節
 

分
掌
事

務
（
第
６
条
・

第
７
条

）
 

第
３
節
 

内
部
組

織
（
第

８
条
）
 

第
３
節
 

内
部
組

織
（
第
８
条
）
 

第
４
節
 

職
制
及

び
職
務

（
第
９

条
―
第

１
１
条

）
 

第
４
節
 

職
制
及

び
職
務
（
第
９

条
―
第

１
１
条

）
 

第
３
章
 

教
育
機

関
等
 

第
３
章
 

教
育
機

関
等
 

第
１
節
 

教
育
機

関
等
の

区
分
（

第
１
２

条
）
 

第
１
節
 

教
育
機

関
等
の
区
分
（

第
１
２

条
）
 

第
２
節
 

通
則
（

第
１
３

条
・
第

１
４
条

）
 

第
２
節
 

通
則
（

第
１
３
条
・
第

１
４
条

）
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第
３
節
 

職
制
及

び
職
務

（
第
１

５
条
―

第
１
７

条
）
 

第
３
節
 

職
制
及

び
職
務
（
第
１

５
条
―

第
１
７

条
）
 

第
４
節
 

雑
則
（

第
１
８

条
）
 

第
４
節
 

雑
則
（

第
１
８
条
）
 

第
４
章
 

附
属
機

関
（
第

１
９
条

）
 

第
４
章
 

附
属
機

関
（
第
１
９
条

）
 

第
５
章
 

教
育
委

員
会
の

権
限
に

属
す
る

事
務
の

補
助
執

行
（
第

２
０
条

）
 

第
５
章
 

教
育
委

員
会
の
権
限
に

属
す
る

事
務
の

補
助
執

行
（
第

２
０
条

）
 

第
６
章
 

補
則
（

第
２
１

条
）
 

第
６
章
 

補
則
（

第
２
１
条
）
 

附
則
 

附
則
 

（
目
次
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
・
２

５
年
１

３
号
・

令
和
２
年

８
号
〕

）
 

（
目
次
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
・
２

５
年
１

３
号
・

令
和
２
年

８
号
〕

）
 

第
１
章
 

総
則
 

第
１
章
 

総
則
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、

教
育
委

員
会
の

権
限
に

属
す
る

事
務
を

適
正
か

つ
能
率

的

に
遂
行
す

る
た
め

の
必
要

な
組
織

及
び
運

営
の
基

本
事
項

並
び
に

教
育
委

員
会
の

権
限
に
属

す
る
事

務
の
補

助
執
行

に
つ
い

て
必
要

な
事
項

を
定
め

る
こ
と

を
目
的

と
す
る
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
教
育
委

員
会
の

権
限
に

属
す
る

事
務
を

適
正
か

つ
能
率

的

に
遂
行
す

る
た
め

の
必
要
な
組
織

及
び
運

営
の
基

本
事
項

並
び
に

教
育
委

員
会
の

権
限
に
属

す
る
事

務
の
補
助
執
行

に
つ
い

て
必
要

な
事
項

を
定
め

る
こ
と

を
目
的

と
す
る
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
〕
）
 

（
行
政
機

能
の
発

揮
）
 

（
行
政
機

能
の
発

揮
）
 

第
２
条
 

前
条
の

組
織
を

構
成
す

る
機
関

は
、
相

互
の
連

絡
を
図

り
、
す

べ
て
一

体

と
し
て
行

政
機
能

を
発
揮

す
る
よ

う
に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
２
条
 

前
条
の

組
織
を
構
成
す

る
機
関

は
、
相

互
の
連

絡
を
図

り
、
す

べ
て
一

体

と
し
て
行

政
機
能

を
発
揮
す
る
よ

う
に
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
こ
の
規

則
の
規

定
の
範

囲
）
 

（
こ
の
規

則
の
規

定
の
範
囲
）
 

第
３
条
 

第
１
条

の
組
織

を
構
成

す
る
機

関
の
設

置
、
内

部
組
織

及
び
分

掌
事
務

等

は
、
法
令

、
条
例

及
び
他

の
規
則

に
別
段

の
定
め

が
あ
る

も
の
を

除
く
ほ

か
、
こ

第
３
条
 

第
１
条

の
組
織
を
構
成

す
る
機

関
の
設

置
、
内

部
組
織

及
び
分

掌
事
務

等

は
、
法
令

、
条
例

及
び
他
の
規
則

に
別
段

の
定
め

が
あ
る

も
の
を

除
く
ほ

か
、
こ
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の
規
則
に

よ
り
定

め
る
。
 

の
規
則
に

よ
り
定

め
る
。
 

２
 
法
令

又
は
条

例
に
よ

り
設
置

さ
れ
た

機
関
の

名
称
等

に
つ
い

て
も
、

こ
の
規

則

に
掲
げ
る

も
の
と

す
る
。
 

２
 
法
令

又
は
条

例
に
よ
り
設
置

さ
れ
た

機
関
の

名
称
等

に
つ
い

て
も
、

こ
の
規

則

に
掲
げ
る

も
の
と

す
る
。
 

（
機
関
の

分
類
）
 

（
機
関
の

分
類
）
 

第
４
条
 

第
１
条

の
組
織

を
構
成

す
る
機

関
は
、

事
務
局

、
教
育

機
関
及

び
そ
の

他

の
機
関
と

す
る
。
 

第
４
条
 

第
１
条

の
組
織
を
構
成

す
る
機

関
は
、

事
務
局

、
教
育

機
関
及

び
そ
の

他

の
機
関
と

す
る
。
 

２
 
「
事

務
局
」

と
は
、

地
方
教

育
行
政

の
組
織

及
び
運

営
に
関

す
る
法

律
（
昭

和

３
１
年
法

律
第
１

６
２
号

。
以
下

「
法
」

と
い
う

。
）
第

１
７
条

の
規
定

に
基
づ

き
設
置
さ

れ
る
課

（
課
に

相
当
す

る
も
の

を
含
む

。
以
下

同
じ
。

）
及
び

鳥
取
市

総
合
支
所

設
置
条

例
（
平

成
１
６

年
鳥
取

市
条
例

第
２
４

号
）
に

よ
り
設

置
さ
れ

た
総
合
支

所
内
に

設
け
る

分
室
を

い
う
。
 

２
 
「
事

務
局
」

と
は
、
地
方
教

育
行
政

の
組
織

及
び
運

営
に
関

す
る
法

律
（
昭

和

３
１
年
法

律
第
１

６
２
号
。
以
下

「
法
」

と
い
う

。
）
第

１
７
条

の
規
定

に
基
づ

き
設
置
さ

れ
る
課

（
課
に
相
当
す

る
も
の

を
含
む

。
以
下

同
じ
。

）
及
び

鳥
取
市

総
合
支
所

設
置
条

例
（
平
成
１
６

年
鳥
取

市
条
例

第
２
４

号
）
に

よ
り
設

置
さ
れ

た
総
合
支

所
内
に

設
け
る
分
室
を

い
う
。
 

３
 
「
教

育
機
関

」
と
は

、
法
第

３
０
条

の
規
定

に
基
づ

き
設
置

さ
れ
る

教
育
機

関

を
い
う
。
 

３
 
「
教

育
機
関

」
と
は
、
法
第

３
０
条

の
規
定

に
基
づ

き
設
置

さ
れ
る

教
育
機

関

を
い
う
。
 

４
 
「
そ

の
他
の

機
関
」

と
は
、

鳥
取
市

の
行
政

組
織
等

に
関
す

る
規
則

（
平
成

１

６
年
鳥
取

市
規
則

第
２
０

０
号
）

第
５
３

条
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
教
育

委
員
会

に
管
理
及

び
運
営

を
委
任

さ
れ
た

施
設
を

い
う
。
 

４
 
「
そ

の
他
の

機
関
」
と
は
、

鳥
取
市

の
行
政

組
織
等

に
関
す

る
規
則

（
平
成

１

６
年
鳥
取

市
規
則

第
２
０
０
号
）

第
５
３

条
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
教
育

委
員
会

に
管
理
及

び
運
営

を
委
任
さ
れ
た

施
設
を

い
う
。
 

（
４
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
５

年
教
委

規
則
１

３
号
〕

、
２
項

…
一
部

改
正
〔
平

成
２
７

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
４
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
５

年
教
委

規
則
１

３
号
〕

、
２
項

…
一
部

改
正
〔
平

成
２
７

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

第
２
章
 

事
務
局
 

第
２
章
 

事
務
局
 

第
１
節
 

課
等
及

び
内
部

組
織
の

設
置
 

第
１
節
 

課
等
及

び
内
部

組
織
の

設
置
 

（
課
等
及

び
内
部

組
織
）
 

（
課
等
及

び
内
部

組
織
）
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第
５
条
 

事
務
局

に
、
次

の
課
、

分
室
、

係
等
を

置
く
。
 

第
５
条
 

事
務
局

に
、
次
の
課
、

分
室
、

係
等
を

置
く
。
 

教
育
総
務

課
 
総

務
係
 

学
校
施

設
係
 

校
区
審

議
室
 

教
育
総
務

課
 
校

区
審
議

室
 
総

務
係
 

学
校
施

設
係
 

学
校
教
育

課
 
学

務
係
 

指
導
係

 
特
別

支
援
教

育
係
 
鳥
取
市

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
 

学
校
教
育

課
 
学

務
係
 
指
導
係

 
児
童

生
徒
支

援
係
 

特
別
支

援
教
育

係
 

学
校
保
健

給
食
課

 
学
校

保
健
・

支
援
係

 
学
校

給
食
係

 
校
務

支
援
係
 

学
校
保
健

給
食
課

 
学
校
保
健
・

支
援
係

 
学
校

給
食
係

 
校
務

支
援
係
 

文
化
財
課

 
保
存

整
備
係

 
鳥
取

城
整
備

推
進
係
 

文
化
財
課

 
保
存

整
備
係
 
鳥
取

城
整
備

推
進
係
 

生
涯
学
習

・
ス
ポ

ー
ツ
課

 
生
涯

学
習
係

 
ス
ポ

ー
ツ
振

興
係
 

施
設
係
 

生
涯
学
習

・
ス
ポ

ー
ツ
課
 
生
涯

学
習
係

 
ス
ポ

ー
ツ
振

興
係
 

施
設
係
 

国
府
町
分

室
 

国
府
町
分

室
 

福
部
町
分

室
 

福
部
町
分

室
 

河
原
町
分

室
 

河
原
町
分

室
 

用
瀬
町
分

室
 

用
瀬
町
分

室
 

佐
治
町
分

室
 

佐
治
町
分

室
 

気
高
町
分

室
 

気
高
町
分

室
 

鹿
野
町
分

室
 

鹿
野
町
分

室
 

青
谷
町
分

室
 

青
谷
町
分

室
 

２
 
前
項

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ
か

、
学
校

教
育
課

鳥
取
市

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
に

研
修
企
画

係
及
び

児
童
生

徒
支
援

係
を
置

く
。
 

 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
７

年
教
委

規
則
１

２
号
・
１
８

年
１

５
号

・

２
４
号
・

１
９
年

１
１
号

・
２
０

年
２
号

・
２
１

年
１
号

〕
、
見

出
…
全

部
改
正
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

１
３
号

〕
、
本

条
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
６
年
教

委
規
則

１
号
・

２
７
年

９
号
・

２
８
年

５
号
・

３
０
年

４
号
・

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
７

年
教
委

規
則
１

２
号
・
１
８

年
１

５
号

・

２
４
号
・

１
９
年

１
１
号

・
２
０

年
２
号

・
２
１

年
１
号

〕
、
見

出
…
全

部
改
正
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

１
３
号

〕
、
本

条
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
６
年
教

委
規
則

１
号
・

２
７
年

９
号
・

２
８
年

５
号
・

３
０
年

４
号
・
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令
和
２
年

８
号
〕

）
 

令
和
２
年

８
号
〕

）
 

第
２
節
 

分
掌
事

務
 

第
２
節
 

分
掌
事

務
 

（
各
課
の

分
掌
事

務
）
 

（
各
課
の

分
掌
事

務
）
 

第
６
条
 

各
課
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

第
６
条
 

各
課
の

分
掌
事
務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

教
育
総
務

課
 

教
育
総
務

課
 

（
１
）
 

教
育
委

員
会
の

会
議
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
）
 

教
育
委

員
会
の
会
議
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

例
規
等

の
制
定

及
び
改

廃
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

例
規
等

の
制
定
及
び
改

廃
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

教
育
委

員
会
関

係
市
費

職
員
の

人
事
及

び
給
与

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

教
育
委

員
会
関
係
市
費

職
員
の

人
事
及

び
給
与

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

教
育
委

員
会
に

係
る
事

務
の
管

理
及
び

執
行
の

状
況
の

点
検
及

び
評

価
並
び
に

そ
の
結

果
の
公

表
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
４
）
 

教
育
委

員
会
に
係
る
事

務
の
管

理
及
び

執
行
の

状
況
の

点
検
及

び
評

価
並
び
に

そ
の
結

果
の
公

表
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
５
）
 

公
印
の

管
守
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
５
）
 

公
印
の

管
守
に
関
す
る

こ
と
。
 

（
６
）
 

文
書
の

収
受
、

発
送
及

び
保
管

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
６
）
 

文
書
の

収
受
、
発
送
及

び
保
管

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
７
）
 

教
育
の

調
査
及

び
統
計

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
７
）
 

教
育
の

調
査
及
び
統
計

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

予
算
及

び
経
理

の
総
括

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

予
算
及

び
経
理
の
総
括

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
９
）
 

教
育
目

的
の
た

め
の
基

本
財
産

及
び
積

立
金
管

理
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
９
）
 

教
育
目

的
の
た
め
の
基

本
財
産

及
び
積

立
金
管

理
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
０
）

 
学
校

施
設
の

建
築
計

画
及
び

営
繕
整

備
並
び

に
管
理

に
関
す

る
こ

と
。
 

（
１
０
）

 
学
校

施
設
の
建
築
計

画
及
び

営
繕
整

備
並
び

に
管
理

に
関
す

る
こ

と
。
 

（
１
１
）

 
学
校

施
設
の

使
用
許

可
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
１
）

 
学
校

施
設
の
使
用
許

可
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
２
）

 
事
務

局
内
の

連
絡
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
３
）

 
校
区

審
議
室

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
２
）

 
事
務

局
内
の
連
絡
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

 

学
校
教
育

課
 

学
校
教
育

課
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（
１
）
 
園

児
の
就

園
並
び

に
児

童
、
生
徒

の
就
学

及
び
奨

学
に

関
す
る

こ
と

。 
（

１
）
 
園

児
の
就

園
並
び

に
児

童
、
生
徒

の
就
学

及
び
奨

学
に

関
す
る

こ
と

。 

（
２
）
 

通
学
区

域
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

通
学
区

域
に
関
す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 
教
職

員
、
園

児
及
び
、
児
童

及
び
生

徒
の
福

利
厚
生
に

関
す
る

こ
と

。 
（

３
）
 
教
職

員
、
園

児
及
び
、
児
童

及
び
生

徒
の
福

利
厚
生
に

関
す
る

こ
と

。 

（
４
）
 

教
科
書

の
無
償

給
付
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

教
科
書

の
無
償
給
付
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
５
）
 

学
校
の

設
置
及

び
廃
止

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
５
）
 

学
校
の

設
置
及
び
廃
止

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
６
）
 

教
職
員

（
県
費

負
担
教

職
員
を

除
く
。

）
の
人

事
、
給

与
、
服

務
等

に
関
す
る

こ
と
。
 

（
６
）
 

教
職
員

（
県
費
負
担
教

職
員
を

除
く
。

）
の
人

事
、
給

与
、
服

務
等

に
関
す
る

こ
と
。
 

（
７
）
 

県
費
負

担
教
職

員
の
任

免
等
の

内
申
及

び
服
務

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
７
）
 

県
費
負

担
教
職
員
の
任

免
等
の

内
申
及

び
服
務

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

教
育
改

革
推
進

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

教
育
改

革
推
進
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
９
）
 

教
職
員

の
研
修

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
９
）
 

教
職
員

の
研
修
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
０
）

 
教
科

書
の
採

択
及
び

教
材
の

取
扱
い

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
０
）

 
教
科

書
の
採
択
及
び

教
材
の

取
扱
い

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
１
）

 
教
科

内
容
及

び
そ
の

取
扱
い

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
１
）

 
教
科

内
容
及
び
そ
の

取
扱
い

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
２
）

 
学
校

の
組
織

編
成
、

教
育
課

程
、
学

校
指
導

及
び
職

業
指
導

に
関

す
る
こ
と

。
 

（
１
２
）

 
学
校

の
組
織
編
成
、

教
育
課

程
、
学

校
指
導

及
び
職

業
指
導

に
関

す
る
こ
と

。
 

（
１
３
）

 
放
課

後
児
童

対
策
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
３
）

 
放
課

後
児
童
対
策
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
４
）

 
総
合

教
育
セ

ン
タ
ー

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
４
）

 
教
育
セ
ン
タ

ー
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
５
）

 
人
権

教
育
の

企
画
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
５
）

 
人
権

教
育
の
企
画
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
６
）

 
人
権

教
育
の

推
進
及

び
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
６
）

 
人
権

教
育
の
推
進
及

び
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
７
）

 
児
童

生
徒
の

支
援
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
７
）

 
児
童

生
徒
の
支
援
に

関
す
る

こ
と
。
 

学
校
保
健

給
食
課
 

学
校
保
健

給
食
課
 

（
１
）
 

園
児
、

児
童
及

び
生
徒

に
対
す

る
援
助

費
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
）
 

園
児
、

児
童
及
び
生
徒

に
対
す

る
援
助

費
に
関

す
る
こ

と
。
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（
２
）
 

園
児
、

児
童
及

び
生
徒

の
保
健

及
び
安

全
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

園
児
、

児
童
及
び
生
徒

の
保
健

及
び
安

全
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

学
校
の

環
境
及

び
衛
生

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

学
校
の

環
境
及
び
衛
生

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

学
校
医

、
学
校

歯
科
医

等
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
４
）
 

学
校
医

、
学
校
歯
科
医

等
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
５
）
 

学
校
給

食
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
５
）
 

学
校
給

食
に
関
す
る
こ

と
。
 

（
６

）
 
準

要
保
護

児
童
及

び
生

徒
に
対

す
る
学

校
給
食

援
助
に

関
す
る

こ
と

。 
（

６
）
 
準

要
保
護

児
童
及

び
生

徒
に
対

す
る
学

校
給
食

援
助
に

関
す
る

こ
と

。 

（
７
）
 

学
校
給

食
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
７
）
 

学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
８
）
 

学
校
徴

収
金
会

計
業
務

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

学
校
徴

収
金
会
計
業
務

に
関
す

る
こ
と

。
 

文
化
財
課
 

文
化
財
課
 

（
１
）
 

文
化
財

の
保
護

、
調
査

及
び
指

導
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
１
）
 

文
化
財

の
保
護
、
調
査

及
び
指

導
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

埋
蔵
文

化
財
調

査
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

埋
蔵
文

化
財
調
査
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
３
）
 
仁
風

閣
、
宝
扇
庵

、
歴

史
民
俗

資
料
館

、
青

谷
上
寺
地

遺
跡
展

示
館

、

あ
お
や
郷

土
館
及

び
因
幡

万
葉
歴

史
館
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
３
）
 
仁
風

閣
、
宝
扇
庵

、
歴

史
民
俗

資
料
館

、
青

谷
上
寺
地

遺
跡
展

示
館

、

あ
お
や
郷

土
館
及

び
因
幡

万
葉
歴

史
館
に

関
す
る

こ
と
。
 

生
涯
学
習

・
ス
ポ

ー
ツ
課
 

生
涯
学
習

・
ス
ポ

ー
ツ
課
 

（
１
）
 

社
会
教

育
の
企

画
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

社
会
教

育
の
企
画
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

生
涯
学

習
の
推

進
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

生
涯
学

習
の
推
進
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

青
少
年

の
教
育

の
振
興

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

青
少
年

の
教
育
の
振
興

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

青
少
年

の
団
体

の
育
成

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

青
少
年

の
団
体
の
育
成

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
５
）
 

生
涯
学

習
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
５
）
 

生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
６
）
 

公
民
館

、
こ
ど

も
科
学

館
、
視

聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ

リ
ー
、

図
書
館

、
少

年
愛
護
セ

ン
タ
ー

、
サ
イ

ク
リ
ン

グ
タ
ー

ミ
ナ
ル

砂
丘
の

家
、
農

村
環
境

改

善
セ
ン
タ

ー
、
東

部
研
修

セ
ン
タ

ー
面
影

会
館
、

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

施
設
、

気

（
６
）
 

公
民
館

、
こ
ど
も
科
学

館
、
視

聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ

リ
ー
、

図
書
館

、
少

年
愛
護
セ

ン
タ
ー

、
勤
労

青
少
年

ホ
ー
ム
、
サ
イ

ク
リ
ン

グ
タ
ー

ミ
ナ
ル

砂

丘
の
家
、

農
村
環

境
改
善

セ
ン
タ

ー
、
東

部
研
修

セ
ン
タ

ー
面
影

会
館
、

コ
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高
町
ロ
ッ

ジ
緑
の

郷
、
国
府

町
土

地
区
画

整
理
記

念
館
、
用

瀬
町

青
年
会

館
、

佐
治
町
会

館
、
さ

じ
ア
ス

ト
ロ
パ

ー
ク
、

さ
じ
コ

ス
モ
ス

の
館
、

佐
治
町

地

域
活
性
化

セ
ン
タ

ー
及
び

文
化
ホ

ー
ル
に

関
す
る

こ
と
。
 

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
施
設

、
気
高

町
ロ
ッ

ジ
緑
の

郷
、
国

府
町
土

地
区
画

整
理
記

念

館
、
用
瀬

町
青
年

会
館
、

佐
治
町

会
館
、

さ
じ
ア

ス
ト
ロ

パ
ー
ク

、
さ
じ

コ

ス
モ
ス
の

館
、
佐

治
町
地

域
活
性

化
セ
ン

タ
ー
及

び
文
化

ホ
ー
ル

に
関
す

る

こ
と
。
 

（
７
）
 

学
校
体

育
及
び

社
会
体

育
の
企

画
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
７
）
 

学
校
体

育
及
び
社
会
体

育
の
企

画
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

体
育
団

体
の
育

成
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

体
育
団

体
の
育
成
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
９
）
 

各
種
ス

ポ
ー
ツ

大
会
そ

の
他
体

育
指
導

の
た
め

の
集
会

の
開
催

に
関

す
る
こ
と

。
 

（
９
）
 

各
種
ス

ポ
ー
ツ
大
会
そ

の
他
体

育
指
導

の
た
め

の
集
会

の
開
催

に
関

す
る
こ
と

。
 

（
１
０
）

 
レ
ク

リ
エ
ー

シ
ョ
ン

（
野
外

活
動
を

含
む
。

）
の
指

導
奨
励

に
関

す
る
こ
と

。
 

（
１
０
）

 
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン

（
野
外

活
動
を

含
む
。

）
の
指

導
奨
励

に
関

す
る
こ
と

。
 

（
１
１

）
 

体
育
館

、
プ

ー
ル
、
テ

ニ
ス
場

、
海

洋
セ
ン

タ
ー
、
サ

ッ
カ
ー

場
、

武
道
館
、

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

、
多
目

的
運
動

広
場
及

び
農
林

漁
業
者

ト

レ
ー
ニ
ン

グ
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
１

）
 

体
育
館

、
プ
ー
ル
、
テ

ニ
ス
場

、
海

洋
セ
ン

タ
ー
、
サ

ッ
カ
ー

場
、

武
道
館
、

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

、
多
目

的
運
動

広
場
及

び
農
林

漁
業
者

ト

レ
ー
ニ
ン

グ
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
６

年
教
委

規
則
５

４
号
・
１
８

年
１

５
号

・

２
１
号
・

１
９
年

１
１
号

・
１
５

号
・
２

０
年
２

号
・
２

１
年
１

号
・
２

２
年
８
号
・
２

３
年
１

号
・
２
７

年
９
号
・
２

９
年

７
号
・
３
０

年
４

号
・

令
和
２
年

８
号
〕

）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
６

年
教
委

規
則
５

４
号
・
１
８

年
１

５
号

・

２
１
号
・

１
９
年

１
１
号

・
１
５

号
・
２

０
年
２

号
・
２

１
年
１

号
・
２

２
年
８
号
・
２
３
年
１

号
・
２
７

年
９
号
・
２

９
年

７
号
・
３
０

年
４

号
・

令
和
２
年

８
号
〕

）
 

（
分
室
の

分
掌
事

務
）
 

（
分
室
の

分
掌
事

務
）
 

第
７
条
 

分
室
の

事
務
分

掌
は
、

各
総
合

支
所
の

所
管
区

域
に
お

け
る
事

務
に
つ

い

て
お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

第
７
条
 

分
室
の

事
務
分
掌
は
、

各
総
合

支
所
の

所
管
区

域
に
お

け
る
事

務
に
つ

い

て
お
お
む

ね
次
の

と
お
り
と
す
る

。
 

（
１
）
 

分
室
内

の
庶
務

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

分
室
内

の
庶
務
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

生
涯
学

習
の
推

進
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

生
涯
学

習
の
推
進
に
関

す
る
こ

と
。
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（
３
）
 

青
少
年

の
育
成

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

青
少
年

の
育
成
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

社
会
教

育
団
体

の
育
成

指
導
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

社
会
教

育
団
体
の
育
成

指
導
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
５
）
 

体
育
団

体
の
育

成
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
５
）
 

体
育
団

体
の
育
成
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
６
）
 

レ
ク
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
（

野
外
活

動
を
含

む
。
）

の
指
導

奨
励
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
６
）
 

レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
（

野
外
活

動
を
含

む
。
）

の
指
導

奨
励
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
７
）
 

各
種
ス

ポ
ー
ツ

大
会
の

開
催
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
７
）
 

各
種
ス

ポ
ー
ツ
大
会
の

開
催
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
８
）
 

文
化
財

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
８
）
 

文
化
財

に
関
す
る
こ
と

。
 

（
９
）
 

所
管
す

る
公
の

施
設
（

幼
稚
園

を
除
く

。
）
の

管
理
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
９
）
 

所
管
す

る
公
の
施
設
（

幼
稚
園

を
除
く

。
）
の

管
理
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
１

５
号
・

２
０
年

２
号
・

２
２
年
８

号
・
２

３
年
１

号
・
２

８
年
５

号
・
２

９
年
７

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
１

５
号
・

２
０
年

２
号
・

２
２
年
８

号
・
２

３
年
１

号
・
２

８
年
５

号
・
２

９
年
７

号
〕
）
 

第
３
節
 

内
部
組

織
 

第
３
節
 

内
部
組

織
 

（
内
部
組

織
の
分

掌
事
務

）
 

（
内
部
組

織
の
分

掌
事
務
）
 

第
８
条
 

内
部
組

織
の
分

掌
事
務

は
、
当

該
課
長

又
は
分

室
長
が

定
め
、

教
育
長

及

び
副
教
育

長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

れ
を
変

更
し
た

と
き
も

、
ま
た

同
様
と
す

る
。
 

第
８
条
 

内
部
組

織
の
分
掌
事
務

は
、
当

該
課
長

又
は
分

室
長
が

定
め
、

教
育
長

及

び
副
教
育

長
に
報

告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

れ
を
変

更
し
た

と
き
も

、
ま
た

同
様
と
す

る
。
 

２
 
前
項

の
事
務

を
定
め

、
又
は

こ
れ
を

変
更
す

る
に
当

た
っ
て

は
、
事

務
の
能

率

的
処
理
が

で
き
る

よ
う
に

考
慮
を

払
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
前
項

の
事
務

を
定
め
、
又
は

こ
れ
を

変
更
す

る
に
当

た
っ
て

は
、
事

務
の
能

率

的
処
理
が

で
き
る

よ
う
に
考
慮
を

払
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
９

年
教
委

規
則
７

号
〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
９

年
教
委

規
則
７

号
〕
）
 

第
４
節
 

職
制
及

び
職
務
 

第
４
節
 

職
制
及

び
職
務
 

（
職
制
）
 

（
職
制
）
 

第
９
条
 

課
、
分

室
、
係

等
に
そ

れ
ぞ
れ

の
長
を

置
く
。
 

第
９
条
 

課
、
分

室
、
係
等
に
そ

れ
ぞ
れ

の
長
を

置
く
。
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２
 
事
務

局
に
社

会
教
育

主
事
を

置
く
。
 

２
 
事
務

局
に
社

会
教
育
主
事
を

置
く
。
 

３
 
事
務

局
に
副

教
育
長

、
局
長

及
び
次

長
を
、

課
に
課

長
補
佐

及
び
主

任
を
置

く

こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
事
務

局
に
副

教
育
長
、
局
長

及
び
次

長
を
、

課
に
課

長
補
佐

及
び
主

任
を
置

く

こ
と
が
で

き
る
。
 

４
 
前
３

項
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
鳥

取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
の

職
員
の

職

名
規
則
（

昭
和
４

４
年
鳥

取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号

）
第
３

条
に
定

め
る
職

に
属
す
る

職
員
を

必
要
に

応
じ
て

課
、
分

室
、
係

等
に
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

４
 
前
３

項
に
定

め
る
も
の
の
ほ

か
、
鳥

取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
の

職
員
の

職

名
規
則
（

昭
和
４

４
年
鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号

）
第
３

条
に
定

め
る
職

に
属
す
る

職
員
を

必
要
に
応
じ
て

課
、
分

室
、
係

等
に
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

（
３
項
…

削
除
・

旧
４
・

５
項
…

１
項
ず

つ
繰
上

〔
平
成

１
９
年

教
委
規

則
１
５
号

〕
、
３

項
…
一

部
改
正

・
４
項

…
全
部

改
正
〔

平
成
２

０
年
教

委
規
則
１

５
号
〕

、
３
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
２

６
年
教

委
規
則

１
号
・

２
９
年
７

号
〕
）
 

（
３
項
…

削
除
・

旧
４
・

５
項
…

１
項
ず

つ
繰
上

〔
平
成

１
９
年

教
委
規

則
１
５
号

〕
、
３

項
…
一

部
改
正

・
４
項

…
全
部

改
正
〔

平
成
２

０
年
教

委
規
則
１

５
号
〕

、
３
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
２

６
年
教

委
規
則

１
号
・

２
９
年
７

号
〕
）
 

（
職
務
）
 

（
職
務
）
 

第
１
０
条

 
副
教

育
長
及

び
局
長

は
、
教

育
長
を

補
佐
し

、
上
司

の
命
を

受
け
て

企

画
及
び
調

整
に
関

す
る
事

務
を
掌

理
す
る

。
 

第
１
０
条

 
副
教

育
長
及
び
局
長

は
、
教

育
長
を

補
佐
し

、
上
司

の
命
を

受
け
て

企

画
及
び
調

整
に
関

す
る
事
務
を
掌

理
す
る

。
 

２
 
次
長

は
、
副

教
育
長

及
び
局

長
を
補

佐
し
、

教
育
長

、
副
教

育
長
及

び
局
長

の

指
揮
の
も

と
に
主

管
事
務

を
分
担

し
、
所

属
職
員

を
指
揮

監
督
し

て
、
そ

の
処
理

に
当
た
る

。
 

２
 
次
長

は
、
副

教
育
長
及
び
局

長
を
補

佐
し
、

教
育
長

、
副
教

育
長
及

び
局
長

の

指
揮
の
も

と
に
主

管
事
務
を
分
担

し
、
所

属
職
員

を
指
揮

監
督
し

て
、
そ

の
処
理

に
当
た
る

。
 

３
 
課
長

及
び
分

室
長
は

、
教
育

長
、
副

教
育
長

、
局
長

及
び
次

長
の
指

揮
の
も

と

に
主
管
事

務
を
分

担
し
、

所
属
職

員
を
指

揮
監
督

し
て
、

そ
の
処

理
に
当

た
る
。
 

３
 
課
長

及
び
分

室
長
は
、
教
育

長
、
副

教
育
長

、
局
長

及
び
次

長
の
指

揮
の
も

と

に
主
管
事

務
を
分

担
し
、
所
属
職

員
を
指

揮
監
督

し
て
、

そ
の
処

理
に
当

た
る
。
 

４
 
課
長

補
佐
及

び
分
室

長
が
あ

ら
か
じ

め
定
め

る
上
席

の
職
員

は
、
課

長
及
び

分

室
長
を
補

佐
し
、

課
長
及

び
分
室

長
に
事

故
が
あ

る
場
合

は
、
そ

の
職
務

を
代
行

す
る
。
 

４
 
課
長

補
佐
及

び
分
室
長
が
あ

ら
か
じ

め
定
め

る
上
席

の
職
員

は
、
課

長
及
び

分

室
長
を
補

佐
し
、

課
長
及
び
分
室

長
に
事

故
が
あ

る
場
合

は
、
そ

の
職
務

を
代
行

す
る
。
 

５
 
係
長

は
、
課

長
の
命

を
受
け

て
、
主

管
事
務

を
分
担

し
、
所

属
職
員

を
指
揮

し
５

 
係
長

は
、
課

長
の
命
を
受
け

て
、
主

管
事
務

を
分
担

し
、
所

属
職
員

を
指
揮
し
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て
そ
の
処

理
に
当

た
る
。
 

て
そ
の
処

理
に
当

た
る
。
 

６
 
主
任

は
、
上

司
を
補

佐
し
、

上
司
に

事
故
が

あ
る
場

合
は
、

そ
の
職

務
を
代

行

す
る
と
と

も
に
、

分
担
事

務
に
従

事
す
る

。
 

６
 
主
任

は
、
上

司
を
補
佐
し
、

上
司
に

事
故
が

あ
る
場

合
は
、

そ
の
職

務
を
代

行

す
る
と
と

も
に
、

分
担
事
務
に
従

事
す
る

。
 

７
 
前
各

項
以
外

の
職
員

は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
、
分

担
事
務

に
従
事

す
る
。
 

７
 
前
各

項
以
外

の
職
員
は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
、
分

担
事
務

に
従
事

す
る
。
 

８
 
前
条

第
３
項

に
定
め

る
そ
れ

ぞ
れ
の

職
員
を

２
人
以

上
置
く

場
合
に

お
け
る

そ

れ
ら
の
職

員
の
分

担
事
務

は
、
次

長
の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
教
育

長
が
、

課
長
補

佐
及
び
主

任
の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当
該

課
の
長

が
そ
れ

ぞ
れ
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

８
 
前
条

第
３
項

に
定
め
る
そ
れ

ぞ
れ
の

職
員
を

２
人
以

上
置
く

場
合
に

お
け
る

そ

れ
ら
の
職

員
の
分

担
事
務
は
、
次

長
の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
教
育

長
が
、

課
長
補

佐
及
び
主

任
の
場

合
に
あ
っ
て
は

、
当
該

課
の
長

が
そ
れ

ぞ
れ
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

（
３
―
５

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
９
年

教
委
規

則
１
１

号
〕
、

１
項
…

削
除
・
旧
２
―

８
項
…

１
項
ず
つ

繰
上
・
旧
９

項
…
一

部
改
正
し

繰
上
〔
平

成
１
９
年

教
委
規

則
１
５

号
〕
、

４
項
…

削
除
・

旧
５
―

７
項
…

１
項
ず

つ
繰
上
・
旧
８

項
…
一

部
改
正
し

繰
上
〔
平
成

２
０
年

教
委
規
則

１
５
号

〕
、

１
項
…
一

部
改
正

・
２
項

…
追
加

・
旧
２

項
…
一

部
改
正

し
繰
下

・
旧
３

―
７
項
…

１
項
ず

つ
繰
下

〔
平
成

２
６
年

教
委
規

則
１
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
２

７
年
教

委
規
則

４
号
〕

、
１
―

３
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
９
年

教
委
規

則
７
号

〕
）
 

（
３
―
５

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
９
年

教
委
規

則
１
１

号
〕
、

１
項
…

削
除
・
旧
２
―
８
項
…

１
項
ず
つ

繰
上
・
旧
９

項
…
一

部
改
正
し

繰
上
〔
平

成
１
９
年

教
委
規

則
１
５

号
〕
、

４
項
…

削
除
・

旧
５
―

７
項
…

１
項
ず

つ
繰
上
・
旧
８
項
…
一

部
改
正
し

繰
上
〔
平
成

２
０
年

教
委
規
則

１
５
号

〕
、

１
項
…
一

部
改
正

・
２
項

…
追
加

・
旧
２

項
…
一

部
改
正

し
繰
下

・
旧
３

―
７
項
…

１
項
ず

つ
繰
下

〔
平
成

２
６
年

教
委
規

則
１
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
２

７
年
教

委
規
則

４
号
〕

、
１
―

３
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
９
年

教
委
規

則
７
号

〕
）
 

（
事
務
分

担
）
 

（
事
務
分

担
）
 

第
１
１
条

 
課
長

又
は
分

室
長
は

、
所
属

職
員
の

事
務
分

担
を
定

め
、
教

育
長
、

副

教
育
長
及

び
局
長

に
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
こ
れ

を
変
更

し
た
と

き
も
、

ま
た
同
様

と
す
る

。
 

第
１
１
条

 
課
長

又
は
分
室
長
は

、
所
属

職
員
の

事
務
分

担
を
定

め
、
教

育
長
、

副

教
育
長
及

び
局
長

に
報
告
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
こ
れ

を
変
更

し
た
と

き
も
、

ま
た
同
様

と
す
る

。
 

２
 
前
項

の
分
担

事
務
を

定
め
、

又
は
こ

れ
を
変

更
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
事
務

の

能
率
的
処

理
が
で

き
る
よ

う
考
慮

を
払
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
前
項

の
分
担

事
務
を
定
め
、

又
は
こ

れ
を
変

更
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
事
務

の

能
率
的
処

理
が
で

き
る
よ
う
考
慮

を
払
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
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（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
９

年
教
委

規
則
１

１
号
・

２
６
年

１
号
・

２
９
年
７

号
〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
９

年
教
委

規
則
１

１
号
・

２
６
年

１
号
・

２
９
年
７

号
〕
）
 

第
３
章
 

教
育
機

関
等
 

第
３
章
 

教
育
機

関
等
 

第
１
節
 

教
育
機

関
等
の

区
分
 

第
１
節
 

教
育
機

関
等
の

区
分
 

（
教
育
機

関
等
の

区
分
）
 

（
教
育
機

関
等
の

区
分
）
 

第
１
２
条

 
教
育

委
員
会

の
所
管

に
属
す

る
教
育

機
関
及

び
そ
の

他
の
機

関
（
以

下

「
教
育
機

関
等
」

と
い
う

。
）
は

、
次
の

と
お
り

で
あ
る

。
 

第
１
２
条

 
教
育

委
員
会
の
所
管

に
属
す

る
教
育

機
関
及

び
そ
の

他
の
機

関
（
以

下

「
教
育
機

関
等
」

と
い
う
。
）
は

、
次
の

と
お
り

で
あ
る

。
 

教
育
機
関
 

教
育
機
関
 

（
１
）
 

鳥
取
市

立
学
校
 

（
１
）
 

鳥
取
市

立
学
校
 

（
２
）
 

鳥
取
市

立
公
民

館
 

（
２
）
 

鳥
取
市

立
公
民
館
 

（
３
）
 

鳥
取
市

こ
ど
も

科
学
館
 

（
３
）
 

鳥
取
市

こ
ど
も
科
学
館
 

（
４
）
 

鳥
取
市

視
聴
覚

ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
 

（
４
）
 

鳥
取
市

視
聴
覚
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
 

（
５
）
 

鳥
取
市

立
学
校

給
食
セ

ン
タ
ー
 

（
５
）
 

鳥
取
市

立
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
 

（
６
）
 

鳥
取
市

歴
史
博

物
館
 

（
６
）
 

鳥
取
市

歴
史
博
物
館
 

（
７
）
 

鳥
取
市

立
図
書

館
 

（
７
）
 

鳥
取
市

立
図
書
館
 

（
８
）
 

鳥
取
市

生
涯
学

習
セ
ン

タ
ー
 

（
８
）
 

鳥
取
市

生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
 

 
（

９
）
 

鳥
取
市

教
育
セ
ン
タ
ー
 

そ
の
他
の

機
関
 

そ
の
他
の

機
関
 

（
１
）
 

鳥
取
市

少
年
愛

護
セ
ン

タ
ー
 

（
１
）
 

鳥
取
市

少
年
愛
護
セ
ン

タ
ー
 

 
（

２
）
 

鳥
取
市

勤
労
青
少
年
ホ

ー
ム
 

（
２
）
 

鳥
取
市

サ
イ
ク

リ
ン
グ

タ
ー
ミ

ナ
ル
砂

丘
の
家
 

（
３
）
 

鳥
取
市

サ
イ
ク

リ
ン
グ

タ
ー
ミ

ナ
ル
砂

丘
の
家
 

16



 

（
３
）
 

鳥
取
市

農
村
環

境
改
善

セ
ン
タ

ー
 

（
４
）
 

鳥
取
市

農
村
環

境
改
善

セ
ン
タ

ー
 

（
４
）
 

仁
風
閣

及
び
宝

扇
庵
 

（
５
）
 

仁
風
閣

及
び
宝

扇
庵
 

（
５
）
 

鳥
取
市

歴
史
民

俗
資
料

館
 

（
６
）
 

鳥
取
市

歴
史
民

俗
資
料

館
 

（
６
）
 

鳥
取
市

青
谷
上

寺
地
遺

跡
展
示

館
 

（
７
）
 

鳥
取
市

青
谷
上

寺
地
遺

跡
展
示

館
 

（
７
）
 

鳥
取
市

あ
お
や

郷
土
館
 

（
８
）
 

鳥
取
市

あ
お
や

郷
土
館
 

（
８
）
 

鳥
取
市

因
幡
万

葉
歴
史

館
 

（
９
）
 

鳥
取
市

因
幡
万

葉
歴
史

館
 

（
９
）
 

鳥
取
市

東
部
研

修
セ
ン

タ
ー
面

影
会
館
 

（
１
０
）

 
鳥
取

市
東
部
研
修
セ

ン
タ
ー

面
影
会

館
 

（
１
０
）

 
鳥
取

市
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
施
設
 

（
１
１
）

 
鳥
取

市
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
施
設
 

（
１
１
）

 
鳥
取

市
気
高

町
ロ
ッ

ジ
緑
の

郷
 

（
１
２
）

 
鳥
取

市
気
高
町
ロ
ッ

ジ
緑
の

郷
 

（
１
２
）

 
鳥
取

市
国
府

町
土
地

区
画
整

理
記
念

館
 

（
１
３
）

 
鳥
取

市
国
府
町
土
地

区
画
整

理
記
念

館
 

（
１
３
）

 
鳥
取

市
用
瀬

町
青
年

会
館
 

（
１
４
）

 
鳥
取

市
用
瀬
町
青
年

会
館
 

（
１
４
）

 
鳥
取

市
佐
治

町
会
館
 

（
１
５
）

 
鳥
取

市
佐
治
町
会
館
 

（
１
５
）

 
鳥
取

市
さ
じ

ア
ス
ト

ロ
パ
ー

ク
 

（
１
６
）

 
鳥
取

市
さ
じ
ア
ス
ト

ロ
パ
ー

ク
 

（
１
６
）

 
鳥
取

市
さ
じ

コ
ス
モ

ス
の
館
 

（
１
７
）

 
鳥
取

市
さ
じ
コ
ス
モ

ス
の
館
 

（
１
７
）

 
鳥
取

市
佐
治

町
地
域

活
性
化

セ
ン
タ

ー
 

（
１
８
）

 
鳥
取

市
佐
治
町
地
域

活
性
化

セ
ン
タ

ー
 

（
１
８
）

 
鳥
取

市
体
育

館
 

（
１
９
）

 
鳥
取

市
体
育
館
 

（
１
９
）

 
鳥
取

市
プ
ー

ル
 

（
２
０
）

 
鳥
取

市
プ
ー
ル
 

（
２
０
）

 
鳥
取

市
テ
ニ

ス
場
 

（
２
１
）

 
鳥
取

市
テ
ニ
ス
場
 

（
２
１
）

 
鳥
取

市
海
洋

セ
ン
タ

ー
 

（
２
２
）

 
鳥
取

市
海
洋
セ
ン
タ

ー
 

（
２
２
）

 
鳥
取

市
営
サ

ッ
カ
ー

場
 

（
２
３
）

 
鳥
取

市
営
サ
ッ
カ
ー

場
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（
２
３
）

 
鳥
取

市
若
葉

台
ス
ポ

ー
ツ
セ

ン
タ
ー
 

（
２
４
）

 
鳥
取

市
若
葉
台
ス
ポ

ー
ツ
セ

ン
タ
ー
 

（
２
４
）

 
鳥
取

市
武
道

館
 

（
２
５
）

 
鳥
取

市
武
道
館
 

（
２
５
）

 
鳥
取

市
多
目

的
ス
ポ

ー
ツ
広

場
 

（
２
６
）

 
鳥
取

市
多
目
的
ス
ポ

ー
ツ
広

場
 

（
２
６
）

 
鳥
取

市
多
目

的
運
動

広
場
 

（
２
７
）

 
鳥
取

市
多
目
的
運
動

広
場
 

（
２
７
）

 
鳥
取

市
農
林

漁
業
者

ト
レ
ー

ニ
ン
グ

セ
ン
タ

ー
 

（
２
８
）

 
鳥
取

市
農
林
漁
業
者

ト
レ
ー

ニ
ン
グ

セ
ン
タ

ー
 

（
２
８
）

 
鳥
取

市
文
化

ホ
ー
ル
 

（
２
９
）

 
鳥
取

市
文
化
ホ
ー
ル
 

 
２

 
教
育

セ
ン
タ

ー
に
内
部
組
織

と
し
て

研
修
企

画
係
を

置
く
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
６

年
教
委

規
則
５

４
号
・
１
８

年
２

１
号

・

１
９
年
１

１
号
・

１
５
号

〕
、
２

項
…
追

加
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
６
年

教
委
規

則
１
号

〕
、
２

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
２

８
年
教

委
規
則

５
号
〕

、
１
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
２

９
年
教
委

規
則
７

号
〕
、
２
項
…

一
部
改

正
〔
令
和

２
年
教

委
規

則
８
号
〕
） 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
６

年
教
委

規
則
５

４
号
・
１
８

年
２

１
号

・

１
９
年
１

１
号
・

１
５
号

〕
、
２

項
…
追

加
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
６
年

教
委
規

則
１
号

〕
、
２

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
２

８
年
教

委
規
則

５
号
〕

、
１
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
２

９
年
教
委

規
則
７

号
〕
、
２
項
…

一
部
改

正
〔
令
和

２
年
教

委
規

則
８
号
〕
） 

第
２
節
 

通
則
 

第
２
節
 

通
則
 

（
教
育
機

関
等
の

共
通
事

務
分
掌

）
 

（
教
育
機

関
等
の

共
通
事
務
分
掌

）
 

第
１
３
条

 
教
育

機
関
等

は
、
こ

の
規
則

及
び
別

に
定
め

る
規
則

等
に
基

づ
き
、

当

該
教
育
機

関
等
に

係
る
次

に
掲
げ

る
事
務

を
分
掌

す
る
。
 

第
１
３
条

 
教
育

機
関
等
は
、
こ

の
規
則

及
び
別

に
定
め

る
規
則

等
に
基

づ
き
、

当

該
教
育
機

関
等
に

係
る
次
に
掲
げ

る
事
務

を
分
掌

す
る
。
 

（
１
）
 

公
印
の

管
守
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
）
 

公
印
の

管
守
に
関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

文
書
の

収
受
、

発
送
及

び
保
管

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

文
書
の

収
受
、
発
送
及

び
保
管

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

予
算
そ

の
他
の

財
務
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
３
）
 

予
算
そ

の
他
の
財
務
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

軽
易
な

会
計
事

務
補
助

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

軽
易
な

会
計
事
務
補
助

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
５
）
 

事
務
所

及
び
施

設
の
管

理
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
５
）
 

事
務
所

及
び
施
設
の
管

理
に
関

す
る
こ

と
。
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（
６
）
 

所
属
す

る
自
動

車
の
運

行
管
理

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
６
）
 

所
属
す

る
自
動
車
の
運

行
管
理

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
内
部
組

織
の
事

務
分
掌

）
 

（
内
部
組

織
の
事

務
分
掌
）
 

第
１
４
条

 
教
育

機
関
等

の
内
部

組
織
の

分
掌
事

務
は
、

別
に
定

め
が
あ

る
場
合

を

除
く
ほ
か

、
当
該

教
育
機

関
等
の

長
が
定

め
、
教

育
長
、

副
教
育

長
及
び

局
長
に

報
告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

れ
を
変

更
し
た

と
き
も

、
ま
た

同
様
と

す
る
。
 

第
１
４
条

 
教
育

機
関
等
の
内
部

組
織
の

分
掌
事

務
は
、

別
に
定

め
が
あ

る
場
合

を

除
く
ほ
か

、
当
該

教
育
機
関
等
の

長
が
定

め
、
教

育
長
、

副
教
育

長
及
び

局
長
に

報
告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ

れ
を
変

更
し
た

と
き
も

、
ま
た

同
様
と

す
る
。
 

２
 
前
項

の
分
掌

事
務
を

定
め
、

又
は
変

更
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
事
務

の
能
率

的

処
理
が
で

き
る
よ

う
に
考

慮
を
払

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
前
項

の
分
掌

事
務
を
定
め
、

又
は
変

更
す
る

に
当
た

っ
て
は

、
事
務

の
能
率

的

処
理
が
で

き
る
よ

う
に
考
慮
を
払

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
１

号
・
２

９
年
７

号
〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
１

号
・
２

９
年
７

号
〕
）
 

第
３
節
 

職
制
及

び
職
務
 

第
３
節
 

職
制
及

び
職
務
 

（
職
制
）
 

（
職
制
）
 

第
１
５
条

 
次
の

表
の
左

欄
に
掲

げ
る
教

育
機
関

等
に
そ

れ
ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲

げ
る
長
を

置
く
。
 

第
１
５
条

 
次
の

表
の
左
欄
に
掲

げ
る
教

育
機
関

等
に
そ

れ
ぞ
れ

同
表
の

右
欄
に

掲

げ
る
長
を

置
く
。
 

教
育
機
関

等
の
名

称
 

教
育
機
関

等
の
長
 

鳥
取
市
立

学
校
 

校
長
又
は

園
長
 

鳥
取
市
立

公
民
館
 

館
長
 

鳥
取
市
視

聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ

リ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
立

学
校
給

食
セ
ン

タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
立

図
書
館
 

館
長
 

鳥
取
市
少

年
愛
護

セ
ン
タ

ー
 

所
長
 

鳥
取
市
サ

イ
ク
リ

ン
グ
タ

ー
ミ
ナ

ル
砂
丘

の
家
 

所
長
 

鳥
取
市
農

村
環
境

改
善
セ

ン
タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
東

部
研
修

セ
ン
タ

ー
面
影

会
館
 

所
長
 

教
育
機
関

等
の
名

称
 

教
育
機
関

等
の
長
 

鳥
取
市
立

学
校
 

校
長
又
は

園
長
 

鳥
取
市
立

公
民
館
 

館
長
 

鳥
取
市
視

聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
立

学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
立

図
書
館
 

館
長
 

鳥
取
市
少

年
愛
護

セ
ン
タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
サ

イ
ク
リ

ン
グ
タ
ー
ミ
ナ

ル
砂
丘

の
家
 

所
長
 

鳥
取
市
農

村
環
境

改
善
セ
ン
タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
東

部
研
修

セ
ン
タ
ー
面
影

会
館
 

所
長
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鳥
取
市
さ

じ
ア
ス

ト
ロ
パ

ー
ク
 

所
長
 

鳥
取
市
海

洋
セ
ン

タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
生

涯
学
習

セ
ン
タ

ー
 

所
長
 

 

鳥
取
市
さ

じ
ア
ス

ト
ロ
パ
ー
ク
 

所
長
 

鳥
取
市
海

洋
セ
ン

タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
生

涯
学
習

セ
ン
タ
ー
 

所
長
 

鳥
取
市
教

育
セ
ン

タ
ー
 

所
長
 

 

２
 
中
央

公
民
館

及
び
中

央
図
書

館
に
副

館
長
を

、
視
聴

覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
及
び

少

年
愛
護
セ

ン
タ
ー

に
副
所

長
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
中
央

公
民
館

及
び
中
央
図
書

館
に
副

館
長
を

、
視
聴

覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
、
少

年

愛
護
セ
ン

タ
ー
及

び
教
育
セ
ン
タ

ー
に
副

所
長
を

置
く
こ

と
が
で

き
る
。
 

３
 
教
育

機
関
等

に
主
幹

及
び
主

任
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

３
 
教
育

機
関
等

に
主
幹
及
び
主

任
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

４
 
前
３

項
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
鳥

取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
の

職
員
の

職

名
規
則
第

３
条
に

定
め
る

職
に
属

す
る
職

員
を
必

要
に
応

じ
て
公

の
施
設

に
置
く

こ
と
が
で

き
る
。
 

４
 
前
３

項
に
定

め
る
も
の
の
ほ

か
、
鳥

取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
の

職
員
の

職

名
規
則
第

３
条
に

定
め
る
職
に
属

す
る
職

員
を
必

要
に
応

じ
て
公

の
施
設

に
置
く

こ
と
が
で

き
る
。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
２

１
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改
正

〔
平
成

１
９
年

教
委
規

則
１
１

号
〕
、

１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０
年

教
委
規

則
２
号

〕
、
４

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
０
年

教
委
規

則
１
５
号

〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
２

１
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改
正

〔
平
成

１
９
年

教
委
規

則
１
１

号
〕
、

１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０
年

教
委
規

則
２
号

〕
、
４

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
０
年

教
委
規

則
１
５
号

〕
）
 

（
職
務
）
 

（
職
務
）
 

第
１
６
条

 
教
育

機
関
等

の
長
は

、
上
司

の
指
揮

の
も
と

に
主
管

事
務
を

統
轄
管

理

し
、
所
属

職
員
を

指
揮
監

督
し
て

、
そ
の

処
理
に

当
た
る

。
 

第
１
６
条

 
教
育

機
関
等
の
長
は

、
上
司

の
指
揮

の
も
と

に
主
管

事
務
を

統
轄
管

理

し
、
所
属

職
員
を

指
揮
監
督
し
て

、
そ
の

処
理
に

当
た
る

。
 

２
 
前
条

第
２
項

に
定
め

る
職
員

は
、
教

育
機
関

等
の
長

を
補
佐

し
、
長

に
事
故

が

あ
る
場
合

は
、
そ

の
職
務

を
代
行

す
る
と

と
も
に

、
分
担

事
務
に

従
事
す

る
。
 

２
 
前
条

第
２
項

に
定
め
る
職
員

は
、
教

育
機
関

等
の
長

を
補
佐

し
、
長

に
事
故

が

あ
る
場
合

は
、
そ

の
職
務
を
代
行

す
る
と

と
も
に

、
分
担

事
務
に

従
事
す

る
。
 

３
 
主
幹

は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
、
主

管
事
務

を
分
担

し
、
所

属
職
員

を
指
揮

し

て
そ
の
処

理
に
当

た
る
。
 

３
 
主
幹

は
、
上

司
の
命
を
受
け

て
、
主

管
事
務

を
分
担

し
、
所

属
職
員

を
指
揮

し

て
そ
の
処

理
に
当

た
る
。
 

４
 
主
任

は
、
上

司
を
補

佐
し
、

上
司
に

事
故
が

あ
る
場

合
は
、

そ
の
職

務
を
代

行
４

 
主
任

は
、
上

司
を
補
佐
し
、

上
司
に

事
故
が

あ
る
場

合
は
、

そ
の
職

務
を
代
行
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す
る
と
と

も
に
、

分
担
事

務
に
従

事
す
る

。
 

す
る
と
と

も
に
、

分
担
事
務
に
従

事
す
る

。
 

５
 
前
各

項
以
外

の
職
員

は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
分
担

事
務
に

従
事
す

る
。
 

５
 
前
各

項
以
外

の
職
員
は
、
上

司
の
命

を
受
け

て
分
担

事
務
に

従
事
す

る
。
 

（
事
務
分

担
）
 

（
事
務
分

担
）
 

第
１
７
条

 
教
育

機
関
等

の
長
は

、
所
属

職
員
の

分
担
事

務
を
定

め
、
主

管
課
長

、

局
長
、
副

教
育
長

及
び
教

育
長
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
を

変
更
し

た
と
き
も

、
ま
た

同
様
と

す
る
。
 

第
１
７
条

 
教
育

機
関
等
の
長
は

、
所
属

職
員
の

分
担
事

務
を
定

め
、
主

管
課
長

、

局
長
、
副

教
育
長

及
び
教
育
長
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
を

変
更
し

た
と
き
も

、
ま
た

同
様
と
す
る
。
 

２
 
前
項

の
分
担

事
務
を

定
め
、
又

は
こ
れ

を
変
更

し
よ
う

と
す

る
に
当

た
っ
て

は
、

事
務
の
能

率
的
処

理
が
で

き
る
よ

う
に
考

慮
を
払

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
前
項

の
分
担

事
務
を
定
め
、
又

は
こ
れ

を
変
更

し
よ
う

と
す

る
に
当

た
っ
て

は
、

事
務
の
能

率
的
処

理
が
で
き
る
よ

う
に
考

慮
を
払

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
１

号
・
２

９
年
７

号
〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
１

号
・
２

９
年
７

号
〕
）
 

第
４
節
 

雑
則
 

第
４
節
 

雑
則
 

（
分
掌
事

務
の
主

管
の
判

定
）
 

（
分
掌
事

務
の
主

管
の
判
定
）
 

第
１
８
条

 
分
掌

事
務
の

主
管
が

明
ら
か

で
な
い

事
務
を

処
理
す

る
必
要

を
生
じ

た

場
合
は
、

教
育
長

が
主
管

機
関
を

決
定
す

る
。
 

第
１
８
条

 
分
掌

事
務
の
主
管
が

明
ら
か

で
な
い

事
務
を

処
理
す

る
必
要

を
生
じ

た

場
合
は
、

教
育
長

が
主
管
機
関
を

決
定
す

る
。
 

第
４
章
 

附
属
機

関
 

第
４
章
 

附
属
機

関
 

（
章
名
…

一
部
改

正
〔
令

和
２
年

教
委
規

則
８
号

〕
）
 

（
章
名
…

一
部
改

正
〔
令

和
２
年

教
委
規

則
８
号

〕
）
 

（
附
属
機

関
の
名

称
、
担

任
す
る

事
務
及

び
庶
務

担
当
機

関
）
 

（
附
属
機

関
の
名

称
、
担
任
す
る

事
務
及

び
庶
務

担
当
機

関
）
 

第
１
９
条

 
教
育

委
員
会

の
所
管

に
関
す

る
附
属

機
関
は

次
の
表

の
左
欄

に
掲
げ

る

と
お
り
と

し
、
担

任
す
る

事
務
は

そ
れ
ぞ

れ
当
該

中
欄
に

掲
げ
る

と
お
り

と
し
、

そ
の
庶
務

は
そ
れ

ぞ
れ
当

該
右
欄

に
掲
げ

る
機
関

に
お
い

て
担
当

す
る
。
 

第
１
９
条

 
教
育

委
員
会
の
所
管

に
関
す

る
附
属

機
関
は

次
の
表

の
左
欄

に
掲
げ

る

と
お
り
と

し
、
担

任
す
る
事
務
は

そ
れ
ぞ

れ
当
該

中
欄
に

掲
げ
る

と
お
り

と
し
、

そ
の
庶
務

は
そ
れ

ぞ
れ
当
該
右
欄

に
掲
げ

る
機
関

に
お
い

て
担
当

す
る
。
 

附
属
機
関
 

担
任
す
る

事
務
 

庶
務
担
当

機
関
 

鳥
取
市
社

会
教
育

委
員
 社

会
教
育

法
（

昭
和
２

４
年
法
律

第
２
０

７
生

涯
学
習

・
ス

附
属
機
関
 

担
任
す
る

事
務
 

庶
務
担
当

機
関
 

鳥
取
市
社

会
教
育

委
員
 社

会
教
育

法
（

昭
和
２

４
年
法
律

第
２
０

７
生

涯
学
習

・
ス
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号
）
第

１
７
条

の
規
定

に
よ
る
社

会
教
育

に

関
す
る
諸

計
画
の

立
案
及

び
研
究

調
査
並

び
に
意
見

を
述
べ

る
事
務
 

ポ
ー
ツ
課
 

鳥
取
市
公

民
館
運

営
審

議
会
 

社
会
教
育

法
第
２

９
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る
公
民

館
に
お

け
る
各

種
の
事

業
の
企

画
実
施
に

つ
き
調

査
審
議

に
関
す

る
事
務
 

中
央
公
民

館
 

鳥
取
市
文

化
財
審

議
会
 鳥

取
市
文

化
財
保

護
条
例
（
昭
和

４
８
年

鳥

取
市
条
例

第
２
号

）
第

１
６
条
の

規
定
に

よ

る
市
指
定

文
化
財

保
護
に

つ
い
て

の
審
議

に
関
す
る

事
務
 

文
化
財
課
 

鳥
取
市
少

年
愛
護

セ
ン

タ
ー
運
営

委
員
会
 

鳥
取
市
少

年
愛
護

セ
ン
タ

ー
条
例
（
平

成
３

年
鳥
取
市

条
例
第

３
号

）
第
４
条

の
規
定

に

よ
る
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

重
要
事

項
の
審

議
に
関
す

る
事
務
 

生
涯
学
習

・
ス

ポ
ー
ツ
課
 

鳥
取
市
校

区
審
議

会
 

鳥
取
市
校

区
審
議

会
条
例
（
昭
和

３
９
年

鳥

取
市
条
例

第
４
０

号
）
第
１
条
の

規
定
に

よ

る
小
学
校

、
中

学
校
及

び
義
務
教

育
学
校

の

校
区
に
関

す
る
調

査
・
審
議
に
関

す
る
事

務

教
育
総
務

課
 

鳥
取
市
教

育
支
援

委
員

会
 

特
別
支
援

学
級
に

入
級
す

る
児
童

の
適
正

な
判
定
及

び
就
学

指
導
に

関
す
る

事
務
 

学
校
教
育

課
 

鳥
取
市
立

学
校
給

食
セ

ン
タ
ー
運

営
委
員

会
 

鳥
取
市
立

学
校
給

食
セ
ン

タ
ー
設

置
条
例

施
行
規
則
（
昭

和
４
１

年
鳥
取
市

教
育
委

員

会
規
則
第

１
号

）
第
５

条
の
規
定

に
よ
る

給

学
校
保
健

給
食

課
 

号
）
第
１
７
条

の
規
定

に
よ
る
社

会
教
育

に

関
す
る
諸

計
画
の

立
案
及

び
研
究

調
査
並

び
に
意
見

を
述
べ

る
事
務
 

ポ
ー
ツ
課
 

鳥
取
市
公

民
館
運

営
審

議
会
 

社
会
教
育

法
第
２

９
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る
公
民

館
に
お

け
る
各

種
の
事

業
の
企

画
実
施
に

つ
き
調

査
審
議

に
関
す

る
事
務
 

中
央
公
民

館
 

鳥
取
市
文

化
財
審

議
会
 鳥

取
市
文

化
財
保

護
条
例
（
昭
和

４
８
年

鳥

取
市
条
例

第
２
号

）
第

１
６
条
の

規
定
に

よ

る
市
指
定

文
化
財

保
護
に

つ
い
て

の
審
議

に
関
す
る

事
務
 

文
化
財
課
 

鳥
取
市
少

年
愛
護

セ
ン

タ
ー
運
営

委
員
会
 

鳥
取
市
少

年
愛
護

セ
ン
タ

ー
条
例
（
平

成
３

年
鳥
取
市

条
例
第

３
号

）
第
４
条

の
規
定

に

よ
る
セ
ン

タ
ー
に

関
す
る

重
要
事

項
の
審

議
に
関
す

る
事
務
 

生
涯
学
習

・
ス

ポ
ー
ツ
課
 

鳥
取
市
校

区
審
議

会
 

鳥
取
市
校

区
審
議

会
条
例
（
昭
和

３
９
年

鳥

取
市
条
例

第
４
０

号
）
第
１
条
の

規
定
に

よ

る
小
学
校

、
中

学
校
及

び
義
務
教

育
学
校

の

校
区
に
関

す
る
調

査
・
審
議
に
関

す
る
事

務

教
育
総
務

課
 

鳥
取
市
教

育
支
援

委
員

会
 

特
別
支
援

学
級
に

入
級
す

る
児
童

の
適
正

な
判
定
及

び
就
学

指
導
に

関
す
る

事
務
 

学
校
教
育

課
 

鳥
取
市
立

学
校
給

食
セ

ン
タ
ー
運

営
委
員

会
 

鳥
取
市
立

学
校
給

食
セ
ン

タ
ー
設

置
条
例

施
行
規
則
（
昭

和
４
１

年
鳥
取
市

教
育
委

員

会
規
則
第

１
号

）
第
５

条
の
規
定

に
よ
る

給

学
校
保
健

給
食

課
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食
セ
ン
タ

ー
の
運

営
に
関

す
る
審

議
及
び

学
校
給
食

に
関
す

る
重
要

事
項
に

関
す
る

協
議
決
定

に
関
す

る
事
務
 

鳥
取
市
図

書
館
協

議
会
 鳥

取
市
立

図
書
館

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条
例
（
平

成
１
６

年
鳥
取
市

条
例
第

１

４
３
号

）
第
７

条
の
規

定
に
よ
る

鳥
取
市

立

図
書
館
の

運
営
に

関
す
る

基
本
事

項
に
つ

い
て
の
調

査
及
び

審
議
に

関
す
る

事
務
 

中
央
図
書

館
 

鳥
取
市
ス

ポ
ー
ツ

推
進

審
議
会
 

ス
ポ
ー
ツ

基
本
法
（
平

成
２
３
年

法
律
第

７

８
号
）
第
３
１

条
の
規

定
に
よ
る

ス
ポ
ー

ツ

の
推
進
に

関
す
る

重
要
事

項
の
調

査
審
議

及
び
こ
れ

ら
の
事

項
に
関

す
る
建

議
に
関

す
る
事
務
 

生
涯
学
習

・
ス

ポ
ー
ツ
課
 

鳥
取
市
青

少
年
問

題
協

議
会
 

地
方
青
少

年
問
題

協
議
会

法
（
昭

和
２
８

年

法
律
第
８

３
号

）
第
１

条
の
規
定

に
よ
り

設

け
ら
れ
た

鳥
取
市

青
少
年

問
題
協

議
会
に

関
す
る
事

務
 

生
涯
学
習

・
ス

ポ
ー
ツ
課
 

公
民
館
運

営
委
員

会
 

鳥
取
市
公

民
館
条

例
施
行

規
則
第

４
条
に

規
定
す
る

公
民
館

事
業
の

運
営
に

関
す
る

事
務
 

地
区
公
民

館
 

 

食
セ
ン
タ

ー
の
運

営
に
関

す
る
審

議
及
び

学
校
給
食

に
関
す

る
重
要

事
項
に

関
す
る

協
議
決
定

に
関
す

る
事
務
 

鳥
取
市
図

書
館
協

議
会
 鳥

取
市
立

図
書
館

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条
例
（
平

成
１
６

年
鳥
取
市

条
例
第

１

４
３
号

）
第
７

条
の
規

定
に
よ
る

鳥
取
市

立

図
書
館
の

運
営
に

関
す
る

基
本
事

項
に
つ

い
て
の
調

査
及
び

審
議
に

関
す
る

事
務
 

中
央
図
書

館
 

鳥
取
市
ス

ポ
ー
ツ

推
進

審
議
会
 

ス
ポ
ー
ツ

基
本
法
（
平

成
２
３
年

法
律
第

７

８
号
）
第
３
１

条
の
規

定
に
よ
る

ス
ポ
ー

ツ

の
推
進
に

関
す
る

重
要
事

項
の
調

査
審
議

及
び
こ
れ

ら
の
事

項
に
関

す
る
建

議
に
関

す
る
事
務
 

生
涯
学
習

・
ス

ポ
ー
ツ
課
 

鳥
取
市
青

少
年
問

題
協

議
会
 

地
方
青
少

年
問
題

協
議
会

法
（
昭

和
２
８

年

法
律
第
８

３
号

）
第
１

条
の
規
定

に
よ
り

設

け
ら
れ
た

鳥
取
市

青
少
年

問
題
協

議
会
に

関
す
る
事

務
 

生
涯
学
習

・
ス

ポ
ー
ツ
課
 

公
民
館
運

営
委
員

会
 

鳥
取
市
公

民
館
条

例
施
行

規
則
第

４
条
に

規
定
す
る

公
民
館

事
業
の

運
営
に

関
す
る

事
務
 

地
区
公
民

館
 

 

２
 
前
項

の
附
属

機
関
の

組
織
、

運
営
等

に
関
し

、
必
要

な
事
項

は
、
関

係
法
律

及

び
条
例
並

び
に
こ

れ
に
基

づ
く
教

育
委
員

会
規
則

の
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

２
 
前
項

の
附
属

機
関
の
組
織
、

運
営
等

に
関
し

、
必
要

な
事
項

は
、
関

係
法
律

及

び
条
例
並

び
に
こ

れ
に
基
づ
く
教

育
委
員

会
規
則

の
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
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（
１
項
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
８

年
教
委

規
則
２

１
号
・
１
９

年
１

１
号

・

２
３
年
６

号
・
２

５
年
１

３
号
・

２
６
年

１
号
・

２
７
年

９
号
・

２
８
年

５
号
・
２

９
年
７

号
・
１

０
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改

正
〔
令

和
２
年

教
委
規
則

８
号
〕

）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
８

年
教
委

規
則
２

１
号
・
１
９

年
１

１
号

・

２
３
年
６

号
・
２

５
年
１

３
号
・

２
６
年

１
号
・

２
７
年

９
号
・

２
８
年

５
号
・
２

９
年
７

号
・
１

０
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改

正
〔
令

和
２
年

教
委
規
則

８
号
〕

）
 

第
５
章
 

教
育
委

員
会
の

権
限
に

属
す
る

事
務
の

補
助
執

行
 

第
５
章
 

教
育
委

員
会
の

権
限
に

属
す
る

事
務
の

補
助
執

行
 

（
本
章
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
規
則

２
号
〕

）
 

（
本
章
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
規
則

２
号
〕

）
 

（
市
長
の

補
助
機

関
た
る

職
員
に

補
助
執

行
さ
せ

る
事
務

）
 

（
市
長
の

補
助
機

関
た
る
職
員
に

補
助
執

行
さ
せ

る
事
務

）
 

第
２
０
条

 
地
方

自
治
法

（
昭
和

２
２
年

法
律
第

６
７
号

）
第
１

８
０
条

の
７
の

規

定
に
よ
り

、
教
育

委
員
会

の
権
限

に
属
す

る
事
務

の
う
ち

、
次
に

掲
げ
る

事
務
を

市
長
の
補

助
機
関

た
る
職

員
に
補

助
執
行

さ
せ
る

。
 

第
２
０
条

 
地
方

自
治
法
（
昭
和

２
２
年

法
律
第

６
７
号

）
第
１

８
０
条

の
７
の

規

定
に
よ
り

、
教
育

委
員
会
の
権
限

に
属
す

る
事
務

の
う
ち

、
次
に

掲
げ
る

事
務
を

市
長
の
補

助
機
関

た
る
職
員
に
補

助
執
行

さ
せ
る

。
 

（
１
）
 

地
区
公

民
館
の

管
理
（

地
区
公

民
館
の

用
に
供

す
る
財

産
の
管

理
を
含

む
。
）
及

び
運
営

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

地
区
公

民
館
の
管
理
（

地
区
公

民
館
の

用
に
供

す
る
財

産
の
管

理
を
含

む
。
）
及

び
運
営

に
関
す
る
こ
と

。
 

（
２
）
 

地
区
公

民
館
職

員
の
研

修
（
生

涯
学
習

に
関
す

る
も
の

を
除
く

。
）
に

関
す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

地
区
公

民
館
職
員
の
研

修
（
生

涯
学
習

に
関
す

る
も
の

を
除
く

。
）
に

関
す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

幼
稚
園

の
管
理

及
び
運

営
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

幼
稚
園

の
管
理
及
び
運

営
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
４

）
 
転

入
及
び

転
居
の

届
出

に
伴
う

学
齢
児

童
生
徒

の
就
学

す
べ
き

小
学
校

、

中
学
校
及

び
義
務

教
育
学

校
の
転

入
学
通

知
書
の

交
付
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４

）
 
転

入
及
び

転
居
の

届
出

に
伴
う

学
齢
児

童
生
徒

の
就
学

す
べ
き

小
学
校

、

中
学
校
及

び
義
務

教
育
学
校
の
転

入
学
通

知
書
の

交
付
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
規
則

２
号
〕

、
一
部

改
正
〔

平
成
２

２
年
教
委

規
則
８

号
・
２
３
年
１

号
・
２
８
年

６
号
・
２
９

年
１

０
号

〕
） 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
規
則

２
号
〕

、
一
部

改
正
〔

平
成
２

２
年
教
委

規
則
８

号
・
２
３
年
１

号
・
２
８
年

６
号
・
２
９

年
１

０
号

〕
） 

第
６
章
 

補
則
 

第
６
章
 

補
則
 

（
旧
５
章

…
繰
下

〔
平
成

２
０
年

教
委
規

則
２
号

〕
）
 

（
旧
５
章

…
繰
下

〔
平
成

２
０
年

教
委
規

則
２
号

〕
）
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（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
２
１
条

 
こ
の

規
則
に

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

こ
の
規

則
の
施

行
に
関

し
、
必

要

な
事
項
は

別
に
定

め
る
。
 

第
２
１
条

 
こ
の

規
則
に
定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

こ
の
規

則
の
施

行
に
関

し
、
必

要

な
事
項
は

別
に
定

め
る
。
 

（
旧
２
０

条
…
繰

下
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
〕
）
 

（
旧
２
０

条
…
繰

下
〔
平

成
２
０

年
教
委

規
則
２

号
〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

２
月
２

７
日
教

委
規
則

第
５
４

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

２
月
２

７
日
教

委
規
則

第
５
４

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

７
年
５

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
２
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

７
年
５

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
２
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
７

年
６
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
７
年
６
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
５
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
５
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

２
１
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

２
１
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８

年
９
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８
年
９
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
１

２
月
２

８
日
教

委
規
則

第
２
４

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
１

２
月
２

８
日
教

委
規
則

第
２
４

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９

年
１
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９
年
１
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
１
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
１
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
５
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
５
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

２
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
１

０
月
１

日
教
委

規
則
第

１
５
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
１

０
月
１

日
教
委

規
則
第

１
５
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
２

１
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

１
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
１

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
１
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
４

月
３
０

日
教
委

規
則
第

８
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
４

月
３
０

日
教
委

規
則
第

８
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
２

年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
２
年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

３
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

３
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
３

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
３
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

３
年
９

月
１
日

教
委
規

則
第
６

号
抄
）
 

附
 
則
（

平
成
２

３
年
９

月
１
日

教
委
規

則
第
６

号
抄
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
公
布

の
日
か

ら
施
行

し
、
第

１
条
の

規
定
に

よ
る
改

正
後
の

鳥

取
市
ス
ポ

ー
ツ
推

進
委
員

に
関
す

る
規
則

の
規
定

、
第
２

条
の
規

定
に
よ

る
改
正

後
の
鳥
取

市
立
学

校
条
例

施
行
規

則
の
規

定
及
び

第
３
条

の
規
定

に
よ
る

改
正
後

の
鳥
取
市

教
育
委

員
会
事

務
局
等

組
織
規

則
の
規

定
並
び

に
次
項

の
規
定

は
、
平

成
２
３
年

８
月
２

４
日
か

ら
適
用

す
る
。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
公
布
の
日
か

ら
施
行

し
、
第

１
条
の

規
定
に

よ
る
改

正
後
の

鳥

取
市
ス
ポ

ー
ツ
推

進
委
員
に
関
す

る
規
則

の
規
定

、
第
２

条
の
規

定
に
よ

る
改
正

後
の
鳥
取

市
立
学

校
条
例
施
行
規

則
の
規

定
及
び

第
３
条

の
規
定

に
よ
る

改
正
後

の
鳥
取
市

教
育
委

員
会
事
務
局
等

組
織
規

則
の
規

定
並
び

に
次
項

の
規
定

は
、
平

成
２
３
年

８
月
２

４
日
か
ら
適
用

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
１
３

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
１
３

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

規
則
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

規
則
第

１
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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附
 
則
（

平
成
２

７
年
３

月
２
０

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
３

月
２
０

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成

２
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成
２
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
経
過
措

置
）
 

（
経
過
措

置
）
 

２
 
地
方

教
育
行

政
の
組

織
及
び

運
営
に

関
す
る

法
律
の

一
部
を

改
正
す

る
法
律

（
平
成
２

６
年
法

律
第
７

６
号
）

附
則
第

２
条
第

１
項
の

場
合
に

お
い
て

は
、
こ

の
規
則
に

よ
る
改

正
後
の

規
定
は

適
用
せ

ず
、
な

お
従
前

の
例
に

よ
る
。
 

２
 
地
方

教
育
行

政
の
組
織
及
び

運
営
に

関
す
る

法
律
の

一
部
を

改
正
す

る
法
律

（
平
成
２

６
年
法

律
第
７
６
号
）

附
則
第

２
条
第

１
項
の

場
合
に

お
い
て

は
、
こ

の
規
則
に

よ
る
改

正
後
の
規
定
は

適
用
せ

ず
、
な

お
従
前

の
例
に

よ
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
５

月
１
日

教
委
規

則
第
９

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
５

月
１
日

教
委
規

則
第
９

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
第
５

条
及
び

第
６
条

の
規
定

は
、
平
成

２
７
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
第
５

条
及
び

第
６
条

の
規
定

は
、
平
成

２
７
年

４
月
１
日
か
ら

適
用
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

８
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

８
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
８

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
８
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

８
年
４

月
２
８

日
教
委

規
則
第

６
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

８
年
４

月
２
８

日
教
委

規
則
第

６
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
８

年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
８
年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

７
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

７
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
規
則

第
１
０

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
規
則

第
１
０

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
３
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
３
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
３

０
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
３

０
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
３
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
３
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

３
１
日

教
委
規

則
第
８

号
）
 

附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

３
１
日

教
委
規

則
第
８

号
）
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こ
の
規
則

は
、
令

和
２
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
令

和
２
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
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議案第５号 
 

⿃取市教育委員会事務局等の職員の職名規則の⼀部を改正する規則案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  組織改編に伴い、所要の整備を⾏うものです。 
 
２ 改正の内容   

事務局に所 補佐を置くこととします。（第３条関係） 
 
３ 施⾏期⽇   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第５号 

  鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則の一部改正について 

 鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則の一部を改正する規則 

 鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則（昭和４４年鳥取市教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「室長補佐」の次に「、所長補佐」を加える。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 組織改編に伴い、所要の整備を行うものである。 
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鳥
取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
の

職
員
の

職
名
規

則
（
昭

和
４
４

年
教
育

委
員
会

規
則
第

１
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

教
育

委
員

会
事

務
局

等
の
職

員
の

職
名

規
則

 
○

鳥
取
市

教
育
委
員

会
事

務
局

等
の
職

員
の

職
名

規
則

 

昭
和
４
４

年
４
月

１
５
日
 

昭
和
４
４

年
４
月

１
５
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、

法
令
そ

の
他
に

特
別
の

定
め
の

あ
る
も

の
を
除

き
、
教

育

委
員
会
事

務
局
、
教
育
機

関
及
び

そ
の
他

の
機
関
（
以
下
「

事
務

局
等
」
と
い
う
。
）

の
職
員
の

職
名
に

つ
い
て

定
め
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
法
令
そ

の
他
に

特
別
の

定
め
の

あ
る
も

の
を
除

き
、
教

育

委
員
会
事

務
局
、
教
育
機
関
及
び

そ
の
他

の
機
関
（
以
下
「

事
務

局
等
」
と
い
う
。
）

の
職
員
の

職
名
に

つ
い
て
定
め
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。
 

（
職
員
の

定
義
）
 

（
職
員
の

定
義
）
 

第
２
条
 

こ
の
規

則
に
お

い
て
、

職
員
と

は
、
教

育
委
員

会
の
任

命
に
係

る
一
般

職

の
職
員
で

事
務
局

等
に
勤

務
し
、

市
か
ら

給
与
を

受
け
る

者
（
臨

時
的
任

用
の
職

員
及
び
嘱

託
を
除

く
。
）

を
い
う

。
 

第
２
条
 

こ
の
規

則
に
お
い
て
、

職
員
と

は
、
教

育
委
員

会
の
任

命
に
係

る
一
般

職

の
職
員
で

事
務
局

等
に
勤
務
し
、

市
か
ら

給
与
を

受
け
る

者
（
臨

時
的
任

用
の
職

員
及
び
嘱

託
を
除

く
。
）
を
い
う

。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

規
則
７

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

規
則
７

号
〕
）
 

（
職
員
の

職
）
 

（
職
員
の

職
）
 

第
３
条
 

職
員
の

職
名
は

、
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

第
３
条
 

職
員
の

職
名
は
、
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

副
教
育
長
、

局
長
、
次

長
、
課
長
、

室
長
、
参

事
、
館
長
、

所
長
、

課
長
補

佐
、

室
長
補
佐

、
所
長

補
佐
、

園
長
、

副
館
長

、
副
所

長
、
主

査
、
係

長
、
副

園
長
、

主
幹
、
主

任
、
社

会
教
育

主
事
、

指
導
主

事
、
司

書
、
主

事
、
学

校
嘱
託

員
、
幼

稚
園
教
諭

、
文
化

財
専
門

員
、
技

師
、
栄

養
士
、

調
理
員

、
臨
床

心
理
士
 

副
教
育
長
、

局
長
、
次

長
、
課
長
、

室
長
、
参

事
、
館
長
、

所
長
、

課
長
補

佐
、

室
長
補
佐
、

園
長
、
副

館
長
、
副

所
長
、
主

査
、
係
長
、

副
園
長
、

主
幹
、
主

任
、

社
会
教
育

主
事
、

指
導
主
事
、
司

書
、
主

事
、
学

校
嘱
託

員
、
幼

稚
園
教

諭
、
文

化
財
専
門

員
、
技

師
、
栄
養
士
、

調
理
員

、
臨
床

心
理
士
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
９

年
教
委

規
則
１

６
号
〕
、
一
部

改
正
〔

平
（

本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
９

年
教
委

規
則
１

６
号
〕
、
一
部

改
正
〔

平
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成
２
０
年

教
委
規

則
３
号

・
１
４

号
・
２

２
年
９

号
・
２

６
年
２

号
・
２

９
年
４
号

・
１
４

号
〕
）
 

成
２
０
年

教
委
規

則
３
号

・
１
４

号
・
２

２
年
９

号
・
２

６
年
２

号
・
２

９
年
４
号

・
１
４

号
〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
公
布

の
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
公
布
の
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

（
経
過
規

定
）
 

（
経
過
規

定
）
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の

際
、
現

に
在
職

中
の
職

員
に
つ

い
て
は

、
別
に

辞
令
書

を

用
い
る
こ

と
な
く

こ
の
規

則
に
基

づ
い
て

そ
れ
ぞ

れ
の
職

を
命
ぜ

ら
れ
た

も
の
と

す
る
。
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の
際
、
現

に
在
職

中
の
職

員
に
つ

い
て
は

、
別
に

辞
令
書

を

用
い
る
こ

と
な
く

こ
の
規
則
に
基

づ
い
て

そ
れ
ぞ

れ
の
職

を
命
ぜ

ら
れ
た

も
の
と

す
る
。
 

（
昭
和
４

４
年
教

委
規
則

第
５
号

か
ら
昭

和
５
２

年
教
委

規
則
第

３
号
ま

で

の
改
正
附

則
省
略

）
 

（
昭
和
４

４
年
教

委
規
則

第
５
号

か
ら
昭

和
５
２

年
教
委

規
則
第

３
号
ま

で

の
改
正
附

則
省
略

）
 

附
 
則
（

昭
和
５

５
年
１

０
月
１

日
教
委

規
則
第

８
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

５
年
１

０
月
１

日
教
委

規
則
第

８
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
４

月
１
日

教
委
規

則
第
７

号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
４

月
１
日

教
委
規

則
第
７

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

昭
和
５

９
年
６

月
２
２

日
教
委

規
則
第

６
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

９
年
６

月
２
２

日
教
委

規
則
第

６
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
昭

和
５
９

年
４
月

２
日

か
ら
適

用
す
る

。 
こ

の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
昭

和
５
９

年
４
月

２
日

か
ら
適

用
す
る

。 

附
 
則
（

昭
和
６

０
年
５

月
２
５

日
教
委

規
則
第

７
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
６

０
年
５

月
２
５

日
教
委

規
則
第

７
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

昭
和
６

２
年
４

月
２
３

日
教
委

規
則
第

８
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
６

２
年
４

月
２
３

日
教
委

規
則
第

８
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
昭

和
６
２

年
４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る

。 
こ

の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
昭

和
６
２

年
４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る

。 
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附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
５

号
）
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
５

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
５
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
５
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
７

年
３
月

３
１
日

教
委
規

則
第
８

号
）
 

附
 
則
（

平
成
７

年
３
月

３
１
日

教
委
規

則
第
８

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
７
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

１
年
４

月
２
３

日
教
委

規
則
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

１
年
４

月
２
３

日
教
委

規
則
第

２
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
平

成
１
１

年
４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る

。 
こ

の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
平

成
１
１

年
４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る

。 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
４

月
２
８

日
教
委

規
則
第

２
４
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
４

月
２
８

日
教
委

規
則
第

２
４
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
平

成
１
２

年
４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る

。 
こ

の
規
則

は
、
公
布

の
日
か

ら
施

行
し
、
平

成
１
２

年
４
月

１
日

か
ら
適

用
す
る

。 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
２

月
１
日

教
委
規

則
第
２

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
２

月
１
日

教
委
規

則
第
２

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
し
、

平
成
１

４
年
１

月
２
８

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、

平
成
１

４
年
１

月
２
８

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

規
則
第

９
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

規
則
第

９
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
４

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
４
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
４

月
２
２

日
教
委

規
則
第

６
号
抄

）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
４

月
２
２

日
教
委

規
則
第

６
号
抄

）
 

（
施
行
期

日
等
）
 

（
施
行
期

日
等
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
公
布

の
日
か

ら
施
行

し
、
平

成
１
６

年
４
月

１
日
か

ら
適
用

す

る
。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
公
布
の
日
か

ら
施
行

し
、
平

成
１
６

年
４
月

１
日
か

ら
適
用

す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
２
５

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
２
５

号
）
 

33



 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
６
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
６
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
１

０
月
１

日
教
委

規
則
第

１
４
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
１

０
月
１

日
教
委

規
則
第

１
４
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
４

月
３
０

日
教
委

規
則
第

９
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
４

月
３
０

日
教
委

規
則
第

９
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
第
３

条
の
規

定
は
、

平
成
２

２
年
４
月

１
日
か

ら
適
用

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
第
３

条
の
規

定
は
、

平
成
２

２
年
４
月

１
日
か

ら
適
用
す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

規
則
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

規
則
第

２
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
規
則

第
１
４

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
規
則

第
１
４

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
９

年
１
２

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
９
年
１
２

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 
附
 

則
 

 

こ
の
規
則

は
、
令

和
３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
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議案第６号  

 

   

鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の目的 

  令和３年度から新たに主幹教諭が置かれること、学校評議員制度から学校運

営協議会への完全移行すること、共同学校事務室を設置すること等に伴い、所

要の整備を行うことを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

（１） 主幹教諭を置くことに関して必要な事項を定めることとします。 

（第２０条、第２２条、第２８条関係）   

（２） 学校評議員から学校運営協議会へ完全移行することに伴い必要な事項を

定めることとします。（第３６条関係） 

（３）共同学校事務室の設置及び業務に関して必要な事項を定めることとします。

（第３９条関係） 

  

３ 施行期日 

  この規則は、令和３年４月１日から施行することとします。 

 

３月定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日 

担当課 学校教育課 
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議案第６号 

   鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部改正について 

 鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部を次のように改正する。 

令和３年３月２６日 

鳥取市教育委員会       

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校管理規則の一部を改正する規則 

 鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程（平成１４年鳥取市教育委員

会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第２項中「同項第６号まで」を「同項第６号」に改める。 

第２０条２項中「副校長」の次に「、主幹教諭」を加える。 

第２２条第１項中第１５号を第１６号とし、第４号から第１４号までを１号ずつ繰

り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

  主幹教諭は、校長（副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭

を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさど

る。 

第２８条第１項中「、人権教育主任及び」を「及び人権教育主任（以下この項にお

いて「教務主任等」という。）並びに」に改め、同項ただし書中「特別の事情」を「次

項から第５項までに規定する教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くと

きその他特別の事情」に改める。 

 第３６条を削る。 

 第３６条の２の見出し中「地域創造」を削り、同条第１項中「地域創造」を削り、
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「置くことができる」を「置く」に改め、同条第２項及び第３項中「地域創造」を削

り、同条を第３６条とする。 

第３９条の次に次の１条を加える。 

（共同学校事務室） 

第３９条の２ 教育委員会は、学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同

学校事務室を置くことができる。 

２ 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 新たに主幹教諭が置かれること、学校評議員制度から学校運営協議会への完全移行、

共同学校事務室の設置等に伴い、所要の整備を行うためである。 
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鳥
取
市
立

小
学
校

、
中
学

校
及
び

義
務
教

育
学
校

管
理
規

則
（
平

成
１
４

年
教
育

委
員
会

規
則
第

３
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

立
小

学
校

、
中

学
校

及
び
義

務
教

育
学

校
管

理
規

則
 

○
鳥

取
市

立
小
学
校

、
中

学
校

及
び
義

務
教

育
学

校
管

理
規

則
 

平
成
１
４

年
３
月

２
５
日
 

平
成
１
４

年
３
月

２
５
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
３
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
３
号
 

鳥
取
市
立

学
校
管

理
規
則

（
昭
和

４
３
年

鳥
取
市

教
育
委

員
会
規

則
第
２

号
）
の

全
部
を
改

正
す
る

。
 

鳥
取
市
立

学
校
管

理
規
則
（
昭
和

４
３
年

鳥
取
市

教
育
委

員
会
規

則
第
２

号
）
の

全
部
を
改

正
す
る

。
 

目
次
 

目
次
 

第
１
章
 

総
則
（

第
１
条

、
第
２

条
）
 

第
１
章
 

総
則
（

第
１
条
、
第
２

条
）
 

第
２
章
 

教
育
活

動
（
第

３
条
―

第
１
２

条
）
 

第
２
章
 

教
育
活

動
（
第
３
条
―

第
１
２

条
）
 

第
３
章
 

児
童
及

び
生
徒

（
第
１

３
条
―

第
１
９

条
）
 

第
３
章
 

児
童
及

び
生
徒
（
第
１

３
条
―

第
１
９

条
）
 

第
４
章
 

教
職
員

及
び
学

校
組
織

（
第
２

０
条
―

第
５
７

条
）
 

第
４
章
 

教
職
員

及
び
学
校
組
織

（
第
２

０
条
―

第
５
７

条
）
 

第
５
章
 

施
設
及

び
設
備

（
第
５

８
条
―

第
６
５

条
）
 

第
５
章
 

施
設
及

び
設
備
（
第
５

８
条
―

第
６
５

条
）
 

第
６
章
 

雑
則
（

第
６
６

条
）
 

第
６
章
 

雑
則
（

第
６
６
条
）
 

附
則
 

附
則
 

第
１
章
 

総
則
 

第
１
章
 

総
則
 

第
１
条
・

第
２
条

 
（
略

）
 

第
１
条
・

第
２
条

 
（
略
）
 

第
２
章
 

教
育
活

動
 

第
２
章
 

教
育
活

動
 

第
３
条
～

第
６
条

 
（
略

）
 

 

第
３
条
～

第
６
条

 
（
略
）
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（
休
業
日

）
 

第
７
条
 

休
業
日

は
、
次

の
と
お

り
と
す

る
。
 

(
1
)
 国

民
の
祝
日

に
関
す

る
法
律

（
昭
和

２
３
年

法
律
第

１
７
８

号
）
に

規
定
す

る

休
日
 

(
2
)
 日

曜
日
及
び

土
曜
日
 

(
3
)
 学

年
始
休
業

日
 
４
月
１
日

か
ら
４

月
６
日

ま
で
 

(
4
)
 夏

季
休
業
日

 
７
月
１
０
日

か
ら
８

月
３
１

日
ま
で

の
間
に

お
い
て

校
長
が

定

め
る
期
間
 

(
5
)
 学

期
間
休
業

日
 
１
０
月
の

第
２
月

曜
日
の

直
前
の

土
曜
日

か
ら
１

０
月
の

第

２
月
曜
日

ま
で
 

(
6
)
 冬

季
休
業
日

 
１
２
月
２
０

日
か
ら

翌
年
１

月
１
４

日
ま
で

の
間
に

お
い
て

校

長
が
定
め

る
期
間
 

(
7
)
 学

年
末
休
業

日
 
３
月
２
５

日
か
ら

３
月
３

１
日
ま

で
 

(
8
)
 そ

の
他
校
長

が
必
要

と
認
め

た
休
業

日
 

２
 
校
長

は
、
前

項
第
４

号
及
び

同
項
第

６
号
に

規
定
す

る
休
業

日
を
定

め
る
と

き

は
、
あ
ら

か
じ
め

教
育
委

員
会
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
校
長

は
、
特

別
の
事

情
に
よ

り
、
第

１
項
第

８
号
に

規
定
す

る
休
業

日
を
設

け

よ
う
と
す

る
場
合

に
は
、

教
育
委

員
会
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 第
８
条
～

第
１
２

条
（
略

）
 

 

（
休
業
日

）
 

第
７
条
 

休
業
日

は
、
次
の
と
お

り
と
す

る
。
 

(
1
)
 国

民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律

（
昭
和

２
３
年

法
律
第

１
７
８

号
）
に

規
定
す

る

休
日
 

(
2
)
 日

曜
日
及
び

土
曜
日
 

(
3
)
 学

年
始
休
業

日
 
４
月
１
日

か
ら
４

月
６
日

ま
で
 

(
4
)
 夏

季
休
業
日

 
７
月
１
０
日

か
ら
８

月
３
１

日
ま
で

の
間
に

お
い
て

校
長
が

定

め
る
期
間
 

(
5
)
 学

期
間
休
業

日
 
１
０
月
の

第
２
月

曜
日
の

直
前
の

土
曜
日

か
ら
１

０
月
の

第

２
月
曜
日

ま
で
 

(
6
)
 冬

季
休
業
日

 
１
２
月
２
０

日
か
ら

翌
年
１

月
１
４

日
ま
で

の
間
に

お
い
て

校

長
が
定
め

る
期
間
 

(
7
)
 学

年
末
休
業

日
 
３
月
２
５

日
か
ら

３
月
３

１
日
ま

で
 

(
8
)
 そ

の
他
校
長

が
必
要
と
認
め

た
休
業

日
 

２
 
校
長

は
、
前

項
第
４
号
及
び

同
項
第

６
号
ま

で
に
規

定
す
る

休
業
日

を
定
め

る

と
き
は
、

あ
ら
か

じ
め
教
育
委
員

会
の
承

認
を
得

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
校
長

は
、
特

別
の
事
情
に
よ

り
、
第

１
項
第

８
号
に

規
定
す

る
休
業

日
を
設

け

よ
う
と
す

る
場
合

に
は
、
教
育
委

員
会
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 第
８
条
～

第
１
２

条
（
略
）
 

第
３
章
 

児
童
及

び
生
徒
 

第
３
章
 

児
童
及

び
生
徒
 

第
１
３
条

～
第
１

９
条
 

（
略
）
 

第
１
３
条

～
第
１

９
条
 
（
略
）
 

39



 

第
４
章
 

教
職
員

及
び
学

校
組
織
 

第
４
章
 

教
職
員

及
び
学

校
組
織
 

（
職
員
）
 

第
２
０
条

 
学
校

に
校
長

、
教
頭

、
教
諭

、
養
護

教
諭
、

事
務
職

員
、
学

校
嘱
託

員

及
び
学
校

司
書
を

置
く
。

た
だ
し

、
特
別

の
事
情

の
あ
る

と
き
は

、
教
頭

、
事
務

職
員
、
学

校
嘱
託

員
又
は

学
校
司

書
を
置

か
な
い

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 前

項
に
掲

げ
る
職

員
の
ほ
か

、
学

校
に
副

校
長
、
主
幹

教
諭

、
栄

養
教
諭

、
学

校

栄
養
職
員

及
び
部

活
動
指

導
員
を

置
く
こ

と
が
で

き
る
。
 

３
 
第
１

項
に
掲

げ
る
職

員
の
ほ

か
、
学

校
医
、

学
校
歯

科
医
、

学
校
薬

剤
師
そ

の

他
必
要
な

職
員
を

置
く
。
 

４
 
特
別

の
事
情

の
あ
る

時
は
、

第
１
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、
教
諭

に
代
え

て

助
教
諭
ま

た
は
講

師
を
、

養
護
教

諭
に
代

え
て
養

護
助
教

諭
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

 第
２
１
条

（
略
）
 

 第
２
２
条

 
職
務

は
、
他

に
特
別

の
定
め

が
あ
る

場
合
を

除
き
、

次
に
掲

げ
る
と

お

り
と
す
る

。
 

(
1
)
 校

長
は
、
校

務
を
つ

か
さ
ど

り
、
所

属
職
員

を
監
督

す
る
。
 

(
2
)
 副

校
長
は
、

校
長
を

助
け
、

命
を
受

け
て
校

務
を
つ

か
さ
ど

る
。
 

(
3
)
 教

頭
は
、
校

長
(
副
校
長
を

置
く
学

校
に
あ

っ
て
は

、
校
長

及
び
副

校
長

)を
助

け
、
校
務

を
整
理

し
、
及

び
必
要

に
応
じ

て
児
童

又
は
生

徒
の
教

育
を
つ

か
さ
ど

る
。
 

(
4
)
 主

幹
教
諭
は

、
校

長
（
副
校

長
を
置

く
学
校

に
あ
っ

て
は
、
校
長

及
び
副

校
長

）

（
職
員
）
 

第
２
０
条

 
学
校

に
校
長
、
教
頭

、
教
諭

、
養
護

教
諭
、

事
務
職

員
、
学

校
嘱
託

員

及
び
学
校

司
書
を

置
く
。
た
だ
し

、
特
別

の
事
情

の
あ
る

と
き
は

、
教
頭

、
事
務

職
員
、
学

校
嘱
託

員
又
は
学
校
司

書
を
置

か
な
い

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 前

項
に
掲

げ
る
職

員
の
ほ
か

、
学

校
に
副

校
長
、
栄
養
教
諭

、
学

校
栄
養

職
員
及

び
部
活
動

指
導
員

を
置
く
こ
と
が

で
き
る

。
 

３
 
第
１

項
に
掲

げ
る
職
員
の
ほ

か
、
学

校
医
、

学
校
歯

科
医
、

学
校
薬

剤
師
そ

の

他
必
要
な

職
員
を

置
く
。
 

４
 
特
別

の
事
情

の
あ
る
時
は
、

第
１
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

、
教
諭

に
代
え

て

助
教
諭
ま

た
は
講

師
を
、
養
護
教

諭
に
代

え
て
養

護
助
教

諭
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

 第
２
１
条

（
略
）
 

 第
２
２
条

 
職
務

は
、
他
に
特
別

の
定
め

が
あ
る

場
合
を

除
き
、

次
に
掲

げ
る
と

お

り
と
す
る

。
 

(
1
)
 校

長
は
、
校

務
を
つ
か
さ
ど

り
、
所

属
職
員

を
監
督

す
る
。
 

(
2
)
 副

校
長
は
、

校
長
を
助
け
、

命
を
受

け
て
校

務
を
つ

か
さ
ど

る
。
 

(
3
)
 教

頭
は
、
校

長
(
副
校
長
を

置
く
学

校
に
あ

っ
て
は

、
校
長

及
び
副

校
長

)を
助

け
、
校
務

を
整
理

し
、
及
び
必
要

に
応
じ

て
児
童

又
は
生

徒
の
教

育
を
つ

か
さ
ど

る
。
 

 

40



 

及
び
教
頭

を
助
け

、
命
を

受
け
て

校
務
の

一
部
を

整
理
し

、
並
び

に
児
童

又
は
生

徒
の
教
育

を
つ
か

さ
ど
る

。
 

(
5
) 

教
諭
は

、
児
童

又
は
生
徒

の
教
育

を
つ
か

さ
ど
る

。
 

(
6
) 

助
教
諭

は
、
教

諭
の
職
務

を
助
け

る
。
 

(
7
) 

養
護
教

諭
は
、

児
童
又
は

生
徒
の

養
護
を

つ
か
さ

ど
る
。
 

(
8
) 

養
護
助

教
諭
は

、
養
護
教

諭
の
職

務
を
助

け
る
。
 

(
9
) 

講
師
は

、
教
諭

又
は
助
教

諭
に
準

ず
る
職

務
に
従

事
す
る

。
 

(
1
0
) 

栄
養
教
諭

は
、
児

童
又
は

生
徒
の

栄
養
の

指
導
及

び
管
理

を
つ
か

さ
ど
る

。
 

(
1
1
) 

学
校
栄
養

主
任
は

、
学
校

給
食
の

栄
養
に

関
す
る

専
門
的

事
項
を

つ
か
さ

ど

る
。
 

(
1
2
) 

学
校
栄
養

職
員
は

、
学
校

給
食
の

栄
養
に

関
す
る

事
項
を

つ
か
さ

ど
る
。
 

(
1
3
) 

事
務
主
幹

、
事
務

副
主
幹

及
び
事

務
主
事

は
、
事

務
を
つ

か
さ
ど

る
。
 

(
1
4
) 

学
校
嘱
託

員
は
、

校
長
の

命
を
受

け
、
学

校
事
務

及
び
そ

の
他
の

用
務
に

従

事
す
る
。
 

(
1
5
) 

学
校
司
書

は
、
校

長
の
命

を
受
け

、
学
校

図
書
館

の
専
門

的
事
務

に
従
事

す

る
。
 

(
1
6
) 

部
活
動
指

導
員
は

、
校
長

の
監
督

を
受
け

、
中
学

校
及
び

義
務
教

育
学
校

に

お
け
る
ス

ポ
ー
ツ
、
文
化
、
科
学

等
に
関

す
る
教

育
活
動

(中
学

校
及
び

義
務
教

育

学
校
の
教

育
課
程

と
し
て

行
わ
れ

る
も
の

を
除
く

。
)に

係
る
技

術
的
な

指
導
に

従

事
す
る
。
 

 第
２
３
条

～
第
２

７
条
（

略
）
 

 

  (
4
) 

教
諭
は

、
児
童

又
は
生
徒

の
教
育

を
つ
か

さ
ど
る

。
 

(
5
) 

助
教
諭

は
、
教

諭
の
職
務

を
助
け

る
。
 

(
6
) 

養
護
教

諭
は
、

児
童
又
は

生
徒
の

養
護
を

つ
か
さ

ど
る
。
 

(
7
) 

養
護
助

教
諭
は

、
養
護
教

諭
の
職

務
を
助

け
る
。
 

(
8
) 

講
師
は

、
教
諭

又
は
助
教

諭
に
準

ず
る
職

務
に
従

事
す
る

。
 

(
9
) 

栄
養
教

諭
は
、

児
童
又
は

生
徒
の

栄
養
の

指
導
及

び
管
理

を
つ
か

さ
ど
る

。
 

(
1
0
) 

学
校
栄
養

主
任
は

、
学
校

給
食
の

栄
養
に

関
す
る

専
門
的

事
項
を

つ
か
さ

ど

る
。
 

(
1
1
) 

学
校
栄
養

職
員
は

、
学
校

給
食
の

栄
養
に

関
す
る

事
項
を

つ
か
さ

ど
る
。
 

(
1
2
) 

事
務
主
幹

、
事
務

副
主
幹

及
び
事

務
主
事

は
、
事

務
を
つ

か
さ
ど

る
。
 

(
1
3
) 

学
校
嘱
託

員
は
、

校
長
の

命
を
受

け
、
学

校
事
務

及
び
そ

の
他
の

用
務
に

従

事
す
る
。
 

(
1
4
) 

学
校
司
書

は
、
校

長
の
命

を
受
け

、
学
校

図
書
館

の
専
門

的
事
務

に
従
事

す

る
。
 

(
1
5
) 

部
活
動
指

導
員
は

、
校
長

の
監
督

を
受
け

、
中
学

校
及
び

義
務
教

育
学
校

に

お
け
る
ス

ポ
ー
ツ
、
文
化
、
科
学

等
に
関

す
る
教

育
活
動

(中
学

校
及
び

義
務
教

育

学
校
の
教

育
課
程

と
し
て
行
わ
れ

る
も
の

を
除
く

。
)に

係
る
技

術
的
な

指
導
に

従

事
す
る
。
 

 第
２
３
条

～
第
２

７
条
（
略
）
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（
教
務
主

任
）
 

第
２
８
条

 
学
校

に
、
教

務
主
任

、
学
年

主
任
、

保
健
体

育
主
事
及
び
人

権
教
育

主

任
（
以
下

こ
の
項

に
お
い

て
「
教

務
主
任

等
」
と

い
う
。

）
並
び

に
司
書

教
諭
を

置
く
。
た

だ
し
、

次
項
か

ら
第
５

項
ま
で

に
規
定

す
る
教

務
主
任

等
の
担

当
す
る

校
務
を
整

理
す
る

主
幹
教

諭
を
置

く
と
き

そ
の
他
特
別
の

事
情
の

あ
る
と

き
は
、

こ
れ
を
置

か
な
い

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
教
務

主
任
は

、
校
長

の
監
督

を
受
け

、
教
育

計
画
の

立
案
そ

の
他
の

教
務
に

関

す
る
事
項

に
つ
い

て
連
絡

調
整
並

び
に
指

導
及
び

助
言
に

当
た
る

。
 

３
 
学
年

主
任
は

、
校
長

の
監
督

を
受
け

、
当
該

学
年
の

教
育
活

動
に
関

す
る
事

項

に
つ
い
て

連
絡
調

整
並
び

に
指
導

及
び
助

言
に
当

た
る
。
 

４
 
保
健

体
育
主

事
は
、

校
長
の

監
督
を

受
け
、

学
校
に

お
け
る

保
健
及

び
児
童

又

は
生
徒
の

体
力
の

向
上
に

関
す
る

事
項
を

つ
か
さ

ど
り
、

当
該
事

項
に
つ

い
て
連

絡
調
整
並

び
に
指

導
及
び

助
言
に

当
た
る

。
 

５
 
人
権

教
育
主

任
は
、

校
長
の

監
督
を

受
け
、

学
校
に

お
け
る

人
権
教

育
に
関

す

る
事
項
に

つ
い
て

連
絡
調

整
並
び

に
指
導

及
び
助

言
に
当

た
る
。
 

６
 
司
書

教
諭
は

、
校
長

の
監
督

を
受
け

、
学
校

図
書
館

の
専
門

的
職
務

を
つ
か

さ

ど
り
、
当

該
事
項

に
つ
い

て
連
絡

調
整
並

び
に
指

導
及
び

助
言
に

当
た
る

。
 

７
 
第
１

項
に
規

定
す
る

主
任
、

主
事
及

び
司
書

教
諭
は

、
当
該

学
校
の

教
諭
（

保

健
体
育
主

事
に
あ

っ
て
は

、
教
諭

又
は
養

護
教
諭

）
の
中

か
ら
、

校
長
の

意
見
を

聴
い
て
、

教
育
委

員
会
が

命
ず
る

。
 

 第
２
９
条

～
第
３

５
条
 

（
略
）
 

 

（
教
務
主

任
）
 

第
２
８
条

 
学
校

に
、
教
務
主
任

、
学
年

主
任
、

保
健
体

育
主
事
、
人
権

教
育
主

任

及
び
司
書

教
諭
を

置
く
。

た
だ
し

、
特
別

の
事
情

の
あ
る

と
き
は

、
こ
れ

を
置
か

な
い
こ
と

が
で
き

る
。
 

  ２
 
教
務

主
任
は

、
校
長
の
監
督

を
受
け

、
教
育

計
画
の

立
案
そ

の
他
の

教
務
に

関

す
る
事
項

に
つ
い

て
連
絡
調
整
並

び
に
指

導
及
び

助
言
に

当
た
る

。
 

３
 
学
年

主
任
は

、
校
長
の
監
督

を
受
け

、
当
該

学
年
の

教
育
活

動
に
関

す
る
事

項

に
つ
い
て

連
絡
調

整
並
び
に
指
導

及
び
助

言
に
当

た
る
。
 

４
 
保
健

体
育
主

事
は
、
校
長
の

監
督
を

受
け
、

学
校
に

お
け
る

保
健
及

び
児
童

又

は
生
徒
の

体
力
の

向
上
に
関
す
る

事
項
を

つ
か
さ

ど
り
、

当
該
事

項
に
つ

い
て
連

絡
調
整
並

び
に
指

導
及
び
助
言
に

当
た
る

。
 

５
 
人
権

教
育
主

任
は
、
校
長
の

監
督
を

受
け
、

学
校
に

お
け
る

人
権
教

育
に
関

す

る
事
項
に

つ
い
て

連
絡
調
整
並
び

に
指
導

及
び
助

言
に
当

た
る
。
 

６
 
司
書

教
諭
は

、
校
長
の
監
督

を
受
け

、
学
校

図
書
館

の
専
門

的
職
務

を
つ
か

さ

ど
り
、
当

該
事
項

に
つ
い
て
連
絡

調
整
並

び
に
指

導
及
び

助
言
に

当
た
る

。
 

７
 
第
１

項
に
規

定
す
る
主
任
、

主
事
及

び
司
書

教
諭
は

、
当
該

学
校
の

教
諭
（

保

健
体
育
主

事
に
あ

っ
て
は
、
教
諭

又
は
養

護
教
諭

）
の
中

か
ら
、

校
長
の

意
見
を

聴
い
て
、

教
育
委

員
会
が
命
ず
る

。
 

 第
２
９
条

～
第
３

５
条
 
（
略
）
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     （
学
校
運

営
協
議

会
）
 

第
３
６
条

 
教
育

委
員
会

は
、
学

校
と
地

域
の
協

働
に
よ

り
魅
力

あ
る
学

校
づ
く

り
、

地
域
の
次

世
代
育

成
を
推

進
す
る

た
め
、

学
校
運

営
協
議

会
を
置

く
。
 

 ２
 
学
校

運
営
協

議
会
委

員
は
、
校

長
の
推

薦
に
基

づ
き
教

育
委

員
会
が

任
命
す

る
。 

 ３
 
前
２

項
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
学
校

運
営
協

議
会
に

つ
い

て
必
要

な
事
項

は
、

教
育
委
員

会
が
定

め
る
。
 

 第
３
７
条

～
第
３

８
条
（

略
）
 

（
学
校
評

議
員
）
 

第
３
６
条

 
校
長

は
、
学
校
運
営

上
必
要

と
認
め

る
と
き

は
、
学

校
評
議

員
を
置

く

こ
と
が
で

き
る
。
 

２
 
学
校

評
議
員

は
、
校
長
の
推

薦
に
基

づ
き
教

育
委
員

会
が
委

嘱
す
る

も
の
と

す

る
。
 

（
地
域
創

造
学
校

運
営
協

議
会
）
 

第
３
６
条

の
２
 

教
育
委

員
会
は

、
学
校

と
地
域

の
協
働

に
よ
り

魅
力
あ

る
学
校

づ

く
り
、
地

域
の
次

世
代
育
成
を
推

進
す
る

た
め
、
地
域
創

造
学
校

運
営
協

議
会
を

置
く
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
地
域

創
造
学

校
運
営

協
議
会

委
員
は

、
校
長

の
推
薦

に
基
づ

き
教
育

委
員
会

が

任
命
す
る

。
 

３
 
前
２

項
に
定

め
る
も
の
の
ほ

か
、
地

域
創
造

学
校
運

営
協
議

会
に
つ

い
て
必

要

な
事
項
は

、
教
育

委
員
会
が
定
め

る
。
 

 第
３
７
条

～
第
３

８
条
（
略
）
 

 

（
共
同
実

施
組
織

）
 

第
３
９
条

 
教
育

委
員
会

は
、
学

校
に
お

け
る
事

務
及
び

業
務
の

効
率
化

を
行
う

た

め
、
共
同

実
施
組

織
を
置

く
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
共
同

実
施
組

織
の
組

織
及
び

運
営
に

関
し
必

要
な
事

項
は
、
教
育

委
員
会

が
別
に

定
め
る
。
 

（
共
同
学

校
事
務

室
）
 

第
３
９
条

の
２
 

教
育
委

員
会
は

、
学

校
に
係

る
事
務

を
事
務
職

員
が
共

同
処
理

す
る

（
共
同
実

施
組
織

）
 

第
３
９
条

 
教
育

委
員
会
は
、
学

校
に
お

け
る
事

務
及
び

業
務
の

効
率
化

を
行
う

た

め
、
共
同

実
施
組

織
を
置
く
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
共
同

実
施
組

織
の
組
織
及
び

運
営
に

関
し
必

要
な
事

項
は
、
教
育

委
員
会

が
別
に

定
め
る
。
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た
め
、
共

同
学
校

事
務
室

を
置
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
共
同

学
校
事

務
室
の

組
織
及

び
運
営

に
関
し

必
要
な

事
項
は

、
教

育
委
員

会
が
別

に
定
め
る

。
 

 第
４
０
条

～
第
５

７
条
（

略
）
 

第
５
章
 

施
設
及

び
設
備
 

   

第
４
０
条

～
第
５

７
条
（
略
）
 

第
５
章
 

施
設
及

び
設
備
 

第
５
８
条

～
第
６

５
条
 

（
略
）
 

第
５
８
条

～
第
６

５
条
 
（
略
）
 

第
６
章
 

雑
則
 

第
６
章
 

雑
則
 

第
６
６
条

 
（
略

）
 

第
６
６
条

 
（
略

）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

１
・
２
 

（
略
）
 

１
・
２
 

（
略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
２

０
号
（

略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
２
０
号
（

略
）
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議案第７号 
 

⿃取市教育⽀援委員会規則の⼀部を改正する規則案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  教育委員会の組織について整理を⾏うとともに、所要の整理を⾏うもので

す。 
 
２ 改正の内容   
（１）教育委員会委員を特別⽀援教育関係者とします。（第２条関係） 
（２）所要の整備を⾏います。（第１条関係） 
 
３ 施⾏時期等   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第７号 

  鳥取市教育支援委員会規則の一部改正について 

 

 鳥取市教育支援委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育支援委員会規則の一部を改正する規則 

 

 鳥取市教育支援委員会規則（昭和５０年鳥取市教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「及び就学指導」を削る。 

 第２条中「小中学校」を削る。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

提案理由 

 所要の整備を行うためである。  
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鳥
取
市
教

育
支
援

委
員
会

規
則
（

昭
和
５

０
年
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
）
新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

教
育

支
援

委
員

会
規

則
 

○
鳥

取
市

教
育
支
援

委
員

会
規

則
 

昭
和
５
０

年
３
月

１
２
日
 

昭
和
５
０

年
３
月

１
２
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
 

改
正
 
昭

和
５
２

年
 
４
月
２
８

日
教
委

規
則
第

 ９
号
 

改
正
 
昭

和
５
２

年
 
４
月
２
８

日
教
委

規
則
第

 ９
号
 

昭
和
５
３

年
 
３
月

 ３
日

教
委
規

則
第

 １
号
 

昭
和
５
３

年
 
３
月

 ３
日

教
委
規

則
第

 １
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

規
則
第

２
９
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

規
則
第

２
９
号
 

平
成
１
９

年
 
８
月
３

１
日
教
委

規
則
第

１
９
号
 

平
成
１
９

年
 
８
月
３

１
日
教
委

規
則
第

１
９
号
 

平
成
２
６

年
３
月

２
８
日

教
委
規

則
第
３

号
 

平
成
２
６

年
３
月

２
８
日

教
委
規

則
第
３

号
 

（
題
名
改

正
）
 

（
題
名
改

正
）
 

（
設
置
）
 

（
設
置
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、

児
童
又

は
生
徒

の
心
身

の
障
害

の
種
類

、
程
度

等
の
判

定

並
び
に
必

要
な
教

育
支
援

の
総
合

的
判
断

及
び
就

学
指
導
を
行
う

た
め
、

鳥
取
市

教
育
支
援

委
員
会

（
以
下

「
教
育

支
援
委

員
会
」

と
い
う

。
）
を

置
く
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
児
童
又

は
生
徒

の
心
身

の
障
害

の
種
類

、
程
度

等
の
判

定

並
び
に
必

要
な
教

育
支
援
の
総
合

的
判
断
及
び
就

学
指
導

及
び
就

学
指
導
を
行
う

た
め
、
鳥

取
市
教

育
支
援
委
員
会

（
以
下

「
教
育

支
援
委

員
会
」

と
い
う

。
）
を

置
く
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
組
織
）
 

（
組
織
）
 

第
２
条
 

教
育
支

援
委
員

会
は
、

委
員
１

５
人
以

内
を
も

っ
て
組

織
し
、

次
に
掲

げ

る
者
の
中

か
ら
教

育
委
員

会
が
委

嘱
す
る

。
 

第
２
条
 

教
育
支

援
委
員
会
は
、

委
員
１

５
人
以

内
を
も

っ
て
組

織
し
、

次
に
掲

げ

る
者
の
中

か
ら
教

育
委
員
会
が
委

嘱
す
る

。
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（
１
）
 

医
師
、

専
門
機

関
等
 

（
１
）
 

医
師
、

専
門
機
関
等
 

（
２
）
 

特
別
支

援
教
育

関
係
者
 

（
２
）
 

小
中
学

校
特
別
支
援
教

育
関
係

者
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
６

年
教
委

規
則
２

９
号
・
１
９

年
１

９
号

・

２
６
年
３

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔

平
成
１
６

年
教
委

規
則
２

９
号
・
１
９

年
１

９
号

・

２
６
年
３

号
〕
）
 

（
任
期
）
 

（
任
期
）
 

第
３
条
 

委
員
の

任
期
は

、
１
年

と
し
、

再
任
を

妨
げ
な

い
。
 

第
３
条
 

委
員
の

任
期
は
、
１
年

と
し
、

再
任
を

妨
げ
な

い
。
 

２
 
委
員

が
欠
け

た
場
合

の
補
欠

委
員
の

任
期
は

、
前
任

者
の
残

存
期
間

と
す
る

。
 

２
 
委
員

が
欠
け

た
場
合
の
補
欠

委
員
の

任
期
は

、
前
任

者
の
残

存
期
間

と
す
る

。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

規
則
２

９
号
〕

）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

規
則
２

９
号
〕

）
 

（
会
長
及

び
副
会

長
）
 

（
会
長
及

び
副
会

長
）
 

第
４
条
 

教
育
支

援
委
員

会
に
会

長
及
び

副
会
長

１
名
を

置
き
、

委
員
の

互
選
に

よ

り
選
出
す

る
。
 

第
４
条
 

教
育
支

援
委
員
会
に
会

長
及
び

副
会
長

１
名
を

置
き
、

委
員
の

互
選
に

よ

り
選
出
す

る
。
 

２
 
会
長

は
、
会

務
を
掌

理
す
る

。
 

２
 
会
長

は
、
会

務
を
掌
理
す
る

。
 

３
 
副
会

長
は
、

会
長
を

補
佐
し

、
会
長

事
故
あ

る
と
き

は
、
そ

の
職
務

を
代
理

す

る
。
 

３
 
副
会

長
は
、

会
長
を
補
佐
し

、
会
長

事
故
あ

る
と
き

は
、
そ

の
職
務

を
代
理

す

る
。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
会
議
）
 

（
会
議
）
 

第
５
条
 

教
育
支

援
委
員

会
の
会

議
は
、

会
長
が

招
集
す

る
。
 

第
５
条
 

教
育
支

援
委
員
会
の
会

議
は
、

会
長
が

招
集
す

る
。
 

２
 
教
育

支
援
委

員
会
は

、
委
員

の
過
半

数
が
出

席
し
な

け
れ
ば

会
議
を

開
く
こ

と

が
で
き
な

い
。
 

２
 
教
育

支
援
委

員
会
は
、
委
員

の
過
半

数
が
出

席
し
な

け
れ
ば

会
議
を

開
く
こ

と

が
で
き
な

い
。
 

３
 
委
員

会
の
議

事
は
、

出
席
委

員
の
過

半
数
で

決
し
、

可
否
同

数
の
と

き
は
、

会

長
の
決
す

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

３
 
委
員

会
の
議

事
は
、
出
席
委

員
の
過

半
数
で

決
し
、

可
否
同

数
の
と

き
は
、

会

長
の
決
す

る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
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（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
６
年

教
委
規

則
３
号

〕
）
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
６
年

教
委
規

則
３
号

〕
）
 

（
専
門
委

員
）
 

（
専
門
委

員
）
 

第
６
条
 

教
育
支

援
委
員

会
に
は

、
専
門

委
員
等

を
置
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

第
６
条
 

教
育
支

援
委
員
会
に
は

、
専
門

委
員
等

を
置
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
専
門

委
員
は

、
会
長

が
委
嘱

す
る
。
 

２
 
専
門

委
員
は

、
会
長
が
委
嘱

す
る
。
 

３
 
専
門

委
員
は

、
別
に

付
託
さ

れ
た
事

項
を
調

査
し
、

そ
の
結

果
を
委

員
会
に

報

告
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
専
門

委
員
は

、
別
に
付
託
さ

れ
た
事

項
を
調

査
し
、

そ
の
結

果
を
委

員
会
に

報

告
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
庶
務
）
 

（
庶
務
）
 

第
７
条
 

教
育
支

援
委
員

会
の
庶

務
は
、

教
育
委

員
会
事

務
局
で

処
理
す

る
。
 

第
７
条
 

教
育
支

援
委
員
会
の
庶

務
は
、

教
育
委

員
会
事

務
局
で

処
理
す

る
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
８
条
 

こ
の
規

則
に
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
教
育

支
援
委

員
会

に
必
要

な
事
項

は
、

別
に
定
め

る
。
 

第
８
条
 

こ
の
規

則
に
定
め
る
も

の
の
ほ

か
、
教
育

支
援
委

員
会

に
必
要

な
事
項

は
、

別
に
定
め

る
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
６

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

（
昭
和
５

２
年
教

委
規
則

第
９
号

、
昭
和

５
３
年

教
委
規

則
第
１

号
の
改

正

附
則
省
略

）
 

（
昭
和
５

２
年
教

委
規
則

第
９
号

、
昭
和

５
３
年

教
委
規

則
第
１

号
の
改

正

附
則
省
略

）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
２
９

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
２
９

号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成

１
６
年

１
１
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

た
だ
し

、
第
３

条
１

 
こ
の

規
則
は

、
平
成
１
６
年

１
１
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

た
だ
し

、
第
３
条
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第
１
項
の

改
正
規

定
は
、

平
成
１

７
年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

第
１
項
の

改
正
規

定
は
、
平
成
１

７
年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
経
過
措

置
）
 

（
経
過
措

置
）
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の

日
以
後

初
に

委
嘱
さ

れ
る
委

員
の
任

期
は
、

第
３
条

第

１
項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
平

成
１
７

年
３
月

３
１
日

ま
で
と

す
る
。
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の
日
以
後

初
に

委
嘱
さ

れ
る
委

員
の
任

期
は
、

第
３
条

第

１
項
の
規

定
に
か

か
わ
ら
ず
、
平

成
１
７

年
３
月

３
１
日

ま
で
と

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
９
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
９
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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議案第８号 
 
⿃取市教育センターの設置及び管理に関する条例施⾏規則の⼀部を改正する規
則案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  教育機関である⿃取市教育センターを廃⽌し、新たに⿃取市総合教育セン

ターを設置することに伴い、所要の整理を⾏うものです。 
 
２ 改正の内容   
（１）所要の整備を⾏います。（題名、第１条から第４条まで、第６条から第９

条まで関係） 
 
３ 施⾏時期等   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第８号 

  鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正 

について 

 鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正

する。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１９年鳥取市教育

委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「鳥取市教育センター」を「鳥取市総合教育センター」に改める。 

第１条中「鳥取市教育センター」を「鳥取市総合教育センター」に改める。 

第２条中「鳥取市教育センター」を「鳥取市総合教育センター」に、「「教育センタ

ー」を「「総合教育センター」に改める。 

第３条第１項、第４条及び第６条から第９条までの規定中「教育センター」を「総

合教育センター」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

提案理由 

 組織改編によるものである。  
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鳥
取
市
教

育
セ
ン

タ
ー
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る
条
例

施
行
規

則
（
平

成
１
９

年
教
育

委
員
会

規
則
第

１
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

総
合

教
育

セ
ン

タ
ー

の
設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例
施

行

規
則

 

○
鳥

取
市

教
育

セ
ン

タ
ー

の
設

置
及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行
規

則
 

平
成
１
９

年
３
月

３
０
日
 

平
成
１
９

年
３
月

３
０
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
 

改
正
 
平

成
２
５

年
３
月

２
９
日

教
委
規

則
第
５

号
 

改
正
 
平

成
２
５

年
３
月

２
９
日

教
委
規

則
第
５

号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
鳥
取
市

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る

条
例
（
平

成
１
９

年
鳥
取

市
条
例

第
１
号

。
以
下

「
条
例

」
と
い

う
。
）

の
施
行

に
関
し
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
鳥
取
市

教
育
セ

ン
タ
ー

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条

例

（
平
成
１

９
年
鳥

取
市
条
例
第
１

号
。
以

下
「
条

例
」
と

い
う
。

）
の
施

行
に
関

し
、
必
要

な
事
項

を
定
め
る
こ
と

を
目
的

と
す
る

。
 

（
休
館
日

及
び
開

館
時
間

）
 

（
休
館
日

及
び
開

館
時
間
）
 

第
２
条
 

鳥
取
市

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
（
以
下
「
総

合
教
育

セ
ン

タ
ー

」
と
い

う
。
）

の
休
館
日

及
び
開

館
時
間

は
、
次

の
と
お

り
と
す

る
。
た

だ
し
、

鳥
取
市

教
育
委

員
会
（
以

下
「
教

育
委
員

会
」
と

い
う
。

）
が
必

要
と
認

め
た
と

き
は
、

こ
れ
を

変
更
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

第
２
条
 

鳥
取
市

教
育
セ
ン
タ
ー

（
以
下

「
教
育

セ
ン
タ

ー
」
と

い
う
。

）
の
休

館

日
及
び
開

館
時
間

は
、
次
の
と
お

り
と
す

る
。
た

だ
し
、
鳥
取
市

教
育
委

員
会
（

以

下
「
教
育

委
員
会

」
と
い
う
。
）

が
必
要

と
認
め

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変

更
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

（
１
）
 

休
館
日

 
１
２

月
２
９

日
か
ら

翌
年
の

１
月
３

日
ま
で

の
日
 

（
１
）
 

休
館
日

 
１
２
月
２
９

日
か
ら

翌
年
の

１
月
３

日
ま
で

の
日
 

（
２
）
 

開
館
時

間
 
午

前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後
１
０

時
３
０

分
ま
で
 

（
２
）
 

開
館
時

間
 
午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後
１
０

時
３
０

分
ま
で
 

（
使
用
の

申
込
み

）
 

（
使
用
の

申
込
み

）
 

第
３
条
 

条
例
第

５
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
り
総

合
教
育

セ
ン
タ

ー
の
使

用
の
許

可

を
受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、
あ
ら

か
じ
め

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
使

用
申
込

書
（
様

第
３
条
 

条
例
第

５
条
第
２
項
の

規
定
に

よ
り
教

育
セ
ン

タ
ー
の

使
用
の

許
可
を

受

け
よ
う
と

す
る
者

は
、
あ
ら

か
じ

め
教
育

セ
ン
タ

ー
使
用

申
込
書
（

様
式
第

１
号

）
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式
第
１
号

）
を
教

育
委
員

会
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
教
育

委
員
会

は
、
必

要
な
書

類
を
添

付
さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

を
教
育
委

員
会
に

提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
の
場

合
に
お

い
て
、

教
育
委

員
会
は
、

必
要
な

書
類
を
添
付
さ

せ
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

２
 
前
項

に
規
定

す
る
申

込
は
、

使
用
日

の
２
か

月
前
か

ら
受
け

付
け
る

も
の
と

す

る
。
 

２
 
前
項

に
規
定

す
る
申
込
は
、

使
用
日

の
２
か

月
前
か

ら
受
け

付
け
る

も
の
と

す

る
。
 

（
使
用
許

可
書
の

交
付
）
 

（
使
用
許

可
書
の

交
付
）
 

第
４
条
 

教
育
委

員
会
は

、
総
合

教
育
セ

ン
タ
ー

の
使
用

を
許
可

し
た
と

き
は
、

当

該
使
用
の

許
可
を

し
た
者

（
以
下

「
使
用

者
」
と

い
う
。

）
に
対

し
、
総

合
教
育

セ
ン
タ
ー

使
用
許

可
書
（

様
式
第

２
号
）

を
交
付

す
る
。
 

第
４
条
 

教
育
委

員
会
は
、
教
育

セ
ン
タ

ー
の
使

用
を
許

可
し
た

と
き
は

、
当
該

使

用
の
許
可

を
し
た

者
（
以
下
「
使

用
者
」

と
い
う

。
）
に

対
し
、
教
育
セ

ン
タ
ー

使
用
許
可

書
（
様

式
第
２

号
）
を

交
付
す

る
。
 

（
と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

に
よ
る

手
続
き

）
 

（
と
っ
と

り
施
設

予
約
サ
ー
ビ
ス

に
よ
る

手
続
き

）
 

第
４
条
の

２
 
前

２
条
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

鳥
取
市

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー

ビ
ス
に
よ

る
公
共

施
設
の

利
用
に

関
す
る

規
則
（

平
成
２

５
年
鳥

取
市
規

則
第
５

号
）
に
規

定
す
る

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

し
て
使

用
の
許

可
の
手

続
き
を
行

う
場
合

に
あ
っ

て
は
、
同

規
則
に

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
も
の

と
す
る

。 

第
４
条
の

２
 
前

２
条
の
規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

鳥
取
市

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー

ビ
ス
に
よ

る
公
共

施
設
の
利
用
に

関
す
る

規
則
（

平
成
２

５
年
鳥

取
市
規

則
第
５

号
）
に
規

定
す
る

と
っ
と
り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

し
て
使

用
の
許

可
の
手

続
き
を
行

う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同

規
則
に

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ

る
も
の

と
す
る

。 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

５
号
〕

）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

５
号
〕

）
 

（
使
用
時

間
）
 

（
使
用
時

間
）
 

第
５
条
 

使
用
時

間
は
、

使
用
の

許
可
を

受
け
た

時
間
内

と
し
、

準
備
及

び
原
状

回

復
に
要
す

る
時
間

を
含
む

も
の
と

す
る
。
 

第
５
条
 

使
用
時

間
は
、
使
用
の

許
可
を

受
け
た

時
間
内

と
し
、

準
備
及

び
原
状

回

復
に
要
す

る
時
間

を
含
む
も
の
と

す
る
。
 

２
 
使
用

者
は
、

使
用
を

開
始
し

た
後
に

お
い
て

、
使
用

時
間
を

延
長
す

る
こ
と

が

で
き
な
い

。
た
だ

し
、
教

育
委
員

会
が
他

の
使
用

に
支
障

が
な
い

と
認
め

た
場
合

で
、
延
長
す

る
時
間

に
係
る

使
用

料
が
納

付
さ
れ

た
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。 

２
 
使
用

者
は
、

使
用
を
開
始
し

た
後
に

お
い
て

、
使
用

時
間
を

延
長
す

る
こ
と

が

で
き
な
い

。
た
だ

し
、
教
育
委
員

会
が
他

の
使
用

に
支
障

が
な
い

と
認
め

た
場
合

で
、
延
長
す

る
時
間

に
係
る

使
用

料
が
納

付
さ
れ

た
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。 

（
使
用
料

の
減
免

）
 

（
使
用
料

の
減
免

）
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第
６
条
 

条
例
第

８
条
の

規
定
に

よ
り
使

用
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

総
合
教
育

セ
ン
タ

ー
の
使

用
の
申

込
み
と

同
時
に

、
総
合

教
育
セ

ン
タ
ー
使
用
料

減
免
申
請

書
（
様

式
第
３

号
）
を

教
育
委

員
会
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
６
条
 

条
例
第

８
条
の
規
定
に

よ
り
使

用
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

教
育
セ
ン

タ
ー
の

使
用
の

申
込
み

と
同
時

に
、
教

育
セ
ン

タ
ー
使

用
料
減

免
申
請

書
（
様
式

第
３
号

）
を
教
育
委
員

会
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

（
使
用
料

の
返
還

）
 

（
使
用
料

の
返
還

）
 

第
７
条
 

条
例
第

９
条
た

だ
し
書

の
規
定

に
よ
り

使
用
料

の
返
還

を
受
け

よ
う
と

す

る
者
は
、

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
使

用
料
返

還
請
求

書
（
様

式
第
４

号
）
を

教
育
委

員
会
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
７
条
 

条
例
第

９
条
た
だ
し
書

の
規
定

に
よ
り

使
用
料

の
返
還

を
受
け

よ
う
と

す

る
者
は
、

教
育
セ

ン
タ
ー
使
用
料

返
還
請

求
書
（

様
式
第

４
号
）

を
教
育

委
員
会

に
提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
条
例

第
９
条

た
だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
返
還

す
る
使

用
料
の

額
は
、

次
の
と

お

り
と
す
る

。
 

２
 
条
例

第
９
条

た
だ
し
書
の
規

定
に
よ

り
返
還

す
る
使

用
料
の

額
は
、

次
の
と

お

り
と
す
る

。
 

（
１
）
 

条
例
第

９
条
第

１
号
の

規
定
に

該
当
す

る
場
合

 
使
用

料
の
全

額
 

（
１
）
 

条
例
第

９
条
第
１
号
の

規
定
に

該
当
す

る
場
合

 
使
用

料
の
全

額
 

（
２
）
 

使
用
前

３
日
ま

で
に
使

用
の
取

消
し
を

申
し
出

た
場
合

 
使
用

料
の
全

額
 

（
２
）
 

使
用
前

３
日
ま
で
に
使

用
の
取

消
し
を

申
し
出

た
場
合

 
使
用

料
の
全

額
 

（
３
）
 

前
２
号

の
規
定

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
使
用

の
開
始

前
に
使

用
の
取

消
し
を
申

し
出
た

場
合
 

使
用
料

の
半
額
 

（
３
）
 

前
２
号

の
規
定
に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
使
用

の
開
始

前
に
使

用
の
取

消
し
を
申

し
出
た

場
合
 
使
用
料

の
半
額
 

（
施
設
、

設
備
、

器
具
等

の
損
傷

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

（
施
設
、

設
備
、

器
具
等
の
損
傷

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

第
８
条
 

総
合
教

育
セ
ン

タ
ー
の

施
設
、

設
備
、

器
具
等

を
損
傷

し
、
又

は
滅
失

し

た
者
は
、

直
ち
に

そ
の
理

由
を
付

し
て
、

損
傷
（

滅
失
）

届
（
様

式
第
５

号
）
に

よ
り
教
育

委
員
会

に
届
け

出
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
８
条
 

教
育
セ

ン
タ
ー
の
施
設

、
設
備

、
器
具

等
を
損

傷
し
、

又
は
滅

失
し
た

者

は
、
直
ち

に
そ
の

理
由
を
付
し
て

、
損
傷

（
滅
失

）
届
（

様
式
第

５
号
）

に
よ
り

教
育
委
員

会
に
届

け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
９
条
 

こ
の
規

則
で
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
総

合
教
育

セ
ン
タ

ー
の
管

理
に
関

し

必
要
な
事

項
は
、

教
育
委

員
会
が

別
に
定

め
る
。
 

第
９
条
 

こ
の
規

則
で
定
め
る
も

の
の
ほ

か
、
教

育
セ
ン

タ
ー
の

管
理
に

関
し
必

要

な
事
項
は

、
教
育

委
員
会
が
別
に

定
め
る

。
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附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
３

月
２
９

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
３

月
２
９

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

 
 
附
 

則
（
令

和
３
年

３
月
 

日
教
委

規
則
第

 
号
）
 

 

こ
の
規
則

は
、
令

和
３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関

係
）
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
２

号
（
第

４
条
関

係
）
 

様
式
第
２

号
（
第

４
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
３

号
（
第

６
条
関

係
）
 

様
式
第
３

号
（
第

６
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
４

号
（
第

７
条
関

係
）
 

様
式
第
４

号
（
第

７
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
５

号
（
第

８
条
関

係
）
 

様
式
第
５

号
（
第

８
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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議案第９号 

 
  鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する 
  規則案要綱 

 
１ 改正の目的 
  「鳥取市行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直し方針」に基づ

き、これまで利用者に押印を求めていた手続きの見直しを行い、押印を廃止す

ることとします。 

 
２ 改正の内容 
  図書館の施設、設備、利用等をき損し、又は滅失した際に提出する様式につ

いて、押印を廃止します。（第２１条関係、様式第５号） 

 
３ この規則は、令和３年４月１日から施行することとします。 

令和３年３月定例教育委員会 

年月日 令和３年３月３０日(火) 

担当課 中央図書館 
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議案第９号 

 

鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に 

ついて 

 

 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改

正する。 

 

 令和３年３月３０日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

                        教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

 

 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年鳥取市教

育委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 様式第５号中「 」を削る。 

 附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 「鳥取市行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直し方針」に基づ

き、これまで利用者に押印を求めていた手続きの見直しを行い、押印を廃止す

ることとしたため。 
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鳥
取
市
立

図
書
館

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条

例
施
行

規
則
（

平
成
１

６
年
教

育
委
員

会
規
則

第
２
１

号
）
新

旧
対
照

表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

立
図

書
館

の
設

置
及

び
管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
２
１

号
 

改
正
（
略

）
 

第
１
条
～

第
２
２

条
（
略

）
 

附
則
（
略

）
 

施
行
期
日

（
略
）

 
様

式
第
１

号
～
様

式
第
４

号
 
（

略
）

 

様
式
第
５

号
（
第

２
１
条

関
係
）

 

○
鳥

取
市

立
図
書
館

の
設

置
及

び
管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
２
１

号
 

改
正
（
略

）
 

第
１
条
～

第
２
２

条
（
略
）

 

附
則
（
略

）
 

施
行
期
日

（
略
）

 
様

式
第
１

号
～
様

式
第
４
号
 
（

略
）

 

様
式
第
５

号
（
第

２
１
条
関
係
）

 

様
式

第
5
号

(第
2
1条

関
係

) 

  

年
 

 
月

 
 

日
 

  

き
損

(滅
失

)届
 

   
 

 
鳥

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  

届
出

者
 
住

所
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

連
絡

先
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

  

様
式

第
5
号

(第
2
1条

関
係

) 

  

年
 

 
月

 
 

日
 

  

き
損

(滅
失

)届
 

   
 

 
鳥

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  

届
出

者
 
住

所
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

連
絡

先
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次
の

と
お

り
、

き
損

(滅
失

)し
た

の
で

届
け

ま
す

。
こ

の
損

害
に

つ
い

て
は

、
鳥

取
市

立

図
書

館
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る
条

例
第

15
条
の

規
定

に
よ
り

、
指

示
さ

れ
た

方
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

き
損

(滅
失

)
し

た

と
き

 
き

損
(滅

失
)

箇
所

(物
件

) 
数

量
 

き
損

(滅
失

)
の

理

由
及

び
内

容
又

は

程
度

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分

 
 

 
 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分

 
 

 
 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分

 
 

 
 

 
 

 

 

次
の

と
お

り
、
き
損

(滅
失

)し
た

の
で
届

け
ま

す
。
こ
の

損
害

に
つ
い

て
は

、
鳥

取
市

立

図
書

館
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る
条

例
第

15
条
の

規
定
に

よ
り
、
指
示

さ
れ

た
方

法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

き
損

(滅
失

)
し

た

と
き

 
き

損
(滅

失
)

箇
所

(物
件

) 
数

量
 

き
損

(滅
失

)
の

理

由
及

び
内

容
又

は

程
度

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分

 
 

 
 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分

 
 

 
 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
時
 
 
分
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議案第１０号 

   

 

   鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の目的 

  行政手続きにおける押印等の見直しに伴い、関係規則の一部を改正するこ

とを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

   様式第５号（第８条関係）の届出者の○印 を削除します。 

   

３ 施行期日 

 この規則は、令和３年４月 1 日から施行することとします。 

令和３年３月定例教育委員会 

年月日 令和３年３月３０日(火)

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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議案第１０号 

鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改

正について 

 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように

改正する。 

  令和３年３月３０日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成１６年１０月

２９日教育委員会規則第１４号)の一部を次のように改正する。 

 様式第５号（第８号関係）の届出者の○印を削除する。 

  

    附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 き損（滅失）届の届出者の○印を削除するためである。 
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鳥
取
市
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
施

設
の
設

置
及
び

管
理
に

関
す
る

条
例
施

行
規
則

（
平
成

１
６
年

教
育
委

員
会
規

則
第
１

４
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

施
設

の
設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例
施

行

規
則

 

○
鳥

取
市

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

施
設

の
設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例
施

行

規
則

 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
４

号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
４

号
 

改
正
 
平

成
２
８

年
３
月

２
日
教

委
規
則

第
３
号
 

改
正
 
平

成
２
８

年
３
月

２
日
教

委
規
則

第
３
号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
３

号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
３

号
 

第
１
条
～

第
１
１

条
 
（

略
）
 

第
１
条
～

第
１
１

条
 
（
略
）
 
 

附
 
則
 

（
略
）
 

附
 
則
 

（
略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
４

号
 
（

略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
４
号
 
（

略
）
 

様
式
第
５

号
（
第

８
条
関

係
）
 

様
式
第
５

号
（
第

８
条
関
係
）
 

 
 

様
式

第
5号

(第
8条

関
係

) 
 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  
き

損
(滅

失
)届

 
  

様
式

第
5号

(第
8条

関
係

) 
 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  
き

損
(滅

失
)届
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⿃

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  
 

届
出

者
 

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
絡

先
 

 
 

 

   
次

の
と

お
り

、
き

損
(滅

失
)し

た
の

で
届

け
ま

す
。

こ
の

損
害

に
つ

い
て

は
、

⿃
取

市
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
施

設
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
12

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
指

⽰
さ

れ
た

⽅
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

 

き
損

(滅
失

)
し

た
と

き
 

き
損

(滅
失

)

箇
所

(物
件

) 

数 量
 

 
き

損
(滅

失
)

の
理

由
 

及
び

内
容

⼜
は

程
度

 

 
⿃

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  
届

出
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

連
絡

先
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
次

の
と

お
り

、
き

損
(滅

失
)し

た
の

で
届

け
ま

す
。

こ
の

損
害

に
つ

い
て

は
、

⿃
取

市
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
施

設
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
12

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
指

⽰
さ

れ
た

⽅
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

 

き
損

(滅
失

)
し

た
と

き
 

き
損

(滅
失

)

箇
所

(物
件

) 

数 量
 

き
損

(滅
失

)
の

理
由

 

及
び

内
容

⼜
は

程
度
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年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

  

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
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 議案第１１号 

 

 

鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の目的 

  行政手続きにおける押印等の見直しに伴い、関係規則の一部を改正するこ

とを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

   様式第８号（第７条関係）の届出者の○印 を削除します。 

   

３ 施行期日 

 この規則は、令和３年４月 1 日から施行することとします。 

令和３年３月定例教育委員会 

年月日 令和３年３月３０日(火)

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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議案第１１号 

鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則の一部

改正について 

 鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

  令和３年３月３０日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成１６年１０

月２９日教育委員会規則第１７号)の一部を次のように改正する。 

 様式第８号（第７号関係）の届出者の○印を削除する。 

  

    附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 き損（滅失）届の届出者の○印を削除するためである。 
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鳥
取
市
さ

じ
ア
ス

ト
ロ
パ

ー
ク
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る
条
例

施
行
規

則
（
平

成
１
６

年
教
育

委
員
会

規
則
第

１
７
号

）
新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

さ
じ

ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条
例

施

行
規

則
 

○
鳥

取
市

さ
じ
ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条
例

施

行
規

則
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
７

号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
７

号
 

改
正
 
令

和
２
年

１
月
３

１
日
教

委
規
則

第
１
号
 

改
正
 
令

和
２
年

１
月
３

１
日
教

委
規
則

第
１
号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
～

第
９
条

 
（
略

）
 

第
１
条
～

第
９
条

 
（
略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
７

号
 
（

略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
７
号
 
（

略
）
 

様
式
第
８

号
（
第

７
条
関

係
）
 

様
式
第
８

号
（
第

７
条
関
係
）
 

様
式

第
8号

(第
7条

関
係

) 
 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  
き

損
(滅

失
)届

 
   

 
 

⿃
取

市
教

育
委

員
会

 
様

 
 

様
式

第
8号

(第
7条

関
係

) 
 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  
き

損
(滅

失
)届

 
   

 
 

⿃
取

市
教

育
委

員
会

 
様
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届

出
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
絡

先
 

 
 

 
     

次
の

と
お

り
、

き
損

(滅
失

)し
た

の
で

届
け

ま
す

。
こ

の
損

害
に

つ
い

て
は

、
⿃

取
市

さ
じ

ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
14

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
指

⽰
さ

れ
た

⽅
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

き
損

(滅
失

)し
た

と
き

 
き

損
(滅

失
)

箇
所

(物
件

) 
数 量

 
き

損
(滅

失
)

の
理

由
及

び
内

容
⼜

は
程

度
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
⽒

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○印

 

連
絡

先
 

 
 

 
 

 
 

 
     

次
の

と
お

り
、

き
損

(滅
失

)し
た

の
で

届
け

ま
す

。
こ

の
損

害
に

つ
い

て
は

、
⿃

取
市

さ
じ

ア
ス

ト
ロ

パ
ー

ク
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
14

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
指

⽰
さ

れ
た

⽅
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

き
損

(滅
失

)し
た

と
き

 
き

損
(滅

失
)

箇
所

(物
件

) 
数 量

 
き

損
(滅

失
)

の
理

由
及

び
内

容
⼜

は
程

度
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
分

 
 

 
 

 
 

 

 
年

 
⽉

 
⽇

 
時

 
分
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年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

  

 
年

 
⽉

 
⽇

 
時

 
分
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議案第１２号 

 

鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止について 

 

１. 経緯 

鳥取市民体育館再整備に伴い鳥取市勤労青少年ホームを廃止するため、関係規則を廃

止するものです。 

 

２. 施設情報 

施設名 所在地 面積 建築年度 

勤労青少年ホーム 吉成三丁目 1－3 864.22 ㎡ S47 

 

３．施設の位置及び現況写真 

 

 

定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日（火） 

担当課 生涯学習・スポーツ課 

71



    

鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則を廃止する規則案要綱 

 

１ 廃止の目的 

 鳥取市民体育館再整備に伴い鳥取市勤労青少年ホームを廃止するため、関係

規則を廃止することを目的とします。 

 

  

２ 施行期日 

この条例は、令和３年４月１日から施行することとします。 
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議案第１２号 

   鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止について 

鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則を次のように廃止する。 

令和３年３月３０日提出 

 

        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志   

 

鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則を廃止する規則 

鳥取市勤労青少年ホーム条例施行規則（昭和４７年鳥取市教育委員会規則第１号）

は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 鳥取市勤労青少年ホームを廃止するためである。 
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議案第１３号 

 

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則案要綱 

 

１ 改正の目的 

  行政手続きにおける押印等の見直しに伴い、関係規則の一部を改正するこ

とを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

   様式第６号（第１４条関係）の届出者の○印 を削除します。 

   

３ 施行期日 

 この規則は、令和３年４月 1 日から施行することとします。 

令和３年３月定例教育委員会 

年月日 令和３年３月３０日(火)

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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議案第１３号 

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

 鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  令和３年３月３０日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和４８年１２月２５日教育

委員会規則第１０号)の一部を次のように改正する。 

 様式第６号（第１４号関係）の届出者の○印を削除する。 

  

    附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 き損（滅失）届の届出者の○印を削除するためである。 
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鳥
取
市
体

育
館
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る
条
例

施
行
規

則
（
昭

和
４
８

年
教
育

委
員
会

規
則
第

１
０
号

）
新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

体
育

館
の

設
置

及
び

管
理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
 

○
鳥

取
市

体
育
館
の

設
置

及
び

管
理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
 

昭
和
４
８

年
１
２

月
２
５

日
 

昭
和
４
８

年
１
２

月
２
５

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
０

号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
０

号
 

改
正
 
（

略
）
 

改
正
 
（

略
）
 

第
１
条
～

第
１
６

条
 
（

略
）
 

第
１
条
～

第
１
６

条
 
（

略
）
 

附
 
則
 

（
略
）
 

附
 
則
 

（
略
）
 

別
表
（
略

）
 

別
表
（
略

）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
５

号
 
（

略
）
 

様
式
第
１

号
～
様

式
第
５

号
 
（

略
）
 

様
式
第
６

号
（
第

１
４
条

関
係
）
 

様
式
第
６

号
（
第

１
４
条

関
係
）
 

様
式
第

6号
(第

14
条
関
係

) 

き
損
(
滅
失

)届
 

N
o
. 

 
 
 

 
 
 

 
 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

  
 
 
鳥

取
市
教

育
委
員

会
 
様
 

 

申
請
者
 

住
所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名
 
 

 
 
 

 
 
 
 

団
体
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

様
式
第

6号
(第

14
条
関
係
) 

き
損
(
滅
失

)届
 

N
o
. 

 
 
 

 
 
 

 
 

年
 
 
月

 
 
日

 
 

  
 
 
鳥

取
市
教

育
委
員
会
 
様
 

 

申
請
者
 

住
所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名
 
 

 
 
 

 
 
 
印
 
 

団
体
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

76



 

電
話
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
次
の
と

お
り
、

き
損

(滅
失

)し
た
の
で

届
け
ま

す
。
こ

の
損
害

に
つ
い

て
は
、

鳥
取
市

体
育
館
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る
条
例

第
1
2条

第
1
項
の
規
定

に
よ
り

、
指
示

さ
れ
た

方

法
に
よ
り

賠
償
し

ま
す
。
 

使
⽤

す
る

体
育

館
名

 
 

 

使
⽤

の
⽬

的
 

 
 

使
⽤

の
⽇

時
 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
( 

曜 ⽇
) 

午
前

 
午

後
 

 
 

時
 

 
分

か
ら

 
午

前
 

午
後

 
 

 
時

 
 

分
ま

で
 

使 ⽤
種

別
 

1 
ア

マ
チ

ュ
ア

・
ス

ポ
ー

ツ
 

2 
ア

マ
チ

ュ
ア

・
ス

ポ
ー

ツ
以

外
 

集
合

予
定

⼈
員

 

⼈
 

⼊ 場 料 徴 収 の 有 無
 

有  無

左 記 の ⾦ 額
 

円
 

対
象

 
 

 

電
話
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
次
の
と

お
り
、

き
損

(滅
失

)し
た
の
で

届
け
ま

す
。
こ

の
損
害

に
つ
い

て
は
、

鳥

取
市
体
育

館
の
設

置
及
び
管
理
に

関
す
る

条
例
第

1
2条

第
1項

の
規
定
に

よ
り

、
指

示

さ
れ
た
方

法
に
よ

り
賠
償
し
ま
す

。
 

使
⽤

す
る

体
育

館
名

 
 

 

使
⽤

の
⽬

的
 

 
 

使
⽤

の
⽇

時
 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
( 

曜 ⽇
) 

午
前

 
午

後
 

 
 

時
 

 
分

か
ら

 
午

前
 

午
後

 
 

 
時

 
 

分
ま

で
 

使 ⽤
種

別
 

1 
ア

マ
チ

ュ
ア

・
ス

ポ
ー

ツ
 

2 
ア

マ
チ

ュ
ア

・
ス

ポ
ー

ツ
以

外
 

集
合

予
定

⼈
員

 

⼈
 

⼊ 場 料 徴 収 の 有 無
 

有  無

左 記 の ⾦ 額
 

円
 

対
象
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1 
試

合
 

2 
練

習
 

3 
会

議
 

4 
そ

の
他

 

使 ⽤
箇 所
 

1 
競

技
場

(専
⽤

・
部

分
( 21

 
31

 

61
))

 
2 

会
議

室
 

 
 

3 
研

修
室

 
4 

役
員

室
 

 
 

5 
選

⼿
控

室
 

6 
シ

ャ
ワ

ー
室

 
･ ･ 

き 損
(滅

失
)

状
況

 

 
 

※
 

使
⽤

料
徴

収
済

額
 

円
 

※
 

使 ⽤ 許 可
申

込
書

 

受
付

年
⽉

⽇
 

 
 

使
⽤

損
害

弁
償

額
 

円
 

受
付

番
号

 
 

 

そ
の

他
 

円
 

受
付

印
 

差
引

実
態

額
 

円
 

  
(注

) 
※
印
欄

は
、
記

入
し
な

い
で
く

だ
さ
い

。
 

1 
試

合
 

2 
練

習
 

3 
会

議
 

4 
そ

の
他

 

使 ⽤
箇 所
 

1 
競

技
場

(専
⽤

・
部

分
( 21

 
31

 

61
))

 
2 

会
議

室
 

 
 

3 
研

修
室

 
4 

役
員

室
 

 
 

5 
選

⼿
控

室
 

6 
シ

ャ
ワ

ー
室

 
･ ･ 

き 損
(滅

失
)

状
況

 

 
 

※
 

使
⽤

料
徴

収
済

額
 

円
 

※
 

使 ⽤ 許 可
申

込
書

 

受
付

年
⽉

⽇
 

 
 

使
⽤

損
害

弁
償

額
 

円
 

受
付

番
号

 
 

 

そ
の

他
 

円
 

受
付

印
 

差
引

実
態

額
 

円
 

 

 
(注

) 
※
印
欄

は
、
記
入
し
な

い
で
く

だ
さ
い

。
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議案第１４号 
 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 
 

１. 経緯 

福部町グラウンドについて、使用期間を改正するものです。 

 

２．改正内容 

         (改正後)                  (改正前) 

休場日 開場時間 休場日 開場時間 

ア 国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定す

る休日 

イ １２月２９日から翌

年の１月３日までの日 

午前８時３０分から午後

７時まで 

 

ア 月曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８

号）に規定する休日 

イ １２月２９日から翌

年の１月３日までの日

（アに掲げる日を除

く。） 

午前８時３０分から午後

５時まで 

 

 

３施設情報 

施設名 所在地 面積 競技施設 建築年度 

福部町グラウンド 福部町海士 340 13,000 ㎡ 野球場 1 面 S57 

 

４．施設の位置及び現況写真 

  

定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日（火） 

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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   鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の目的 

  鳥取市福部町多目的スポーツ広場の休場日及び開場時間の改正ため、関係

規則の一部を改正することを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

   休場日を「ア月曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日」を「ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日」へ、「イ１２月２９日から翌年の１月

３日までの日(アに掲げる日を除く)」を「イ１２月２９日から翌年の１月

３日までの日」へ変更します。 

   開場時間を「午前８時３０分から午後５時まで」から「午前８時３０分

から午後７時まで」へ変更します。 

    その他所要の整理を行います。 

   

３ 施行期日 

 この規則は、令和３年４月 1 日から施行することとします。 
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議案第１４号 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

改正について 

 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

  令和３年３月３０日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年鳥取

市教育委員会規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表鳥取市福部町グラウンドの項を次のように改める。 

    附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

鳥取市福部町グラウンド ア 国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日

イ １２月２９日から翌年

の１月３日までの日 

午前８時３０分から午後７時 

まで 
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提案理由 

 鳥取市福部町グラウンドの休場日及び開場時間を変更するためである。 
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鳥
取
市
多

目
的
ス

ポ
ー
ツ

広
場
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る
条
例

施
行
規

則
（
平

成
１
６

年
教
育

委
員
会

規
則
第

２
３
号

）
新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

多
目

的
ス

ポ
ー

ツ
広

場
の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条
例

施

行
規

則
 

○
鳥

取
市

多
目
的
ス

ポ
ー

ツ
広

場
の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条
例

施

行
規

則
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
２
３

号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
２
３

号
 

改
正
 
平

成
１
８

年
 
４
月
２
８

日
教
委

規
則
第

１
２
号
 

改
正
 
平

成
１
８

年
 
４
月
２
８

日
教
委

規
則
第

１
２
号
 

平
成
１
８

年
 
８
月
３

１
日
教
委

規
則
第

２
０
号
 

平
成
１
８

年
 
８
月
３

１
日
教
委

規
則
第

２
０
号
 

平
成
１
９

年
 
３
月
３

０
日
教
委

規
則
第

 ９
号
 

平
成
１
９

年
 
３
月
３

０
日
教
委

規
則
第

 ９
号
 

平
成
２
２

年
 
３
月
３

１
日
教
委

規
則
第

 ５
号
 

平
成
２
２

年
 
３
月
３

１
日
教
委

規
則
第

 ５
号
 

平
成
２
５

年
３
月

２
９
日

教
委
規

則
第
１

１
号
 

平
成
２
５

年
３
月

２
９
日

教
委
規

則
第
１

１
号
 

平
成
２
５

年
１
２

月
２
４

日
教
委

規
則
第

１
６
号
 

平
成
２
５

年
１
２

月
２
４

日
教
委

規
則
第

１
６
号
 

平
成
２
６

年
６
月

３
０
日

教
委
規

則
第
５

号
 

平
成
２
６

年
６
月

３
０
日

教
委
規

則
第
５

号
 

平
成
２
７

年
６
月

３
０
日

教
委
規

則
第
１

０
号
 

平
成
２
７

年
６
月

３
０
日

教
委
規

則
第
１

０
号
 

平
成
２
７

年
９
月

１
日
教

委
規
則

第
１
１

号
 

平
成
２
７

年
９
月

１
日
教

委
規
則

第
１
１

号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
３

号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
３

号
 

令
和
元
年

１
２
月

２
７
日

教
委
規

則
第
１

１
号
 

令
和
元
年

１
２
月

２
７
日

教
委
規

則
第
１

１
号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、

鳥
取
市

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す

る
条
例
（

平
成
１

６
年
鳥

取
市
条

例
第
１

５
０
号

。
以
下

「
条
例

」
と
い

う
。
）

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
鳥
取
市

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す

る
条
例
（

平
成
１

６
年
鳥
取
市
条

例
第
１

５
０
号

。
以
下

「
条
例

」
と
い

う
。
）
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の
施
行
に

関
し
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。
 

の
施
行
に

関
し
、

必
要
な
事
項
を

定
め
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。
 

（
休
場
日

及
び
開

場
時
間

）
 

（
休
場
日

及
び
開

場
時
間
）
 

第
２
条
 

鳥
取
市

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

（
以
下

「
広
場

」
と
い

う
。
）

の
休
場

日

及
び
開
場

時
間
は

、
次
の

と
お
り

と
す
る

。
た
だ

し
、
鳥

取
市
教

育
委
員

会
（
以

下
「
教
育

委
員
会

」
と
い

う
。
）

が
必
要

と
認
め

た
と
き

又
は
指

定
管
理

者
が
必

要
と
認
め

た
場
合

で
、
あ

ら
か
じ

め
教
育

委
員
会

の
承
認

を
受
け

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変
更

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

第
２
条
 

鳥
取
市

多
目
的
ス
ポ
ー

ツ
広
場

（
以
下

「
広
場

」
と
い

う
。
）

の
休
場

日

及
び
開
場

時
間
は

、
次
の
と
お
り

と
す
る

。
た
だ

し
、
鳥

取
市
教

育
委
員

会
（
以

下
「
教
育

委
員
会

」
と
い
う
。
）

が
必
要

と
認
め

た
と
き

又
は
指

定
管
理

者
が
必

要
と
認
め

た
場
合

で
、
あ
ら
か
じ

め
教
育

委
員
会

の
承
認

を
受
け

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変
更

す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

施
設
の
名

称
 

休
場
日
 

開
場
時
間
 

鳥
取
市
美

穂
ス
ポ

ー
ツ
広

場
 

１
２
月
２

９
日
か

ら
翌
年

の
１
月
３

日
ま
で

の
日
 

午
前
６
時

か
ら
午

後
７

時
ま
で
 

鳥
取
市
大

和
ス
ポ

ー
ツ
広

場
 

ア
 
４
月

１
日
か

ら
１

０
月
３
０

日
ま
で

の

日
 
午
前

８
時
か

ら

午
後
６
時

３
０
分

ま

で
 

イ
 
１
１

月
１
日

か
ら

翌
年
３
月

３
１
日

ま

で
の
日
 

午
前
８

時

か
ら
午
後

５
時
ま

で
 

鳥
取
市
国

府
町
大

茅
ス
ポ

ー
ツ

広
場
 

午
前
６
時

か
ら
午

後
７

時
ま
で
 

鳥
取
市
国

府
町
成

器
ス
ポ

ー
ツ

施
設
の
名

称
 

休
場
日
 

開
場
時
間
 

鳥
取
市
美

穂
ス
ポ

ー
ツ
広
場
 

１
２
月
２

９
日
か

ら
翌
年

の
１
月
３

日
ま
で

の
日
 

午
前
６
時

か
ら
午

後
７

時
ま
で
 

鳥
取
市
大

和
ス
ポ

ー
ツ
広
場
 

ア
 
４
月

１
日
か

ら
１

０
月
３
０

日
ま
で

の

日
 
午
前

８
時
か

ら

午
後
６
時

３
０
分

ま

で
 

イ
 
１
１

月
１
日

か
ら

翌
年
３
月

３
１
日

ま

で
の
日
 

午
前
８

時

か
ら
午
後

５
時
ま

で
 

鳥
取
市
国

府
町
大

茅
ス
ポ
ー
ツ

広
場
 

午
前
６
時

か
ら
午

後
７

時
ま
で
 

鳥
取
市
国

府
町
成

器
ス
ポ
ー
ツ

84



 

広
場
 

鳥
取
市
国

府
町
運

動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
美

歎
運
動

場
 

鳥
取
市
国

府
町
荒

舟
運
動

場
 

鳥
取
市
国

府
町
高

岡
運
動

場
 

鳥
取
市
国

府
町
麻

生
運
動

場
 

鳥
取
市
国

府
町
三

代
寺
運

動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
谷

運
動
場
 

鳥
取
市
福

部
町
グ

ラ
ウ
ン

ド
 

ア
 
国
民

の
祝
日

に
関
す

る
法
律
（

昭
和
２

３
年

法
律
第
１

７
８
号

）
に

規
定
す
る

休
日
 

イ
 
１
２

月
２
９

日
か
ら

翌
年
の
１

月
３
日

ま
で

の
日
 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら

午
後
７
時

ま
で
 

 

鳥
取
市
河

原
町
湯

谷
ス
ポ

ー
ツ

広
場
 

１
２
月
２

９
日
か

ら
翌
年

の
１
月
３

日
ま
で

の
日
 

午
前
６
時

か
ら
午

後
８

時
ま
で
 

鳥
取
市
河

原
町
八

上
ス
ポ

ー
ツ

広
場
 

鳥
取
市
河

原
町
河

原
ス
ポ

ー
ツ

広
場
 

広
場
 

鳥
取
市
国

府
町
運

動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
美

歎
運
動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
荒

舟
運
動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
高

岡
運
動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
麻

生
運
動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
三

代
寺
運
動
場
 

鳥
取
市
国

府
町
谷

運
動
場
 

鳥
取
市
福

部
町
グ

ラ
ウ
ン
ド
 

ア
 
月
曜

日
及
び

国
民
の

祝
日
に
関

す
る
法

律

（
昭
和
２

３
年
法

律
第

１
７
８
号

）
に
規

定
す

る
休
日
 

イ
 
１
２

月
２
９

日
か
ら

翌
年
の
１

月
３
日

ま
で

の
日
（
ア

に
掲
げ

る
日

を
除
く
。

）
 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら

午
後
５
時

ま
で
 

鳥
取
市
河

原
町
湯

谷
ス
ポ
ー
ツ

広
場
 

１
２
月
２

９
日
か

ら
翌
年

の
１
月
３

日
ま
で

の
日
 

午
前
６
時

か
ら
午

後
８

時
ま
で
 

鳥
取
市
河

原
町
八

上
ス
ポ
ー
ツ

広
場
 

鳥
取
市
河

原
町
河

原
ス
ポ
ー
ツ

広
場
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鳥
取
市
河

原
町
国

英
ス
ポ

ー
ツ

広
場
 

鳥
取
市
河

原
町
天

神
原
ス

ポ
ー

ツ
広
場
 

鳥
取
市
河

原
町
稲

常
グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ

場
 

鳥
取
市
用

瀬
町
興

徳
運
動

広
場
 

午
前
８
時

か
ら
午

後
６

時
ま
で
 

鳥
取
市
用

瀬
町
社

ス
ポ
ー

ツ
広

場
 

鳥
取
市
用

瀬
町
屋

住
運
動

広
場
 

鳥
取
市
気

高
町
運

動
場
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
１

０
時
ま
で
 

鳥
取
市
青

谷
町
勝

部
第
２

グ
ラ

ウ
ン
ド
 

午
前
８
時

か
ら
午

後
６

時
ま
で
 

鳥
取
市
青

谷
町
中

郷
グ
ラ

ウ
ン

ド
 

鳥
取
市
青

谷
町
日

置
グ
ラ

ウ
ン

ド
 

鳥
取
市
青

谷
町
日

置
谷
グ

ラ
ウ

ン
ド
 

鳥
取
市
青

谷
町
グ

ラ
ウ
ン

ド
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
１

０
時
ま
で
 

鳥
取
市
河

原
町
国

英
ス
ポ
ー
ツ

広
場
 

鳥
取
市
河

原
町
天

神
原
ス
ポ
ー

ツ
広
場
 

鳥
取
市
河

原
町
稲

常
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ

場
 

鳥
取
市
用

瀬
町
興

徳
運
動
広
場
 

午
前
８
時

か
ら
午

後
６

時
ま
で
 

鳥
取
市
用

瀬
町
社

ス
ポ
ー
ツ
広

場
 

鳥
取
市
用

瀬
町
屋

住
運
動
広
場
 

鳥
取
市
気

高
町
運

動
場
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
１

０
時
ま
で
 

鳥
取
市
青

谷
町
勝

部
第
２
グ
ラ

ウ
ン
ド
 

午
前
８
時

か
ら
午

後
６

時
ま
で
 

鳥
取
市
青

谷
町
中

郷
グ
ラ
ウ
ン

ド
 

鳥
取
市
青

谷
町
日

置
グ
ラ
ウ
ン

ド
 

鳥
取
市
青

谷
町
日

置
谷
グ
ラ
ウ

ン
ド
 

鳥
取
市
青

谷
町
グ

ラ
ウ
ン
ド
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
１

０
時
ま
で
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鳥
取
市
青

谷
町
グ

ラ
ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ
場
 

午
前
７
時

か
ら
午

後
７

時
ま
で
 

 

鳥
取
市
青

谷
町
グ

ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
場
 

午
前
７
時

か
ら
午

後
７

時
ま
で
 

 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
１

２
号
・

２
０
号

・
１
９

年
９
号
・

２
２
年

５
号
・

２
５
年

１
１
号

・
１
６

号
・
２

６
年
５

号
・
２

７
年
１
０

号
・
１

１
号
・

３
０
年

３
号
・

令
和
元

年
１
１

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
１

２
号
・

２
０
号

・
１
９

年
９
号
・

２
２
年

５
号
・

２
５
年

１
１
号

・
１
６

号
・
２

６
年
５

号
・
２

７
年
１
０

号
・
１

１
号
・

３
０
年

３
号
・

令
和
元

年
１
１

号
〕
）
 

（
使
用
の

申
込
み

）
 

（
使
用
の

申
込
み

）
 

第
３
条
 

条
例
第

３
条
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
広

場
の
使

用
の
許

可
を
受

け
よ
う

と

す
る
者
は

、
あ
ら

か
じ
め

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

使
用
申

込
書
（

様
式
第

１
号
）

を
教
育
委

員
会
（

指
定
管

理
者
に

管
理
を

行
わ
せ

る
施
設

に
あ
っ

て
は
、

当
該
指

定
管
理
者

。
こ
の

条
、
次

条
、
第

５
条
第

２
項
、

第
８
条

及
び
第

１
０
条

に
お
い

て
同
じ
。

）
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
教

育
委
員

会
は
、
必

要
な
書

類
を
添

付
さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

第
３
条
 

条
例
第

３
条
第
１
項
の

規
定
に

よ
り
広

場
の
使

用
の
許

可
を
受

け
よ
う

と

す
る
者
は

、
あ
ら

か
じ
め
多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

使
用
申

込
書
（

様
式
第

１
号
）

を
教
育
委

員
会
（

指
定
管
理
者
に

管
理
を

行
わ
せ

る
施
設

に
あ
っ

て
は
、

当
該
指

定
管
理
者

。
こ
の

条
、
次
条
、
第

５
条
第

２
項
、

第
８
条

及
び
第

１
０
条

に
お
い

て
同
じ
。

）
に
提

出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
教

育
委
員

会
は
、
必

要
な
書

類
を
添
付
さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
３
０

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
３
０

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
使
用
許

可
書
の

交
付
）
 

（
使
用
許

可
書
の

交
付
）
 

第
４
条
 

教
育
委

員
会
は

、
広
場

の
使
用

を
許
可

し
た
と

き
は
、

当
該
使

用
の
許

可

を
し
た
者

に
対
し

、
多
目

的
ス
ポ

ー
ツ
広

場
使
用

許
可
書

（
様
式

第
２
号

）
を
交

付
す
る
。
 

第
４
条
 

教
育
委

員
会
は
、
広
場

の
使
用

を
許
可

し
た
と

き
は
、

当
該
使

用
の
許

可

を
し
た
者

に
対
し

、
多
目
的
ス
ポ

ー
ツ
広

場
使
用

許
可
書

（
様
式

第
２
号

）
を
交

付
す
る
。
 

（
と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

に
よ
る

手
続
き

）
 

（
と
っ
と

り
施
設

予
約
サ
ー
ビ
ス

に
よ
る

手
続
き

）
 

第
４
条
の

２
 
前

２
条
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

鳥
取
市

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー

ビ
ス
に
よ

る
公
共

施
設
の

利
用
に

関
す
る

規
則
（

平
成
２

５
年
鳥

取
市
規

則
第
５

号
）
第
２

条
に
規

定
す
る

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

し
て
使

用
の
許

可
の
手
続

き
を
行

う
場
合

に
あ
っ

て
は
、

同
規
則

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
も
の

第
４
条
の

２
 
前

２
条
の
規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

鳥
取
市

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー

ビ
ス
に
よ

る
公
共

施
設
の
利
用
に

関
す
る

規
則
（

平
成
２

５
年
鳥

取
市
規

則
第
５

号
）
第
２

条
に
規

定
す
る
と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

し
て
使

用
の
許

可
の
手
続

き
を
行

う
場
合
に
あ
っ

て
は
、

同
規
則

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
も
の
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と
す
る
。
 

と
す
る
。
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

１
１
号

〕
）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

１
１
号

〕
）
 

（
使
用
時

間
）
 

（
使
用
時

間
）
 

第
５
条
 

使
用
時

間
は
、

使
用
の

許
可
を

受
け
た

時
間
内

と
し
、

準
備
及

び
原
状

回

復
に
要
す

る
時
間

を
含
む

も
の
と

す
る
。
 

第
５
条
 

使
用
時

間
は
、
使
用
の

許
可
を

受
け
た

時
間
内

と
し
、

準
備
及

び
原
状

回

復
に
要
す

る
時
間

を
含
む
も
の
と

す
る
。
 

２
 
使
用

の
許
可

を
受
け

た
者
は

、
使
用

を
開
始

し
た
後

に
お
い

て
、
使

用
時
間

を

延
長
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
た

だ
し
、

教
育
委

員
会
が

他
の
使

用
に
支

障
が
な

い
と
認
め

た
場
合

で
、
延

長
す
る

時
間
に

係
る
使

用
料
（

広
場
の

使
用
に

係
る
料

金
を
指
定

管
理
者

の
収
入

と
し
て

収
受
さ

せ
る
場

合
に
あ

っ
て
は
、
利
用
料

金
。
）

が
納
付
さ

れ
た
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

２
 
使
用

の
許
可

を
受
け
た
者
は

、
使
用

を
開
始

し
た
後

に
お
い

て
、
使

用
時
間

を

延
長
す
る

こ
と
が

で
き
な
い
。
た

だ
し
、

教
育
委

員
会
が

他
の
使

用
に
支

障
が
な

い
と
認
め

た
場
合

で
、
延
長
す
る

時
間
に

係
る
使

用
料
（

広
場
の

使
用
に

係
る
料

金
を
指
定

管
理
者

の
収
入
と
し
て

収
受
さ

せ
る
場

合
に
あ

っ
て
は
、
利
用
料

金
。
）

が
納
付
さ

れ
た
と

き
は
、
こ
の
限

り
で
な

い
。
 

（
２
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
３
０

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
２
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
３
０

年
教
委

規
則
３

号
〕
）
 

（
使
用
料

の
減
免

）
 

（
使
用
料

の
減
免

）
 

第
６
条
 

条
例
第

６
条
の

規
定
に

よ
り
使

用
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

広
場
の
使

用
の
申

込
み
と

同
時
に

、
多
目

的
ス
ポ

ー
ツ
広

場
使
用

料
減
免

申
請
書

（
様
式
第

３
号
）

を
教
育

委
員
会

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
６
条
 

条
例
第

６
条
の
規
定
に

よ
り
使

用
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

広
場
の
使

用
の
申

込
み
と
同
時
に

、
多
目

的
ス
ポ

ー
ツ
広

場
使
用

料
減
免

申
請
書

（
様
式
第

３
号
）

を
教
育
委
員
会

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
使
用
料

の
返
還

）
 

（
使
用
料

の
返
還

）
 

第
７
条
 

条
例
第

７
条
た

だ
し
書

の
規
定

に
よ
り

使
用
料

の
返
還

を
受
け

よ
う
と

す

る
者
は
、

多
目
的

ス
ポ
ー

ツ
広
場

使
用
料

返
還
請

求
書
（

様
式
第

４
号
）

を
教
育

委
員
会
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
７
条
 

条
例
第

７
条
た
だ
し
書

の
規
定

に
よ
り

使
用
料

の
返
還

を
受
け

よ
う
と

す

る
者
は
、

多
目
的

ス
ポ
ー
ツ
広
場

使
用
料

返
還
請

求
書
（

様
式
第

４
号
）

を
教
育

委
員
会
に

提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
条
例

第
７
条

た
だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
返
還

す
る
使

用
料
の

額
は
、

次
の
と

お

り
と
す
る

。
 

２
 
条
例

第
７
条

た
だ
し
書
の
規

定
に
よ

り
返
還

す
る
使

用
料
の

額
は
、

次
の
と

お

り
と
す
る

。
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（
１
）
 

災
害
又

は
使
用

者
の
責

め
に
帰

さ
な
い

事
由
に

基
づ
い

て
広
場

を
使
用

す
る
こ
と

が
で
き

な
く
な

っ
た
と

き
。
 

使
用
料

の
全
額
 

（
１
）
 

災
害
又

は
使
用
者
の
責

め
に
帰

さ
な
い

事
由
に

基
づ
い

て
広
場

を
使
用

す
る
こ
と

が
で
き

な
く
な
っ
た
と

き
。
 

使
用
料

の
全
額
 

（
２
）
 

使
用
前

３
日
ま

で
に
使

用
許
可

の
取
消

し
を
申

し
出
た

場
合
で

相
当
の

事
由
が
あ

る
と
認

め
る
と

き
。
 

使
用
料

の
８
割
 

（
２
）
 

使
用
前

３
日
ま
で
に
使

用
許
可

の
取
消

し
を
申

し
出
た

場
合
で

相
当
の

事
由
が
あ

る
と
認

め
る
と
き
。
 

使
用
料

の
８
割
 

（
施
設
、

設
備
、

器
具
等

の
き
損

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

（
施
設
、

設
備
、

器
具
等
の
き
損

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

第
８
条
 

広
場
の

施
設
、

設
備
、

器
具
等

を
き
損

し
、
又

は
滅
失

し
た
者

は
、
直

ち

に
そ
の
理

由
を
付

し
て
、

き
損
（

滅
失
）

届
（
様

式
第
５

号
）
に

よ
り
教

育
委
員

会
に
届
け

出
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
８
条
 

広
場
の

施
設
、
設
備
、

器
具
等

を
き
損

し
、
又

は
滅
失

し
た
者

は
、
直

ち

に
そ
の
理

由
を
付

し
て
、
き
損
（

滅
失
）

届
（
様

式
第
５

号
）
に

よ
り
教

育
委
員

会
に
届
け

出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
 

（
指
定
管

理
者
に

管
理
を

行
わ
せ

る
施
設

の
申
込

書
等
の

様
式
）
 

（
指
定
管

理
者
に

管
理
を
行
わ
せ

る
施
設

の
申
込

書
等
の

様
式
）
 

第
９
条
 

第
３
条

、
第
４

条
及
び

前
条
に

規
定
す

る
申
込

書
等
の

様
式
は

、
指
定

管

理
者
に
管

理
を
行

わ
せ
る

施
設
に

あ
っ
て

は
、
当
該

指
定
管

理
者

が
別
に

定
め
る

。 

第
９
条
 

第
３
条

、
第
４
条
及
び

前
条
に

規
定
す

る
申
込

書
等
の

様
式
は

、
指
定

管

理
者
に
管

理
を
行

わ
せ
る
施
設
に

あ
っ
て

は
、
当
該

指
定
管

理
者

が
別
に

定
め
る

。 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
３

０
年
教

委
規
則

３
号
〕

）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
３

０
年
教

委
規
則

３
号
〕

）
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
１
０
条

 
こ
の

規
則
で

定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

広
場
の

管
理
に

関
し
必

要
な
事

項

は
、
教
育

委
員
会

が
別
に

定
め
る

。
 

第
１
０
条

 
こ
の

規
則
で
定
め
る

も
の
の

ほ
か
、

広
場
の

管
理
に

関
し
必

要
な
事

項

は
、
教
育

委
員
会

が
別
に
定
め
る

。
 

（
旧
９
条

…
繰
下

〔
平
成

３
０
年

教
委
規

則
３
号

〕
）
 

（
旧
９
条

…
繰
下

〔
平
成

３
０
年

教
委
規

則
３
号

〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
４

月
２
８

日
教
委

規
則
第

１
２
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
４

月
２
８

日
教
委

規
則
第

１
２
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８

年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８
年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

２
０
号

抄
）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

２
０
号

抄
）
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（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成

１
８
年

９
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成
１
８
年

９
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

９
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

９
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
２

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
２
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
３

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
１
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
３

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
１
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
１

２
月
２

４
日
教

委
規
則

第
１
６

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
１

２
月
２

４
日
教

委
規
則

第
１
６

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

５
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
６
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
７

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
７
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
９

月
１
日

教
委
規

則
第
１

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
９

月
１
日

教
委
規

則
第
１

１
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
７

年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
７
年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
３

０
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
３

０
年
３

月
３
０

日
教
委

規
則
第

３
号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成

３
０
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成
３
０
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
経
過
措

置
）
 

（
経
過
措

置
）
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２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の

際
現
に

こ
の
規

則
に
よ

る
改
正

前
の
そ

れ
ぞ
れ

の
規
則

の

規
定
に
よ

り
な
さ

れ
た
処

分
、
手

続
そ
の

他
の
行

為
は
、

こ
の
規

則
に
よ

る
改
正

後
の
そ
れ

ぞ
れ
の

規
則
の

相
当
規

定
に
よ

り
な
さ

れ
た
も

の
と
み

な
す
。
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の
際
現
に

こ
の
規

則
に
よ

る
改
正

前
の
そ

れ
ぞ
れ

の
規
則

の

規
定
に
よ

り
な
さ

れ
た
処
分
、
手

続
そ
の

他
の
行

為
は
、

こ
の
規

則
に
よ

る
改
正

後
の
そ
れ

ぞ
れ
の

規
則
の
相
当
規

定
に
よ

り
な
さ

れ
た
も

の
と
み

な
す
。
 

附
 
則
（

令
和
元

年
１
２

月
２
７

日
教
委

規
則
第

１
１
号

）
 

附
 
則
（

令
和
元

年
１
２

月
２
７

日
教
委

規
則
第

１
１
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
令

和
２
年

１
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
令

和
２
年
１
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関

係
）
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
２

号
（
第

４
条
関

係
）
 

様
式
第
２

号
（
第

４
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
３

号
（
第

６
条
関

係
）
 

様
式
第
３

号
（
第

６
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
４

号
（
第

７
条
関

係
）
 

様
式
第
４

号
（
第

７
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
５

号
（
第

８
条
関

係
）
 

様
式
第
５

号
（
第

８
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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議案第１５号 
 

鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 
 

１. 経緯 

福部町テニスコートについて、使用期間を改正するものです。 

 

２．改正内容 

  (改正後)                         (改正前) 

使用期間 使用時間 

５月１日から８月３１日まで（国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。）を除く。） 

午前８時３０分

から午後７時ま

で 

９月１日から１２月２８日まで 

（休日を除く） 

午前８時３０分

から午後５時ま

で １月４日から４月３０日まで 

（休日を除く） 

使用期間 使用時間 

１月４日から１２月２８日まで

（月曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。） 

午前８時３０分か

ら午後５時まで 

 

３施設情報 

施設名 所在地 面積 競技施設 建築年度 

福部町テニスコート 福部町細川 1342 2,547 ㎡ テニスコート(クレーコート)2面 S58 

 

４．施設の位置及び現況写真 

 

  

定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日（火） 

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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   鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則案要綱 

 

１ 改正の目的 

  鳥取市福部町テニスコートの使用時間の改正ため、関係規則の一部を改正

することを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

   使用時間を「５月１日から８月３１日まで」は「午前８時３０分から午

後７時まで」、「９月１日から１２月２８日まで（休日を除く）まで」及び

「１月４日から４月３０日まで（休日を除く）まで」は「午前８時３０分

から午後５時まで」に変更します。 

    その他所要の整理を行います。 

   

３ 施行期日 

 この規則は、令和３年４月 1 日から施行することとします。 
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議案第１５号 

鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正につい

て 

 鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  令和３年３月３０日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

鳥取市テニス場の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５５年鳥取市教育委員

会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号を次のように改める。 

   鳥取市福部町テニスコート 

使用期間 使用時間 備考 

５月１日から８月３１日まで（国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「休日」と

いう。）を除く。） 

午前８時３０分か

ら午後７時まで 

準備及び原状回復に要す

る時間を含むものとす

る。 

９月１日から１２月２８日まで（休日を

除く。） 

午前８時３０分か

ら午後５時まで 

準備及び原状回復に要す

る時間を含むものとす

る。 １月４日から４月３０日まで（休日を除

く。） 
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    附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 鳥取市福部町テニスコートの使用時間を変更するためである。 
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鳥
取
市
テ

ニ
ス
場

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条

例
施
行

規
則
（

昭
和
５

５
年
教

育
委
員

会
規
則

第
６
号

）
新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

テ
ニ

ス
場

の
設

置
及

び
管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

 
○

鳥
取
市

テ
ニ
ス
場

の
設

置
及

び
管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

 

昭
和
５
５

年
４
月

１
日
 

昭
和
５
５

年
４
月

１
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
６
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
６
号
 

改
正
 
昭

和
５
７

年
 
８
月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
０
号
 

改
正
 
昭

和
５
７

年
 
８
月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
０
号
 

（
題
名
改

正
）
 

（
題
名
改

正
）
 

平
成
 
４
年

 ３
月

３
０
日

教
委
規

則
第

 ７
号
 

平
成
 
４
年

 ３
月

３
０
日

教
委
規

則
第

 ７
号
 

平
成
 
５
年

 ３
月

３
０
日

教
委
規

則
第

 ３
号
 

平
成
 
５
年

 ３
月

３
０
日

教
委
規

則
第

 ３
号
 

平
成
１
２

年
 
３
月
２

４
日
教
委

規
則
第

１
８
号
 

平
成
１
２

年
 
３
月
２

４
日
教
委

規
則
第

１
８
号
 

平
成
１
３

年
 
９
月
２

８
日
教
委

規
則
第

 ４
号
 

平
成
１
３

年
 
９
月
２

８
日
教
委

規
則
第

 ４
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

規
則
第

４
５
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

規
則
第

４
５
号
 

平
成
１
８

年
 
３
月
３

１
日
教
委

規
則
第

 ４
号
 

平
成
１
８

年
 
３
月
３

１
日
教
委

規
則
第

 ４
号
 

平
成
２
５

年
３
月

２
９
日

教
委
規

則
第
１

０
号
 

平
成
２
５

年
３
月

２
９
日

教
委
規

則
第
１

０
号
 

平
成
２
７

年
６
月

３
０
日

教
委
規

則
第
１

０
号
 

平
成
２
７

年
６
月

３
０
日

教
委
規

則
第
１

０
号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、

鳥
取
市

テ
ニ
ス

場
の
設

置
及
び

管
理
に

関
す
る

条
例
（

昭

和
５
５
年

鳥
取
市

条
例
第

２
号
。

以
下
「

条
例
」

と
い
う

。
）
の

施
行
に

関
し
、

必
要
な
事

項
を
定

め
る
こ

と
を
目

的
と
す

る
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

則
は
、
鳥
取
市

テ
ニ
ス

場
の
設

置
及
び

管
理
に

関
す
る

条
例
（

昭

和
５
５
年

鳥
取
市

条
例
第
２
号
。

以
下
「

条
例
」

と
い
う

。
）
の

施
行
に

関
し
、

必
要
な
事

項
を
定

め
る
こ
と
を
目

的
と
す

る
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

規
則
１

０
号
〕

）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

規
則
１

０
号
〕

）
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（
使
用
期

間
及
び

使
用
時

間
）
 

（
使
用
期

間
及
び

使
用
時
間
）
 

第
２
条
 

鳥
取
市

テ
ニ
ス

場
（
以

下
「
テ

ニ
ス
場

」
と
い

う
。
）

の
使
用

期
間
及

び

使
用
時
間

は
、
次
の
と

お
り
と
す

る
。
た
だ
し

、
鳥
取

市
教
育
委

員
会
（
以
下
「
教

育
委
員
会

」
と
い

う
。
）

が
必
要

と
認
め

た
と
き

又
は
指

定
管
理

者
が
必

要
と
認

め
た
場
合

で
、
あ

ら
か
じ

め
教
育

委
員
会

の
承
認

を
受
け

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変

更
す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

第
２
条
 

鳥
取
市

テ
ニ
ス
場
（
以

下
「
テ

ニ
ス
場

」
と
い

う
。
）

の
使
用

期
間
及

び

使
用
時
間

は
、
次
の
と

お
り
と
す

る
。
た
だ
し

、
鳥
取

市
教
育
委

員
会
（
以
下
「
教

育
委
員
会

」
と
い

う
。
）
が
必
要

と
認
め

た
と
き

又
は
指

定
管
理

者
が
必

要
と
認

め
た
場
合

で
、
あ

ら
か
じ
め
教
育

委
員
会

の
承
認

を
受
け

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変

更
す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

（
１
）
 

鳥
取
市

千
代
テ

ニ
ス
場
 

（
１
）
 

鳥
取
市

千
代
テ
ニ
ス
場
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

５
月
１
日

か
ら
８

月
３

１
日
ま
で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
７
時

ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す
る

時
間
を
含

む
も
の

と
す
る

。
 

９
月
１
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
５
時

ま
で
 

１
月
４
日

か
ら
４

月
３

０
日
ま
で
 

 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

５
月
１
日

か
ら
８

月
３

１
日
ま
で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
７
時

ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す
る

時
間
を
含

む
も
の

と
す
る

。
 

９
月
１
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
５
時

ま
で
 

１
月
４
日

か
ら
４

月
３

０
日
ま
で
 

 

（
２
）
 

鳥
取
市

城
北
テ

ニ
ス
場
 

（
２
）
 

鳥
取
市

城
北
テ
ニ
ス
場
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

昼
間
使
用
 

夜
間
使
用
 

５
月
１
日

か
ら
８

月

３
１
日
ま

で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後

７
時
ま
で
 

午
後
７
時

か
ら
午

後

９
時
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要
す

る
時
間

を
含
む
も

の
と
す

る
。
 

１
月
４
日

か
ら
４

月

３
０
日
ま

で
及
び

９

月
１
日
か

ら
１
２

月

午
前
９
時

か
ら
午

後

５
時
ま
で
 

午
後
５
時

か
ら
午

後

９
時
ま
で
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

昼
間
使
用
 

夜
間
使
用
 

５
月
１
日

か
ら
８

月

３
１
日
ま

で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後

７
時
ま
で
 

午
後
７
時

か
ら
午

後

９
時
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要
す

る
時
間

を
含
む
も

の
と
す

る
。
 

１
月
４
日

か
ら
４

月

３
０
日
ま

で
及
び

９

月
１
日
か

ら
１
２

月

午
前
９
時

か
ら
午

後

５
時
ま
で
 

午
後
５
時

か
ら
午

後

９
時
ま
で
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２
８
日
ま

で
 

 

２
８
日
ま

で
 

 

（
３
）
 

鳥
取
市

福
部
町

テ
ニ
ス

コ
ー
ト
 

（
３
）
 

鳥
取
市

福
部
町
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

５
月
１
日

か
ら
８

月
３

１
日
ま
で

（
国
民

の
祝

日
に
関
す

る
法
律

（
昭

和
２
３
年

法
律
第

１
７

８
号
）
に

規
定
す

る
休

日
（
以
下

「
休
日

」
と

い
う
。
）

を
除
く

。
）
 

 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後

７
時
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

９
月
１
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
（
休

日
を

除
く
）
 

 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後

５
時
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

１
月
４
日

か
ら
４

月
３

０
日
ま
で

（
休
日

を
除

く
）
 

 
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

１
月
４
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
（
月

曜
日

及
び
国
民

の
祝
日

に
関

す
る
法
律

（
昭
和

２
３

年
法
律
第

１
７
８

号
）

に
規
定
す

る
休
日

を
除

く
。
）
 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後

５
時
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

 

（
４
）
 

鳥
取
市

気
高
町

龍
見
台

テ
ニ
ス

コ
ー
ト
 

（
４
）
 

鳥
取
市

気
高
町
龍
見
台

テ
ニ
ス

コ
ー
ト
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
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１
月
４
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後

７
時
３
０

分
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

 

１
月
４
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
 

午
前
８
時

３
０
分

か
ら
午

後

７
時
３
０

分
ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

 

（
５
）
 

鳥
取
市

青
谷
町

グ
ラ
ウ

ン
ド
テ

ニ
ス
コ

ー
ト
 

（
５
）
 

鳥
取
市

青
谷
町
グ
ラ
ウ

ン
ド
テ

ニ
ス
コ

ー
ト
 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

１
月
４
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
１
０

時

ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

 

使
用
期
間
 

使
用
時
間
 

備
考
 

１
月
４
日

か
ら
１

２
月

２
８
日
ま

で
 

午
前
９
時

か
ら
午

後
１
０

時

ま
で
 

準
備
及
び

原
状
回

復
に
要

す

る
時
間
を

含
む
も

の
と
す

る
。

 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

規
則
１

０
号
〕
、
一
部

改
正
〔

平

成
１
６
年

教
委
規

則
４
５

号
〕
、

見
出
・

本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委
規

則
４
号

〕
、
本

条
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
５
年

教
委
規

則
１
０

号
・
２
７

年
１
０

号
〕
）
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

規
則
１

０
号
〕
、
一
部

改
正
〔

平

成
１
６
年

教
委
規

則
４
５

号
〕
、

見
出
・

本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委
規

則
４
号

〕
、
本

条
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
５
年

教
委
規

則
１
０

号
・
２
７

年
１
０

号
〕
）
 

（
使
用
の

許
可
手

続
）
 

（
使
用
の

許
可
手

続
）
 

第
３
条
 

条
例
第

３
条
の

規
定
に

よ
り
テ

ニ
ス
場

の
使
用

の
許
可

を
受
け

よ
う
と

す

る
者
は
、

あ
ら
か

じ
め
使

用
許
可

申
込
書

（
様
式

第
１
号

）
を
教

育
委
員

会
（
指

定
管
理
者

に
管
理

を
行
わ

せ
る
施

設
に
あ

っ
て
は
、
当
該
指

定
管

理
者
。
こ

の
条

、

次
条
、
第
７
条

及
び
第

９
条
に
お

い
て
同

じ
。
）
に
提

出
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。 

第
３
条
 

条
例
第

３
条
の
規
定
に

よ
り
テ

ニ
ス
場

の
使
用

の
許
可

を
受
け

よ
う
と

す

る
者
は
、

あ
ら
か

じ
め
使
用
許
可

申
込
書

（
様
式

第
１
号

）
を
教

育
委
員

会
（
指

定
管
理
者

に
管
理

を
行
わ
せ
る
施

設
に
あ

っ
て
は
、
当
該
指

定
管

理
者
。
こ

の
条

、

次
条
、
第
７
条

及
び
第

９
条
に
お

い
て
同

じ
。
）
に
提

出
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。 

２
 
前
項

の
申
込

み
は

、
そ

の
申

込
み
に

係
る
使

用
月
の

前
月
の

１
日
か

ら
と
す

る
。

た
だ
し
、

教
育
委

員
会
に

お
い
て

特
に
必

要
と
認

め
た
場

合
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

２
 
前
項

の
申
込

み
は

、
そ

の
申

込
み
に

係
る
使

用
月
の

前
月
の

１
日
か

ら
と
す

る
。

た
だ
し
、

教
育
委

員
会
に
お
い
て

特
に
必

要
と
認

め
た
場

合
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。
 

（
２
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
４
年

教
委
規

則
７
号

〕
、
１

・
２
項

…
一
部

改
正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
２
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
４
年

教
委
規

則
７
号

〕
、
１

・
２
項

…
一
部

改
正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

第
４
条
 

教
育
委

員
会
は

、
前
条

の
申
込

み
に
つ

い
て
使

用
を
許

可
し
た

と
き
は

、

使
用
許
可

書
（
様

式
第
１

号
）
を

交
付
す

る
も
の

と
す
る

。
 

第
４
条
 

教
育
委

員
会
は
、
前
条

の
申
込

み
に
つ

い
て
使

用
を
許

可
し
た

と
き
は

、

使
用
許
可

書
（
様

式
第
１
号
）
を

交
付
す

る
も
の

と
す
る

。
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２
 
前
項

の
許
可

は
、
使

用
の
申

込
順
と

す
る
。

た
だ
し

、
教
育

委
員
会

に
お
い

て

必
要
と
認

め
た
場

合
は
、

そ
の
順

位
を
変

更
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
前
項

の
許
可

は
、
使
用
の
申

込
順
と

す
る
。

た
だ
し

、
教
育

委
員
会

に
お
い

て

必
要
と
認

め
た
場

合
は
、
そ
の
順

位
を
変

更
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
８
年

教
委
規

則
４
号

〕
）
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
８
年

教
委
規

則
４
号

〕
）
 

第
４
条
の

２
 
前

２
条
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

鳥
取
市

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー

ビ
ス
に
よ

る
公
共

施
設
の

利
用
に

関
す
る

規
則
（

平
成
２

５
年
鳥

取
市
規

則
第
５

号
）
第
２

条
に
規

定
す
る

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

し
て
使

用
の
許

可
の
手
続

き
を
行

う
場
合

に
あ
っ

て
は
、

同
規
則

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
も
の

と
す
る
。
 

第
４
条
の

２
 
前

２
条
の
規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

鳥
取
市

と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー

ビ
ス
に
よ

る
公
共

施
設
の
利
用
に

関
す
る

規
則
（

平
成
２

５
年
鳥

取
市
規

則
第
５

号
）
第
２

条
に
規

定
す
る
と
っ
と

り
施
設

予
約
サ

ー
ビ
ス

を
利
用

し
て
使

用
の
許

可
の
手
続

き
を
行

う
場
合
に
あ
っ

て
は
、

同
規
則

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
も
の

と
す
る
。
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

１
０
号

〕
）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

５
年
教

委
規
則

１
０
号

〕
）
 

（
使
用
料

の
減
免

）
 

（
使
用
料

の
減
免

）
 

第
５
条
 

条
例
第

６
条
の

規
定
に

よ
り
使

用
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

使
用
許
可

申
込
書

の
提
出

と
同
時

に
、
使

用
料
減

免
申
込

書
（
様

式
第
２

号
）
を

教
育
委
員

会
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
５
条
 

条
例
第

６
条
の
規
定
に

よ
り
使

用
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

使
用
許
可

申
込
書

の
提
出
と
同
時

に
、
使

用
料
減

免
申
込

書
（
様

式
第
２

号
）
を

教
育
委
員

会
に
提

出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
使
用
料

の
返
還

）
 

（
使
用
料

の
返
還

）
 

第
６
条
 

条
例
第

８
条
の

規
定
に

よ
り
使

用
料
の

返
還
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

使
用
料
返

還
請
求

書
（
様

式
第
３

号
）
を

教
育
委

員
会
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
６
条
 

条
例
第

８
条
の
規
定
に

よ
り
使

用
料
の

返
還
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、

使
用
料
返

還
請
求

書
（
様
式
第
３

号
）
を

教
育
委

員
会
に

提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
施
設
、

設
備
、

器
具
等

の
き
損

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

（
施
設
、

設
備
、

器
具
等
の
き
損

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

第
７
条
 

テ
ニ
ス

場
の
施

設
、
設

備
、
器

具
等
を

き
損
し

、
又
は

滅
失
し

た
者
は

、
第

７
条
 

テ
ニ
ス

場
の
施
設
、
設

備
、
器

具
等
を

き
損
し

、
又
は

滅
失
し

た
者
は
、
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直
ち
に
そ

の
理
由

を
付
し

て
、
き

損
（
滅

失
）
届

（
様
式

第
４
号

）
に
よ

り
教
育

委
員
会
に

届
け
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

直
ち
に
そ

の
理
由

を
付
し
て
、
き

損
（
滅

失
）
届

（
様
式

第
４
号

）
に
よ

り
教
育

委
員
会
に

届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
指
定
管

理
者
に

管
理
を

行
わ
せ

る
施
設

の
申
込

書
等
の

様
式
）
 

（
指
定
管

理
者
に

管
理
を
行
わ
せ

る
施
設

の
申
込

書
等
の

様
式
）
 

第
８
条
 

第
３
条

第
１
項

、
第
４

条
第
１

項
及
び

前
条
に

規
定
す

る
申
込

書
等
の

様

式
は
、
指

定
管
理

者
に
管

理
を
行

わ
せ
る

施
設
に

あ
っ
て

は
、
当

該
指
定

管
理
者

が
別
に
定

め
る
。
 

第
８
条
 

第
３
条

第
１
項
、
第
４

条
第
１

項
及
び

前
条
に

規
定
す

る
申
込

書
等
の

様

式
は
、
指

定
管
理

者
に
管
理
を
行

わ
せ
る

施
設
に

あ
っ
て

は
、
当

該
指
定

管
理
者

が
別
に
定

め
る
。
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
９
条
 

こ
の
規

則
で
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
テ

ニ
ス
場

の
管
理

に
関
し

必
要
な

事

項
は
、
教

育
委
員

会
が
別

に
定
め

る
。
 

第
９
条
 

こ
の
規

則
で
定
め
る
も

の
の
ほ

か
、
テ

ニ
ス
場

の
管
理

に
関
し

必
要
な

事

項
は
、
教

育
委
員

会
が
別
に
定
め

る
。
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

（
本
条
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
８

年
教
委

規
則
４

号
〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
８

月
３
１

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
４

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
７

号
）
 

附
 
則
（

平
成
４

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
７

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
４
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
４
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
３

号
）
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
規

則
第
３

号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成

５
年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

１
 
こ
の

規
則
は

、
平
成
５
年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
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（
経
過
措

置
）
 

（
経
過
措

置
）
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の

際
現
に

改
正
前

の
教
育

委
員
会

規
則
の

規
定
に

よ
り
作

成

さ
れ
、
使

用
さ
れ

て
い
る

用
紙
に

つ
い
て

は
、
当

分
の
間

、
使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
こ
の

規
則
の

施
行
の
際
現
に

改
正
前

の
教
育

委
員
会

規
則
の

規
定
に

よ
り
作

成

さ
れ
、
使

用
さ
れ

て
い
る
用
紙
に

つ
い
て

は
、
当

分
の
間

、
使
用

す
る
こ

と
が
で

き
る
も
の

と
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
３

月
２
４

日
教
委

規
則
第

１
８
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
３

月
２
４

日
教
委

規
則
第

１
８
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
２

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
２
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

３
年
９

月
２
８

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

３
年
９

月
２
８

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
３

年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
３
年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
４
５

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
規
則

第
４
５

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
３

月
３
１

日
教
委

規
則
第

４
号
）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
１
８
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
３

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

５
年
３

月
２
９

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
６

月
３
０

日
教
委

規
則
第

１
０
号

）
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
７

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
規
則

は
、
平

成
２
７
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
、

第
４
条

関
係
）
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
、
第
４
条

関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
２

号
（
第

５
条
関

係
）
 

様
式
第
２

号
（
第

５
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
３

号
（
第

６
条
関

係
）
 

様
式
第
３

号
（
第

６
条
関
係
）
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（
略
）
 

（
略
）
 

様
式
第
４

号
（
第

７
条
関

係
）
 

様
式
第
４

号
（
第

７
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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議案第１６号 

 

 鳥取市文化財保護条例施行規則の一部改正について 

 

 

鳥取市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則案要綱 

 

 

１ 改正の目的 

  申請書等における押印廃止に伴い、鳥取市文化財保護条例施行規則の様式

の一部を改正することを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

 （１）鳥取市文化財指定申請書、鳥取市指定文化財指定書再交付申請書、鳥取

市文化財所在場所変更届、鳥取市文化財現状変更許可申請書、鳥取市文化

財修理届、鳥取市指定文化財現状変更（修理）完了届の様式について、所

有者等が押印をする欄を削ることとします。（様式第１号、第４号、第７

号、第９号、第１１号、第１２号関係） 

（２）鳥取市文化財現状変更許可書の様式について、教育長が押印をする欄を

削ることとします。（様式第１０号関係） 

 （３）その他所要の整理をすることとします。 

 

３ 施行期日 

  この規則は、令和３年４月１日から施行することとします。 

３月定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日

担当課 文化財課 
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議案第１６号 

 

鳥取市文化財保護条例施行規則の一部改正について 

 

鳥取市文化財保護条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 

令和３年３月３０日提出 

 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 

鳥取市文化財保護条例施行規則（昭和４８年教育委員会規則第７号）の一部を次の

ように改正する。 

様式第１号中「 」を削る。 

様式第４号中「 」を削る。 

様式第７号中「 」を削る。 

様式第９号中「 」を削る。 

様式第１０号中「印」を削る。 

様式第１１号中「 」を削り、「殿」を「様」に改める。 

様式第１２号中「 」を削り、「殿」を「様」に改める。 

 附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、申請書等への押印を廃止

し、その他様式の所要の整理を行うもの。 
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鳥
取
市
文

化
財
保

護
条
例

施
行
規

則
（
昭

和
４
８

年
教
育

委
員
会

規
則
第
７
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

文
化

財
保

護
条

例
施

行
規
則

 
○

鳥
取
市

文
化
財
保

護
条

例
施

行
規
則

 

昭
和
４
８

年
６
月

１
５
日
 

昭
和
４
８

年
６
月

１
５
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
７
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
７
号
 

改
正
 
平

成
元
年

 ２
月
２
１
日

教
委
規

則
第

 １
号
 

改
正
 
平

成
元
年

 ２
月
２
１
日

教
委
規

則
第

 １
号
 

平
成
１
２

年
 
３
月
２

４
日
教
委

規
則
第

１
１
号
 

平
成
１
２

年
 
３
月
２

４
日
教
委

規
則
第

１
１
号
 

令
和
３
年

 
月
 

 
日
教

委
規
則

第
 
 

号
 

 

 
 

様
式
第
１

号
中
「

 
」
を

削
る
 

様
式
第
１

号
（
第

８
条
関

係
）
 

 
（

略
）
 

様
式
第
４

号
中
「

 
」
を

削
る
 

様
式
第
４

号
（
第

１
１
条

関
係
）
 

 
（

略
）
 

様
式
第
７

号
中
「

 
」
を

削
る
 

様
式
第
７

号
（
第

１
３
条

関
係
）
 

 
（

略
）
 

様
式
第
９

号
中
「

 
」
を

削
る
 

様
式
第
９

号
（
第

１
４
条

関
係
）
 

 
（

略
）
 

様
式
第
１

０
号
中

「
印
」
を
削
る

。
 

様
式
第
１

０
号
（

第
１
４
条
関
係

）
 

 
（

略
）
 

様
式
第
１

１
号
中

「
 
」

を
削
り

、
「
殿

」
を
「

様
」
に

改
め
る

。
 

様
式
第
１

１
号
（

第
１
５
条
関
係

）
 

107



 

 
（

略
）
 

様
式
第
１

２
号
中

「
 
」

を
削
り

、
「
殿

」
を
「

様
」
に

改
め
る

。
 

様
式
第
１

２
号
（

第
１
６
条
関
係

）
 

 
（

略
）
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改
正

後
 

改
正

前
 

様
式
第
1号

(第
8条

関
係
) 

鳥
取

市
文

化
財

指
定

申
請

書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
(名

称
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
鳥
取
市
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

 
1 

文
化
財
の
種
類
 

 
2 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
3 

所
在
地
 

 
4 

所
有
者
の
氏
名
、
名
称
、
住
所
、
電
話
 

 
5 

管
理
者
の
氏
名
、
名
称
、
住
所
、
電
話
 

 
6 

文
化
財
の
現
状
 

 
7 

由
来
、
徴
証
、
伝
説
、
伝
来
、
作
者
等
 

 
8 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
9 

添
付
書
類
(図

面
、
写
真
、
資
料
) 

        

様
式
第
1号

(第
8条

関
係
) 

鳥
取

市
文

化
財

指
定

申
請

書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
(名

称
) 

 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
鳥
取
市
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

 
1 

文
化
財
の
種
類
 

 
2 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
3 

所
在
地
 

 
4 

所
有
者
の
氏
名
、
名
称
、
住
所
、
電
話
 

 
5 

管
理
者
の
氏
名
、
名
称
、
住
所
、
電
話
 

 
6 

文
化
財
の
現
状
 

 
7 

由
来
、
徴
証
、
伝
説
、
伝
来
、
作
者
等
 

 
8 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
9 

添
付
書
類
(図

面
、
写
真
、
資
料
) 
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様
式
第
4号

(第
11
条
関
係
) 

 

鳥
取
市
指
定
文
化
財
指
定
書
再
交
付
申
請
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

  
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

 

申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
下
記
の
と
お
り
鳥
取
市
文
化
財
指
定
書
を
滅
失
(き

損
、
亡
失
、
盗
難
)し

た
の
で
、
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

  
1 

文
化
財
の
名
称
、
数
量
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
 

 
3 

所
有
者
氏
名
名
称
住
所
 

 
4 

滅
失
(き

損
、
亡
失
、
盗
難
)発

見
年
月
日
、
理
由
 

 
5 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
6 

添
付
書
類
(盗

難
の
場
合
に
は
警
察
署
盗
難
届
証
明
) 

 

様
式
第
4号

(第
11
条
関
係
) 

 

鳥
取
市
指
定
文
化
財
指
定
書
再
交
付
申
請
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

  
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

 

申
請
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

  
 
下
記
の
と
お
り
鳥
取
市
文
化
財
指
定
書
を
滅
失
(き

損
、
亡
失
、
盗
難
)し

た
の
で
、
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

  
1 

文
化
財
の
名
称
、
数
量
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
 

 
3 

所
有
者
氏
名
名
称
住
所
 

 
4 

滅
失
(き

損
、
亡
失
、
盗
難
)発

見
年
月
日
、
理
由
 

 
5 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
6 

添
付
書
類
(盗

難
の
場
合
に
は
警
察
署
盗
難
届
証
明
) 
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様
式
第
7号

(第
13
条
関
係
) 

 

鳥
取

市
文

化
財

所
在

場
所

変
更

届
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

  
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
(名

称
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
下
記
の
と
お
り
所
在
場
所
を
変
更
し
た
い
の
で
、
届
け
ま
す
。
 

 

記
 

  
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
 

 
3 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
4 

旧
所
在
場
所
 

 
5 

新
所
在
場
所
 

 
6 

変
更
の
年
月
日
 

 
7 

変
更
の
理
由
 

 
8 

変
更
前
の
所
在
場
所
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
そ
の
時
期
 

 
9 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

様
式
第
7号

(第
13
条
関
係
) 

 

鳥
取

市
文

化
財

所
在

場
所

変
更

届
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

  
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
(名

称
) 

 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

  
 
下
記
の
と
お
り
所
在
場
所
を
変
更
し
た
い
の
で
、
届
け
ま
す
。
 

 

記
 

  
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
 

 
3 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
4 

旧
所
在
場
所
 

 
5 

新
所
在
場
所
 

 
6 

変
更
の
年
月
日
 

 
7 

変
更
の
理
由
 

 
8 

変
更
前
の
所
在
場
所
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
そ
の
時
期
 

 
9 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
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様
式
第
9号

(第
14
条
関
係
) 

鳥
取
市
文
化
財
現
状
変
更
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
氏
名
(名

称
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
、
現
状
変
更
の
許
可
を
申
請
し
ま
す
。
 記
 

 
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
 

 
3 

文
化
財
の
所
在
地
 

 
4 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
5 

変
更
の
理
由
 

 
6 

変
更
の
内
容
と
実
施
の
方
法
 

 
7 

施
行
の
予
定
期
間
 

 
8 

施
行
予
定
者
の
氏
名
(名

称
)住

所
及
び
略
歴
 

 
9 

変
更
に
要
す
る
経
費
 

 
10
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
(注

) 

 
 
1 

施
行
仕
様
書
、
設
計
書
及
び
見
積
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 

2 
変
更
し
よ
う
と
す
る
部
分
(地

域
)の

「
キ
ャ
ビ
ネ
」
型
以
上
の
写
真
(変

更
箇
所
を
表
示
す
る
こ
と

)を
添
付
す
る

こ
と
。
 

 
 
3 

史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
の
場
合
に
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
地
域
及
び
地
ぼ
う
を
表
し
た
実
測
図
(地

番
を
記

し
た
変
更
箇
所
を
表
示
す
る
こ
と
)を

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
4 

所
有
者
が
申
請
す
る
場
合
に
は
、
第
4号

の
事
項
に
つ
い
て
は
記
載
の
必
要
は
な
い
こ
と
。
 

様
式
第
9号

(第
14
条
関
係
) 

鳥
取
市
文
化
財
現
状
変
更
許
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
氏
名
(名

称
) 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
、
現
状
変
更
の
許
可
を
申
請
し
ま
す
。
 記
 

 
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
及
び
指
定
年
月
日
 

 
3 

文
化
財
の
所
在
地
 

 
4 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
5 

変
更
の
理
由
 

 
6 

変
更
の
内
容
と
実
施
の
方
法
 

 
7 

施
行
の
予
定
期
間
 

 
8 

施
行
予
定
者
の
氏
名
(名

称
)住

所
及
び
略
歴
 

 
9 

変
更
に
要
す
る
経
費
 

 
10
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
(注

) 

 
 
1 

施
行
仕
様
書
、
設
計
書
及
び
見
積
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 

2 
変
更
し
よ
う
と
す
る
部
分
(地

域
)の

「
キ
ャ
ビ
ネ
」
型
以
上
の
写
真
(変

更
箇
所
を
表
示
す
る
こ
と

)を
添
付
す
る

こ
と
。
 

 
 
3 

史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
の
場
合
に
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
地
域
及
び
地
ぼ
う
を
表
し
た
実
測
図
(地

番
を
記

し
た
変
更
箇
所
を
表
示
す
る
こ
と
)を

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
4 

所
有
者
が
申
請
す
る
場
合
に
は
、
第
4号

の
事
項
に
つ
い
て
は
記
載
の
必
要
は
な
い
こ
と
。
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様
式
第
10
号
(第

14
条
関
係
) 

受
 
第
 
 
号
 
 
 

鳥
取

市
文

化
財

現
状

変
更

許
可

書
 

申
請
者
 
 
 
 
 
様
 
 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

申
請

の
あ
っ

た
 

 
 

 
 

の
現

状
変

更
(
 

 
 

 
 

)
を
鳥

取
市

文
化

財
保

護
条
例
(昭

和
48
年
鳥
取
市
条
例
第
2号

)の
規
定
に
よ
り
許
可
し
ま
す
。
た
だ
し
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
鳥
取
市
教
育

委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
育
長
 
 

                 

様
式
第
10
号
(第

14
条
関
係
) 

受
 
第
 
 
号
 
 
 

鳥
取

市
文

化
財

現
状

変
更

許
可

書
 

申
請
者
 
 
 
 
 
様
 
 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日
付

け
で

申
請

の
あ
っ

た
 

 
 

 
 

の
現

状
変

更
(
 

 
 

 
 

)
を
鳥

取
市

文
化

財
保

護
条
例
(昭

和
48
年
鳥
取
市
条
例
第
2号

)の
規
定
に
よ
り
許
可
し
ま
す
。
た
だ
し
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
鳥
取
市
教
育

委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
育
長
 
 
 
 
 
 
 
印
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様
式
第
11
号
(第

15
条
関
係
) 

鳥
取

市
文

化
財

修
理

届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
様
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
(名

称
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
修
理
を
し
た
い
の
で
、
届
け
ま
す
。
 

記
 

 
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
及
び
番
号
 

 
3 

文
化
財
の
所
在
地
 

 
4 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
5 

修
理
を
要
す
る
理
由
 

 
6 

修
理
の
内
容
と
実
施
の
方
法
 

 
7 

施
行
の
予
定
期
間
 

 
8 

施
行
予
定
者
の
氏
名
(名

称
)住

所
及
び
略
歴
 

 
9 

修
理
に
要
す
る
経
費
 

 
10
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
(注

) 

 
 
1 

施
行
仕
様
書
設
計
書
及
び
見
積
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 

2 
修
理
し
よ
う
と
す
る
部
分
(地

域
)の

「
キ
ャ
ビ
ネ
」
型
以
上
の
写
真
(修

理
箇
所
を
表
示
す
る
こ
と

)を
添
付
す
る

こ
と
。
 

 
 
3 

史
跡
、
名
勝
の
場
合
に
は
、
修
理
し
よ
う
と
す
る
地
域
及
び
地
ぼ
う
を
表
し
た
、
実
測
図
(地

番
を
記
し
た
修
理
箇

所
を
表
示
す
る
こ
と
)を

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
4 

所
有
者
が
修
理
す
る
場
合
に
は
、
第
4号

の
事
項
に
つ
い
て
は
記
載
の
必
要
は
な
い
こ
と
。
 

様
式
第
11
号
(第

15
条
関
係
) 

鳥
取

市
文

化
財

修
理

届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
殿
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
(名

称
) 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
修
理
を
し
た
い
の
で
、
届
け
ま
す
。
 

記
 

 
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
及
び
番
号
 

 
3 

文
化
財
の
所
在
地
 

 
4 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
5 

修
理
を
要
す
る
理
由
 

 
6 

修
理
の
内
容
と
実
施
の
方
法
 

 
7 

施
行
の
予
定
期
間
 

 
8 

施
行
予
定
者
の
氏
名
(名

称
)住

所
及
び
略
歴
 

 
9 

修
理
に
要
す
る
経
費
 

 
10
 
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 
(注

) 

 
 
1 

施
行
仕
様
書
設
計
書
及
び
見
積
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 

2 
修
理
し
よ
う
と
す
る
部
分
(地

域
)の

「
キ
ャ
ビ
ネ
」
型
以
上
の
写
真
(修

理
箇
所
を
表
示
す
る
こ
と

)を
添
付
す
る

こ
と
。
 

 
 
3 

史
跡
、
名
勝
の
場
合
に
は
、
修
理
し
よ
う
と
す
る
地
域
及
び
地
ぼ
う
を
表
し
た
、
実
測
図
(地

番
を
記
し
た
修
理
箇

所
を
表
示
す
る
こ
と
)を

添
付
す
る
こ
と
。
 

 
 
4 

所
有
者
が
修
理
す
る
場
合
に
は
、
第
4号

の
事
項
に
つ
い
て
は
記
載
の
必
要
は
な
い
こ
と
。
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様
式
第
12
号
(第

16
条
関
係
) 

鳥
取
市
指
定
文
化
財
現
状
変
更
(修

理
)完

了
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
 
 
 
 
様
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氏
名
(名

称
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
現
状
変
更
(修

理
)が

完
了
し
た
の
で
、
届
け
ま
す
。
 

記
 

  
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
 

 
3 

文
化
財
の
所
在
地
 

 
4 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
5 

現
状
変
更
(修

理
)着

手
年
月
日
 

 
6 

現
状
変
更
(修

理
)完

了
年
月
日
 

 
7 

現
状
変
更
(修

理
)の

経
過
 

 
8 

施
行
者
氏
名
(名

称
)住

所
 

 
9 

変
更
修
理
に
要
し
た
経
費
 

 
10
 
添
付
書
類
(写

真
・
図
面
等
) 

 

様
式
第
12
号
(第

16
条
関
係
) 

鳥
取
市
指
定
文
化
財
現
状
変
更
(修

理
)完

了
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
鳥
取
市
教
育
委
員
会
 
 
 
 
 
殿
 

所
有
者
(管

理
者
)住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 氏
名
(名

称
) 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
 

 
 
下
記
の
と
お
り
現
状
変
更
(修

理
)が

完
了
し
た
の
で
、
届
け
ま
す
。
 

記
 

  
1 

文
化
財
の
名
称
及
び
員
数
 

 
2 

指
定
書
の
記
号
番
号
 

 
3 

文
化
財
の
所
在
地
 

 
4 

所
有
者
(管

理
者
)の

氏
名
(名

称
)及

び
住
所
 

 
5 

現
状
変
更
(修

理
)着

手
年
月
日
 

 
6 

現
状
変
更
(修

理
)完

了
年
月
日
 

 
7 

現
状
変
更
(修

理
)の

経
過
 

 
8 

施
行
者
氏
名
(名

称
)住

所
 

 
9 

変
更
修
理
に
要
し
た
経
費
 

 
10
 
添
付
書
類
(写

真
・
図
面
等
) 
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議案第１７号 
 

 取市歴史 俗資料館の設置及び管理に関する条例施 規則の 部改正
について 

 
１．経緯 
  取市歴史 俗資料館のうち、⽤瀬郷⼟歴史館の⼊館者対応は隣接する⽤瀬
図書館に依頼しています。令和３年４⽉の⽤瀬図書館移転により、⼊館者対応を
教育委員会事務局⽤瀬町分室が⾏うことになることから、休館⽇及び開館時間
を変更するものです。併せて、河原歴史 俗資料館及び佐治歴史 俗資料館につ
いても休館⽇の変更を⾏います。 

また、観覧料を廃⽌することに伴い関係条項を整理するとともに、資料撮影許
可申請書及びき損（滅失）届の様式に求めている押印を廃⽌することとします。 
 
２．⽤瀬郷⼟歴史館曜⽇別利⽤状況 

年度 ⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ 合計 
H28 3 4 0 1 1 2 0 11
H29 1 7 0 1 1 0 0 10
H30 1 0 0 4 24 1 0 30
R１ 1 1 0 28 2 0 3 35

 
３．旧⽤瀬図書館 
 移転により図書館としての⽤途が廃⽌される旧⽤瀬図書館の建物については、
⽤瀬郷⼟歴史館と⼀体として⽂化財課が管理し、⽂化財関連資料の倉庫として
利⽤します。 

３⽉定例教育委員会資料 
年⽉⽇ 令和 3 年３⽉ 30 ⽇
担当課 ⽂化財課 
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 取市歴史 俗資料館の設置及び管理に関する条例施⾏規則の⼀部を改
正する規則案要綱 

 
１ 改正の⽬的 
 ⿃取市歴史 俗資料館の休館 及び開館時間の変更、観覧料の廃⽌及び申請
書等への押印廃⽌のため、規則の⼀部を改正することを⽬的とします。 
 
２ 改正の内容 
 （１） 取市歴史 俗資料館の休館⽇及び開館時間を変更します。（第２条関

係） 
（２） 取市歴史 俗資料館観覧料に関する条項を削ります。（第 3 条、第 4

条関係） 
（３）様式第 3 号、第 4 号、第 5 号中「 」を削ります。 

 （４）その他所要の整理をすることとします。 
 
３ 施⾏期⽇ 
 この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
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議案第１７号  

 

鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正 

について 

鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改

正する。 

令和３年３月３０日提出 

 

鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改 

正する規則 

 

鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表鳥取市河原歴史民俗資料館の項中「月曜日（その日が国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）であ

る場合は、その直後の休日でない日）」を「国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日」に改め、鳥取市用瀬郷土歴史館の項休館日の欄及び  

開館時間の欄を次のように改める。 

鳥取市の休日を定める条例（平成元年鳥取市条例

第２号）に規定する休日 

午前９時から午後５時まで 

鳥取市佐治歴史民俗資料館の項休館日の欄を次のように改める。 
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鳥取市の休日を定める条例（平成元年鳥取市条例

第２号）に規定する休日 

第３条及び第４条を削る。 

第５条第１項中「第６条第１項第４号」を「第４条第１項第４号」に、「様式第３

号」を「様式第１号」に改め、同条第２項中「様式第４号」を「様式第２号」に改め、

同条を第３条とする。 

第６条中「様式第５号」を「様式第３号」に改め、同条を第４条とし、第７条を第

５条とする。 

様式第１号及び様式第２号を削る。 

様式第３号中「 」を削り、同様式を様式第１号とする。 

様式第４号中「 」を削り、同様式を様式第２号とする。 

様式第５号中「 」を削り、「第７条」を「第５条」に改め、同様式を様式第３号

とする。 

 附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 鳥取市歴史民俗資料館の休館日及び開館時間を変更すること並びに観覧料を廃止す

ることにより所要の改正を行うもの。 
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鳥
取
市
歴

史
民
俗

資
料
館

の
設
置

及
び
管

理
に
関

す
る
条

例
施
行

規
則
（

平
成
１

６
年
教

育
委
員

会
規
則

第
８
号

）
新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

歴
史

民
俗

資
料

館
の

設
置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施
行

規
則

 
○

鳥
取
市

歴
史

民
俗

資
料

館
の

設
置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施
行

規
則

 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
８
号
 

改
正
 
令

和
３
年

 
月
 

 
日
規

則
第
 

号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
規
則

第
８
号
 

 
 

（
目
的

）
 

第
１
条
（

略
）
 

第
１
条
（

略
）
 

 
（
休
館

日
及
び

開
館
時

間
）
 

 
（
休
館

日
及
び

開
館
時
間
）
 

第
２
条
 

鳥
取
市

歴
史
民

俗
資
料

館
（
以

下
「
資

料
館
」

と
い
う

。
）
の

休
館
日

及

び
開
館
時

間
は
、

次
の
と

お
り
と

す
る
。

た
だ
し

、
鳥
取

市
教
育

委
員
会

が
（
以

下
「
教
育

委
員
会

」
と
い

う
。
）

が
必
要

と
認
め

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変

更
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

第
２
条
 

鳥
取
市

歴
史
民
俗
資
料

館
（

以
下
「
資

料
館

」
と
い
う

。
）
の

休
館
日

及
び

開
館
時
間

は
、
次
の

と
お
り

と
す

る
。
た
だ

し
、
鳥

取
市
教

育
委

員
会
が
（

以
下
「

教

育
委
員
会
」
と
い
う

。
）
が
必
要

と
認
め

た
と
き

は
、
こ

れ
を
変

更
す
る

こ
と
が

で

き
る
。
 

施
設
の
名

称
 

休
館
日
 

開
館
時
間
 

鳥
取
市
河

原
歴
史

民
俗

資
料
館
 

ア
 
国
民

の
祝
日

に
関

す
る
法
律
（
昭
和

2
3年

法
律
第

17
8号

）
に
規

定
す
る
休

日
 

   

午
前
9
時
か
ら

午
後

5時

ま
で
 

施
設
の
名

称
 

休
館
日
 

開
館
時
間
 

鳥
取
市
河

原
歴
史

民
俗

資
料
館
 

ア
 
月
曜

日
（
そ

の
日
が

国
民
の
祝

日
に
関

す

る
法
律
（

昭
和

23
年
法

律
第
1
7
8号

）
に
規
定

す
る
休
日
（

以
下
「
休

日
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
場
合
は

、
そ
の

直
後

午
前
9
時
か
ら

午
後

5時

ま
で
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 イ
 
1
2月

2
9日

か
ら
翌

年
の
1
月
3
日
ま
で

の

日
（
ア
に

掲
げ
る

日
を

除
く
。
）
 

鳥
取
市
用

瀬
郷
土

歴
史

館
 

鳥
取
市
の

休
日
を

定
め

る
条
例
（

平
成
元

年
鳥
取

市
条
例
第

２
号
）
に
規
定

す
る
休
日
 

午
前
9
時
か
ら

午
後

5時

ま
で
 

鳥
取
市
佐

治
歴
史

民
俗

資
料
館
 

鳥
取
市
の

休
日
を

定
め

る
条
例
（

平
成
元

年
鳥
取

市
条
例
第

２
号
）
に
規
定

す
る
休
日
 

午
前
9
時
か
ら

午
後

5時

ま
で
 

 

の
休
日
で

な
い
日

）
 

イ
 
1
2月

2
9日

か
ら
翌

年
の
1
月
3
日
ま
で

の

日
（
ア
に

掲
げ
る

日
を

除
く
。
）
 

鳥
取
市
用

瀬
郷
土

歴
史

館
 

ア
 
休
日
（
5
月
3
日
か
ら

同
月
5
日
ま
で

の
日
を

除
く
。
）

の
翌
日
 

イ
 
火
曜

日
（
そ

の
日
が

ア
に
掲
げ

る
日
又

は
5

月
8日

で
あ
る

場
合

は
、
そ
の

翌
日
）
 

ウ
 
5
月
6
日
か
ら

同
月

8

日
ま
で
の

日
及
び

1
2

月
2
9日

か
ら
翌
年

の
1

月
3日

ま
で
の

日
（
ア

及
び
イ
に

掲
げ
る

日

を
除
く
。

）
 

午
前
1
0時

か
ら
午

後
6
時

ま
で
 

鳥
取
市
佐

治
歴
史

民
俗

資
料
館
 

ア
 
月
曜

日
（
そ

の
日
が

休
日
で
あ

る
場
合

は
、

そ
の
直
後

の
休
日

で

な
い
日
）
 

イ
 
1
2月

2
9日

か
ら
翌

午
前
9
時
か
ら

午
後

5時

ま
で
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年
の
1
月
3
日
ま
で

の

日
（
ア
に

掲
げ
る

日
を

除
く
。
）
 

 

 
 

（
入
館

券
の
交

付
）
 

（
削
る
）
 

第
３
条
 

教
育
委

員
会
は
、
条
例

第
３
条

の
規
定

に
よ
り

資
料
館

に
入
館

し
よ
う

と
す

る
者
に
対

し
、
入

館
券
（
様
式
第

１
号
）

を
交
付

す
る
。
 

 
 

（
観
覧

料
の
減

免
）
 

（
削
る
）
 

第
４
条
 

条
例
第

５
条
の
規
定
に

よ
り
観

覧
料
の

減
免
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は
、
あ

ら
か
じ
め

歴
史
民

俗
資
料
館
観
覧

料
減
免

申
請
書
（
様

式
第
２
号

）
を

教
育
委

員
会

に
提
出
し

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 
（
資
料

の
撮
影

等
の
許

可
等
）
 

（
資
料
の

撮
影
等

の
許
可

等
）
 

第
３
条
 

条
例
第

４
条
第

１
項
第

４
号
の

規
定
に

よ
り
、

資
料
館

の
資
料

の
模
写

又

は
撮
影
の

許
可
を

受
け
よ

う
と
す

る
者
は

、
歴
史

民
俗
資

料
館
資

料
模
写

等
許
可

申
請
書
（

様
式
第

１
号
）

を
教
育

委
員
会

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
教
育

委
員
会

は
、
前

項
の
許

可
を
し

た
と
き

は
、
歴

史
民
俗

資
料
館

資
料
模

写

等
許
可
書

（
様
式

第
２
号

）
を
交

付
す
る

も
の
と

す
る
。
 

第
５
条
 

条
例
第

６
条
第
１
項
第

４
号
の

規
定
に

よ
り
、
資

料
館

の
資
料

の
模
写

又
は

撮
影
の
許

可
を
受

け
よ
う
と
す
る

者
は
、
歴

史
民
俗

資
料
館

資
料

模
写
等

許
可
申

請

書
（
様
式

第
３
号

）
を
教

育
委
員

会
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
教
育

委
員
会

は
、
前
項
の
許

可
を
し

た
と
き

は
、
歴
史
民
俗

資
料
館

資
料
模

写
等

許
可
書
（

様
式
第
４
号
）
を
交
付

す
る
も

の
と
す

る
。
 

（
施
設
、

設
備
、

資
料
等

の
き
損

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

（
施
設
、

設
備
、

資
料
等
の
き
損

又
は
滅

失
の
届

出
）
 

第
４
条
 

資
料
館

の
施
設

、
設
備

、
資
料

等
を
き

損
し
、

又
は
滅

失
し
た

者
は
、

直

ち
に
そ
の

理
由
を

付
し
て

、
き
損

（
滅
失

）
届
（

様
式
第
３
号
）

に
よ
り

教
育
委

員
会
に
届

け
出
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

第
６
条
 

資
料
館

の
施
設

、
設
備
、
資
料
等

を
き
損

し
、
又

は
滅

失
し
た

者
は
、
直

ち

に
そ
の
理

由
を
付

し
て

、
き
損
（

滅
失

）
届
（

様
式
第
５
号

）
に

よ
り
教

育
委
員

会

に
届
け
出

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
５
条
 

こ
の
規

則
で
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
資

料
館
の

管
理
に

関
し
必

要
な
事

項
第

７
条
 

こ
の
規

則
で
定

め
る
も

の
の
ほ

か
、
資

料
館
の

管
理
に

関
し
必

要
な
事

項
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は
、
教
育

委
員
会

が
別
に

定
め
る

。
 

は
、
教
育

委
員
会

が
別
に
定
め
る

。
 

附
 
則
 

略
 

附
 
則
（

令
和
３

年
 
月

 
日
教

委
規
則

第
 
 

号
）
 

こ
の
規
則

は
、
令

和
３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
 

略
 

（
削
る
）
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関
係
）
 

（
削
る
）
 

様
式
第
２

号
（
第

４
条
関
係
）
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関

係
）
 

「
 
」

を
削
る
 

様
式
第
３

号
（
第

５
条
関
係
）
 
 

様
式
第
２

号
（
第

３
条
関

係
）
 

「
 
」

を
削
る
 

様
式
第
４

号
（
第

５
条
関
係
）
 
 

様
式
第
３

号
（
第

４
条
関

係
）
 

「
 
」

を
削
る
 

様
式
第
５

号
（
第

６
条
関
係
）
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改
正

後
 

改
正

前
 

（
削

る
）

 
様

式
第

1号
(第

3条
関

係
) 

  
(表

⾯
) 

 

⼊
館

券
控

 

 ￥
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

⼊
館

券
(当

⽇
使

⽤
) 

 
 

 
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 

 
 

 
 

 
 

￥
 

 
 

 
 

 

  
(裏

⾯
) 

 

1 
こ

の
券

が
使

え
る

の
は

、
本

⽇
だ

け
で

す
。

 

2 
利

⽤
の

⼼
得

や
係

員
の

指
⽰

を
必

ず
守

っ
て

く
だ

さ
い

。
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（
削

る
）

 
様

式
第

2号
(第

4条
関

係
) 

 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

歴
史

 
俗

資
料

館
観

覧
料

減
免

申
請

書
 

   
 

⿃
取

市
教

育
委

員
会

 
様

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

請
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連

絡
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

取
市

歴
史

 
俗

資
料

館
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
5条

の
規

定
に

よ
り

、歴
史

 
俗

資
料

館
の

観
覧

料
の

減

免
を

申
請

し
ま

す
。

 

 

使
⽤

す
る

施
設

名
 

 

⼊
館

年
⽉

⽇
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

⽉
 

 
 

⽇
 

⼊
館

時
間

 
 

 
 

 
 

 
 

時
 

 
 

 
 

 
 

時
 

使
⽤

⽬
的

 
⾏

事
の

名
称

 
 

⾏
事

の
内

容
 

 

観
覧

料
の

額
 

円
 

※
減

免
決

定
額

 
円

 

減
免

理
由

 
 

備
考

 
 

※
印

欄
は

、
記

⼊
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。
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 様
式

第
1号

(第
3条

関
係

) 

 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

歴
史

 
俗

資
料

館
資

料
模

写
等

許
可

申
請

書
 

   
 

 
⿃

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

請
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連

絡
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
歴

史
 

俗
資

料
館

の
資

料
を

模
写

(撮
影

)し
た

い
の

で
、

次
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

 

使
⽤

す
る

施
設

名
 

 
 

模
写

(撮
影

)
の

⽬
的

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

資
料

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

⽅
法

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

期
間

 

 
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

⽇
間

 

  
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
ま

で
 

 
 

 
 

時
間

 

備
考

 
 

 

様
式

第
3号

(第
5条

関
係

) 

 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

歴
史

 
俗

資
料

館
資

料
模

写
等

許
可

申
請

書
 

   
 

 
⿃

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

請
者

 
住

所
 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連

絡
先

 

  
歴

史
 

俗
資

料
館

の
資

料
を

模
写

(撮
影

)し
た

い
の

で
、

次
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

 

使
⽤

す
る

施
設

名
 

 
 

模
写

(撮
影

)
の

⽬
的

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

資
料

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

⽅
法

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

期
間

 

 
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

⽇
間

 

  
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
ま

で
 

 
 

 
 

時
間

 

備
考
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様
式

第
２

号
(第

３
条

関
係

) 

 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

歴
史

 
俗

資
料

館
資

料
模

写
等

許
可

書
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

  

⿃
取

市
教

育
委

員
会

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

年
 

 
⽉

 
 

 
付

け
で

申
請

の
あ

っ
た

歴
史

 
俗

資
料

館
資

料
の

模
写

(撮
影

)に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
許

可
し

ま
す

。
 

 

使
⽤

す
る

施
設

名
 

 
 

模
写

(撮
影

)
の

⽬
的

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

資
料

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

⽅
法

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

期
間

 

 
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

⽇
間

 

  
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
ま

で
 

 
 

 
 

時
間

 

備
考

 
 

 

 

様
式

第
4号

(第
5条

関
係

) 

 

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

歴
史

 
俗

資
料

館
資

料
模

写
等

許
可

書
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

  

⿃
取

市
教

育
委

員
会

 
 

 
 

印
 

 
 

  
 

 
 

年
 

 
⽉

 
 

 
付

け
で

申
請

の
あ

っ
た

歴
史

 
俗

資
料

館
資

料
の

模
写

(撮
影

)に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
許

可
し

ま
す

。
 

 

使
⽤

す
る

施
設

名
 

 
 

模
写

(撮
影

)
の

⽬
的

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

資
料

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

⽅
法

 
 

 

模
写

(撮
影

)
の

期
間

 

 
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

⽇
間

 

  
 

 
年

 
 

⽉
 

 
⽇

 
 

時
ま

で
 

 
 

 
 

時
間

 

備
考
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様
式

第
３

号
(第

４
条

関
係

) 

  

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

き
損

(滅
失

)届
 

   
 

 
⿃

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽒
名

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
連

絡
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
次

の
と

お
り

、
き

損
(滅

失
)し

た
の

で
届

け
ま

す
。

こ
の

損
害

に
つ

い
て

は
、

 
取

市
歴

史
 

俗
資

料
館

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
5条

の
規

定
に

よ
り

、
指

⽰
さ

れ
た

⽅
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

 

き
損

(滅
失

)
し

た
と

き
 

き
損

(滅
失

)

箇
所

(物
件

) 
数

量
 

き
損

(滅
失

)
の

理
由

及
び

内
容

⼜
は

程
度

 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式

第
5号

(第
6条

関
係

) 

  

年
 

 
⽉

 
 

⽇
 

  

き
損

(滅
失

)届
 

   
 

 
⿃

取
市

教
育

委
員

会
 

様
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
届

出
者

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⽒
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連

絡
先

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
次

の
と

お
り

、
き

損
(滅

失
)し

た
の

で
届

け
ま

す
。

こ
の

損
害

に
つ

い
て

は
、

 
取

市
歴

史
 

俗
資

料
館

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
7条

の
規

定
に

よ
り

、
指

⽰
さ

れ
た

⽅
法

に
よ

り
賠

償
し

ま
す

。
 

 

き
損

(滅
失

)
し

た
と

き
 

き
損

(滅
失

)

箇
所

(物
件

) 
数

量
 

き
損

(滅
失

)
の

理
由

及
び

内
容

⼜
は

程
度

 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

年
 

⽉
 

⽇
 

時
 

分
 

 
 

 
 

 
 

 

 

128



議案第１８号 
 

⿃取市教育委員会事務決裁規程の⼀部を改正する訓令案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  教育機関である⿃取市教育センターを廃⽌し、新たに⿃取市総合教育セン

ターを設置することに伴い、所要の整理を⾏うものです。 
 
２ 改正の内容   
（１）所要の整備を⾏います。（第７条関係） 
 
３ 施⾏時期等   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第１８号 

  鳥取市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

 鳥取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 鳥取市教育委員会事務決裁規程（昭和４７年鳥取市教育委員会訓令第７号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第５項を削る。 

附 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 組織改編によるものである。  
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鳥
取
市
教

育
委
員

会
事
務

決
裁
規

程
（
昭

和
４
７

年
教
育

委
員
会

訓
令
第
７
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

教
育

委
員

会
事

務
決

裁
規
程

 
○

鳥
取
市

教
育
委
員

会
事

務
決

裁
規
程

 

昭
和
４
７

年
６
月

１
０
日
 

昭
和
４
７

年
６
月

１
０
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
訓
令

第
７
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
訓
令

第
７
号
 

改
正
 
昭

和
４
８

年
 
４
月

 ２
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

改
正
 
昭

和
４
８

年
 
４
月

 ２
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

昭
和
５
０

年
 
５
月

 ７
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

昭
和
５
０

年
 
５
月

 ７
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

昭
和
５
２

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

昭
和
５
２

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

昭
和
５
６

年
 
１
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

昭
和
５
６

年
 
１
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

昭
和
５
７

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
４

号
 

昭
和
５
７

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
４

号
 

昭
和
５
９

年
 
３
月
１

６
日
教
委

訓
令
第

５
号
 

昭
和
５
９

年
 
３
月
１

６
日
教
委

訓
令
第

５
号
 

昭
和
６
１

年
 
７
月
２

５
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

昭
和
６
１

年
 
７
月
２

５
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

昭
和
６
２

年
 
４
月
２

３
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

昭
和
６
２

年
 
４
月
２

３
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
元
年

 ４
月
１
１

日
教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
元
年

 ４
月
１
１

日
教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
 
３
年

 ４
月

１
９
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
 
３
年

 ４
月

１
９
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
 
５
年

 ３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
５
年

 ３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
５
年
１

０
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
 
５
年
１

０
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
 
９
年

 ３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
９
年

 ３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
１
０

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
０

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
０

年
 
７
月

 １
日

教
委
訓

令
第
６

号
 

平
成
１
０

年
 
７
月

 １
日

教
委
訓

令
第
６

号
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平
成
１
１

年
１
０

月
 
１
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
１

年
１
０

月
 
１
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
２

年
 
３
月
２

４
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
１
２

年
 
３
月
２

４
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
１
２

年
 
４
月
２

８
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
２

年
 
４
月
２

８
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
２

年
 
９
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
２

年
 
９
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
４

年
 
７
月
２

６
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
４

年
 
７
月
２

６
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
４

年
 
８
月
２

３
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
４

年
 
８
月
２

３
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
５

年
 
３
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
５

年
 
３
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
５

年
 
５
月
２

２
日
教
委

訓
令
第

６
号
 

平
成
１
５

年
 
５
月
２

２
日
教
委

訓
令
第

６
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

７
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

７
号
 

平
成
１
７

年
 
３
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
１
７

年
 
３
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
１
７

年
 
４
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
１
７

年
 
４
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
１
８

年
 
８
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

６
号
 

平
成
１
８

年
 
８
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

６
号
 

平
成
１
９

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
１
９

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
１
９

年
 
６
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
９

年
 
６
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
２
０

年
 
３
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
２
０

年
 
３
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

１
号
 

平
成
２
２

年
 
４
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
２
２

年
 
４
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
２
２

年
 
６
月
２

８
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
２
２

年
 
６
月
２

８
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
２
３

年
９
月

１
日
教

委
訓
令

第
１
号
 

平
成
２
３

年
９
月

１
日
教

委
訓
令

第
１
号
 

平
成
２
６

年
４
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
２
６

年
４
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
２
７

年
６
月

１
日
教

委
訓
令

第
３
号
 

平
成
２
７

年
６
月

１
日
教

委
訓
令

第
３
号
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平
成
２
９

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
２
９

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
２
９

年
１
１

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
２
９

年
１
１

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
３
０

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

令
和
２
年

３
月
３

１
日
教

委
訓
令

第
２
号
 

令
和
２
年

３
月
３

１
日
教

委
訓
令

第
２
号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 

こ
の
規

程
は
、

教
育
長

の
権
限

に
属
す

る
事
務

の
決
裁

に
つ
い

て
必
要

な

事
項
を
定

め
、
も

っ
て
事

務
処
理

の
能
率

化
及
び

責
任
の

所
在
の

明
確
化

を
図
る

こ
と
を
目

的
と
す

る
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

程
は
、
教
育
長

の
権
限

に
属
す

る
事
務

の
決
裁

に
つ
い

て
必
要

な

事
項
を
定

め
、
も

っ
て
事
務
処
理

の
能
率

化
及
び

責
任
の

所
在
の

明
確
化

を
図
る

こ
と
を
目

的
と
す

る
。
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 

こ
の
規

程
に
お

い
て
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
用

語
の
意

義
は
、

そ
れ
ぞ

れ

当
該
各
号

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

第
２
条
 

こ
の
規

程
に
お
い
て
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
用

語
の
意

義
は
、

そ
れ
ぞ

れ

当
該
各
号

に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

（
１
）
 

決
裁
 

事
務
の

処
理
に

つ
い
て

、
終

的
に
意

志
を
決

定
す
る

こ
と
を

い
う
。
 

（
１
）
 

決
裁
 

事
務
の
処
理
に

つ
い
て

、
終

的
に
意

志
を
決

定
す
る

こ
と
を

い
う
。
 

（
２
）
 

専
決
 

常
時
教

育
長
に

代
わ
っ

て
決
裁

す
る
こ

と
を
い

う
。
 

（
２
）
 

専
決
 

常
時
教
育
長
に

代
わ
っ

て
決
裁

す
る
こ

と
を
い

う
。
 

（
３
）
 

専
決
権

者
 
専

決
す
る

こ
と
が

で
き
る

者
を
い

う
。
 

（
３
）
 

専
決
権

者
 
専
決
す
る

こ
と
が

で
き
る

者
を
い

う
。
 

（
４
）
 

正
当
決

裁
権
者

 
教
育

長
又
は

専
決
権

者
を
い

う
。
 

（
４
）
 

正
当
決

裁
権
者
 
教
育

長
又
は

専
決
権

者
を
い

う
。
 

（
５
）
 

代
決
 

正
当
決

裁
権
者

が
不
在

の
場
合

に
正
当

決
裁
権

者
に
代

わ
っ
て

決
裁
す
る

こ
と
を

い
う
。
 

（
５
）
 

代
決
 

正
当
決
裁
権
者

が
不
在

の
場
合

に
正
当

決
裁
権

者
に
代

わ
っ
て

決
裁
す
る

こ
と
を

い
う
。
 

（
６
）
 

代
決
権

者
 
代

決
す
る

こ
と
が

で
き
る

者
を
い

う
。
 

（
６
）
 

代
決
権

者
 
代
決
す
る

こ
と
が

で
き
る

者
を
い

う
。
 

（
７
）
 

不
在
 

出
張
、

休
暇
そ

の
他
の

事
由
に

よ
り
決

裁
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
状
態
を

い
う
。
 

（
７
）
 

不
在
 

出
張
、
休
暇
そ

の
他
の

事
由
に

よ
り
決

裁
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
状
態
を

い
う
。
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（
類
推
に

よ
る
専

決
）
 

（
類
推
に

よ
る
専

決
）
 

第
３
条
 

こ
の
規

程
に
専

決
事
項

と
し
て

定
め
ら

れ
て
い

な
い
事

項
で
あ

っ
て
も

、

事
務
の
内

容
に
よ

り
専
決

す
る
こ

と
が
適

当
で
あ

る
と
類

推
で
き

る
も
の

に
つ
い

て
は
、
こ

の
規
程

に
準
じ

て
専
決

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

第
３
条
 

こ
の
規

程
に
専
決
事
項

と
し
て

定
め
ら

れ
て
い

な
い
事

項
で
あ

っ
て
も

、

事
務
の
内

容
に
よ

り
専
決
す
る
こ

と
が
適

当
で
あ

る
と
類

推
で
き

る
も
の

に
つ
い

て
は
、
こ

の
規
程

に
準
じ
て
専
決

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
 

（
重
要
事

項
等
の

専
決
の

留
保
）
 

（
重
要
事

項
等
の

専
決
の
留
保
）
 

第
４
条
 

こ
の
規

程
に
定

め
る
専

決
事
項

で
あ
っ

て
も
次

の
各
号

の
い
ず

れ
か
に

該

当
す
る
と

き
は
、

上
司
の

決
裁
を

受
け
て

処
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
４
条
 

こ
の
規

程
に
定
め
る
専

決
事
項

で
あ
っ

て
も
次

の
各
号

の
い
ず

れ
か
に

該

当
す
る
と

き
は
、

上
司
の
決
裁
を

受
け
て

処
理
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
１
）
 

事
業
の

内
容
が

重
要
で

あ
る
と

認
め
ら

れ
る
と

き
。
 

（
１
）
 

事
業
の

内
容
が
重
要
で

あ
る
と

認
め
ら

れ
る
と

き
。
 

（
２
）
 

取
扱
上

異
例
に

属
し
、

又
は
先

例
に
な

る
と
認

め
ら
れ

る
と
き

。
 

（
２
）
 

取
扱
上

異
例
に
属
し
、

又
は
先

例
に
な

る
と
認

め
ら
れ

る
と
き

。
 

（
３
）
 

疑
義
が

あ
り
、

又
は
紛

議
を
生

じ
、
若

し
く
は

生
ず
る

お
そ
れ

が
あ
る

と
き
。
 

（
３
）
 

疑
義
が

あ
り
、
又
は
紛

議
を
生

じ
、
若

し
く
は

生
ず
る

お
そ
れ

が
あ
る

と
き
。
 

（
４
）
 

専
決
者

に
お
い

て
、
上

司
が
特

に
事
業

を
了
知

し
て
お

く
必
要

が
あ
る

と
認
め
た

と
き
。
 

（
４
）
 

専
決
者

に
お
い
て
、
上

司
が
特

に
事
業

を
了
知

し
て
お

く
必
要

が
あ
る

と
認
め
た

と
き
。
 

（
５
）
 

あ
ら
か

じ
め
そ

の
処
理

に
つ
い

て
特
に

指
示
を

受
け
た

も
の
。
 

（
５
）
 

あ
ら
か

じ
め
そ
の
処
理

に
つ
い

て
特
に

指
示
を

受
け
た

も
の
。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
０

年
教
委

訓
令
６

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
０

年
教
委

訓
令
６

号
〕
）
 

（
専
決
事

項
に
関

す
る
報

告
）
 

（
専
決
事

項
に
関

す
る
報
告
）
 

第
５
条
 

専
決
権

者
は
、

専
決
し

た
事
務

の
う
ち

、
特
に

上
司
に

お
い
て

了
知
し

て

お
く
必
要

が
あ
る

と
認
め

ら
れ
る

も
の
に

つ
い
て

は
、
適

宜
そ
の

内
容
を

整
理
し

て
報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
５
条
 

専
決
権

者
は
、
専
決
し

た
事
務

の
う
ち

、
特
に

上
司
に

お
い
て

了
知
し

て

お
く
必
要

が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る

も
の
に

つ
い
て

は
、
適

宜
そ
の

内
容
を

整
理
し

て
報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
不
在
代

決
）
 

（
不
在
代

決
）
 

第
６
条
 

正
当
決

裁
権
者

が
不
在

で
、
か

つ
、
緊

急
や
む

を
得
な

い
と
き

は
、
そ

の
第

６
条
 

正
当
決

裁
権
者
が
不
在

で
、
か

つ
、
緊

急
や
む

を
得
な

い
と
き

は
、
そ
の
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者
が
決
裁

す
べ
き

事
務
を

次
の
表

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
不
在

代
決
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

者
が
決
裁

す
べ
き

事
務
を
次
の
表

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

り
不
在

代
決
す

る
こ
と

が
で
き
る

。
 

正
当
決
裁

権

者
 

第
一
順
位
 

第
二
順
位
 

第
三
順
位
 

教
育
長
 

副
教
育
長
 

局
長
 

次
長
 

副
教
育
長
 

局
長
 

次
長
 

主
務
課
長
 

局
長
 

次
長
 

主
務
課
長
 

 

課
長
 

課
長
補
佐
 

主
務
係
長
 

 

室
長
 

室
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 
 

分
室
長
 

分
室
長
が

あ
ら
か

じ
め

定
め
る
上

席
職
員
 

 
 

館
長
 

副
館
長
を

置
く
館
 

副
館
長
 

館
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

副
館
長
を

置
か
な

い
館
 

館
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 
 

所
長
 

副
所
長
 

所
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

係
長
 

主
任
を
置

く
係
 

主
任
 課

長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

主
任
を
置

か
な
い

係
 

 
 

正
当
決
裁

権

者
 

第
一
順
位
 

第
二
順
位
 

第
三
順
位
 

教
育
長
 

副
教
育
長
 

局
長
 

次
長
 

副
教
育
長
 

局
長
 

次
長
 

主
務
課
長
 

局
長
 

次
長
 

主
務
課
長
 

 

課
長
 

課
長
補
佐
 

主
務
係
長
 

 

室
長
 

室
長
が
あ
ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 
 

分
室
長
 

分
室
長
が
あ
ら
か

じ
め

定
め
る
上

席
職
員
 

 
 

館
長
 

副
館
長
を
置
く
館
 

副
館
長
 

館
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

副
館
長
を

置
か
な

い
館
 

館
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 
 

所
長
 

副
所
長
 

所
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

係
長
 

主
任
を
置
く
係
 

主
任
 課

長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

主
任
を
置

か
な
い

係
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課
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

課
長
が
あ

ら
か
じ

め
定

め
る
上
席

職
員
 

 

２
 
前
項

の
場
合

に
お
い

て
、
同

一
順
位

の
代
決

権
者
が

２
人
以

上
あ
る

場
合
に

は
、

代
決
に
係

る
事
務

の
区
分

に
応
じ

て
、
あ

ら
か
じ

め
正
当

決
裁
権

者
の
定

め
る
者

が
代
決
す

る
。
 

２
 
前
項

の
場
合

に
お
い
て

、
同

一
順
位

の
代
決

権
者
が

２
人
以

上
あ
る

場
合
に

は
、

代
決
に
係

る
事
務

の
区
分
に
応
じ

て
、
あ

ら
か
じ

め
正
当

決
裁
権

者
の
定

め
る
者

が
代
決
す

る
。
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
昭

和
６
１

年
教
委

訓
令
２

号
・
６

２
年
１

号
・
平

成
５
年
１

号
・
１

５
年
２

号
・
１

６
年
７

号
・
１

９
年
１

号
・
２

号
・
２

６
年
２
号

・
２
９

年
２
号

〕
）
 

（
１
項
…

一
部
改

正
〔
昭

和
６
１

年
教
委

訓
令
２

号
・
６

２
年
１

号
・
平

成
５
年
１

号
・
１

５
年
２

号
・
１

６
年
７

号
・
１

９
年
１

号
・
２

号
・
２

６
年
２
号

・
２
９

年
２
号

〕
）
 

（
副
教
育

長
、
事

務
局
長

、
事
務

局
課
長

及
び
教

育
機
関

等
の
長

の
専
決

事
項
）
 

（
副
教
育

長
、
事

務
局
長
、
事
務

局
課
長

及
び
教

育
機
関

等
の
長

の
専
決

事
項
）
 

第
７
条
 

事
務
局

の
副
教

育
長
及

び
局
長

の
専
決

事
項
並

び
に
事

務
局
の

課
長
及

び

分
室
長
、

教
育
機

関
等
館

長
及
び

所
長
並

び
に
学

校
の
長

（
以
下

「
課
長

等
」
と

い
う
。
）

の
専
決

事
項
は

、
次
に

掲
げ
る

事
務
と

す
る
。
 

第
７
条
 

事
務
局

の
副
教
育
長
及

び
局
長

の
専
決

事
項
並

び
に
事

務
局
の

課
長
及

び

分
室
長
、

教
育
機

関
等
館
長
及
び

所
長
並

び
に
学

校
の
長

（
以
下

「
課
長

等
」
と

い
う
。
）

の
専
決

事
項
は
、
次
に

掲
げ
る

事
務
と

す
る
。
 

副
教
育
長

及
び
事

務
局
長

専
決
事

項
 

副
教
育
長

及
び
事

務
局
長
専
決
事

項
 

（
１
）
 

次
長
（

こ
れ
に

相
当
す

る
職
に

あ
る
者

を
含
む

。
）
の

休
暇
等

及
び
出

張
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

次
長
（

こ
れ
に
相
当
す

る
職
に

あ
る
者

を
含
む

。
）
の

休
暇
等

及
び
出

張
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

課
長
（

こ
れ
に

相
当
す

る
職
に

あ
る
者

を
含
む

。
）
の

休
暇
等

及
び
出

張
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

課
長
（

こ
れ
に
相
当
す

る
職
に

あ
る
者

を
含
む

。
）
の

休
暇
等

及
び
出

張
に
関
す

る
こ
と

。
 

課
長
等
共

通
専
決

事
項
（

学
校
の

長
を
除

く
。
）
 

課
長
等
共

通
専
決

事
項
（
学
校
の

長
を
除

く
。
）
 

（
１
）
 

所
属
職

員
（
以

下
「
課

員
」
と

い
う
。

）
に
対

す
る
内

国
旅
行

の
旅
行

命
令
そ
の

他
の
勤

務
命
令

及
び
そ

の
復
命

の
受
理
 

（
１
）
 

所
属
職

員
（
以
下
「
課

員
」
と

い
う
。

）
に
対

す
る
内

国
旅
行

の
旅
行

命
令
そ
の

他
の
勤

務
命
令
及
び
そ

の
復
命

の
受
理
 

（
２
）
 

鳥
取
市

職
員
の

勤
務
時

間
、
休

暇
等
に

関
す
る

条
例
施

行
規
則

（
平
成

７
年
鳥
取

市
規
則

第
１
５

号
）
第

１
４
条

の
表
第

１
号
、

第
６
号

、
第
９

号
、

（
２
）
 

鳥
取
市

職
員
の
勤
務
時

間
、
休

暇
等
に

関
す
る

条
例
施

行
規
則

（
平
成

７
年
鳥
取

市
規
則

第
１
５
号
）
第

１
４
条

の
表
第

１
号
、

第
６
号

、
第
９

号
、
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第
１
０
号

、
第
１

７
号
及

び
第
１

８
号
に

規
定
す

る
事
由

に
限
る

。
）
の

承
認
 

第
１
０
号

、
第
１

７
号
及
び
第
１

８
号
に

規
定
す

る
事
由

に
限
る

。
）
の

承
認
 

（
３
）
 

軽
易
な

申
請
・

照
会
・

回
答
・

報
告
・

通
知
及

び
常
例

的
な
届

出
 

（
３
）
 

軽
易
な

申
請
・
照
会
・

回
答
・

報
告
・

通
知
及

び
常
例

的
な
届

出
 

（
４
）
 

主
管
課

事
項
の

証
明
 

（
４
）
 

主
管
課

事
項
の
証
明
 

（
５
）
 

国
県
支

出
金
の

請
求
 

（
５
）
 

国
県
支

出
金
の
請
求
 

（
６
）
 

返
納
金

の
戻
入
 

（
６
）
 

返
納
金

の
戻
入
 

（
７
）
 

歳
入
金

の
調
定

及
び
収

入
命
令
 

（
７
）
 

歳
入
金

の
調
定
及
び
収

入
命
令
 

（
８
）
 

使
用
中

の
物
品

保
管
 

（
８
）
 

使
用
中

の
物
品
保
管
 

（
９
）
 

過
誤
納

金
の
還

付
命
令
 

（
９
）
 

過
誤
納

金
の
還
付
命
令
 

（
１
０
）

 
時
間

外
の
勤

務
命
令
 

（
１
０
）

 
時
間

外
の
勤
務
命
令
 

（
１
１
）

 
行
政

文
書
開

示
請
求

に
関
す

る
決
定

（
重
要

又
は
異

例
に
属

す
る
も

の
は
除
く

。
）
 

（
１
１
）

 
行
政

文
書
開
示
請
求

に
関
す

る
決
定

（
重
要

又
は
異

例
に
属

す
る
も

の
は
除
く

。
）
 

（
１
２
）

 
所
管

施
設
の

休
館
日

及
び
開

館
時
間

の
変
更

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
２
）

 
所
管

施
設
の
休
館
日

及
び
開

館
時
間

の
変
更

に
関
す

る
こ
と

。
 

教
育
総
務

課
長
専

決
事
項
 

教
育
総
務

課
長
専

決
事
項
 

（
１
）
 

公
印
の

管
守
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
）
 

公
印
の

管
守
に
関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

学
校
施

設
（
幼

稚
園
を

除
く
。

）
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
（
学

校
の
長
及

び
分
室

長
の
専

決
事
項

に
係
る

も
の
を

除
く
。

）
 

（
２
）
 

学
校
施

設
（
幼
稚
園
を

除
く
。

）
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
（
学

校
の
長
及

び
分
室

長
の
専
決
事
項

に
係
る

も
の
を

除
く
。

）
 

（
３
）
 

教
育
委

員
会
職

員
の
扶

養
家
族

認
定
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
３
）
 

教
育
委

員
会
職
員
の
扶

養
家
族

認
定
に

関
す
る

こ
と
。
 

学
校
教
育

課
長
専

決
事
項
 

学
校
教
育

課
長
専

決
事
項
 

（
１
）
 

教
育
改

革
推
進

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

教
育
改

革
推
進
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

就
学
児

童
の
調

査
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

就
学
児

童
の
調
査
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

市
立
学

校
（
幼

稚
園
を

除
く
。

）
教
職

員
の
県

外
出
張

認
可
に

関
す
る

（
３
）
 

市
立
学

校
（
幼
稚
園
を

除
く
。

）
教
職

員
の
県

外
出
張

認
可
に

関
す
る
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こ
と
。
 

こ
と
。
 

（
４
）
 

市
立
学

校
児
童

、
生
徒

の
修
学

旅
行
の

認
可
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

市
立
学

校
児
童
、
生
徒

の
修
学

旅
行
の

認
可
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
５
）
 

実
験
学

校
指
定

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
５
）
 

実
験
学

校
指
定
に
関
す

る
こ
と

。
 

生
涯
学
習

・
ス
ポ

ー
ツ
課

長
専
決

事
項
 

生
涯
学
習

・
ス
ポ

ー
ツ
課
長
専
決

事
項
 

（
１
）
 

美
穂
会

館
、
サ

イ
ク
リ

ン
グ
タ

ー
ミ
ナ

ル
砂
丘

の
家
及

び
東
部

研
修
セ

ン
タ
ー
面

影
会
館

の
使
用

の
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

美
穂
会

館
、
サ
イ
ク
リ

ン
グ
タ

ー
ミ
ナ

ル
砂
丘

の
家
及

び
東
部

研
修
セ

ン
タ
ー
面

影
会
館

の
使
用
の
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

視
聴
覚

教
育
教

具
の
あ

っ
せ
ん

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

視
聴
覚

教
育
教
具
の
あ

っ
せ
ん

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

体
育
施

設
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
（
分

室
長
の

専
決
事

項
に
係

る
も
の
を

除
く
。

）
 

（
３
）
 

体
育
施

設
の
使
用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
（
分

室
長
の

専
決
事

項
に
係

る
も
の
を

除
く
。

）
 

（
４
）
 

体
育
施

設
教
具

の
あ
っ

せ
ん
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

体
育
施

設
教
具
の
あ
っ

せ
ん
に

関
す
る

こ
と
。
 

分
室
長
専

決
事
項
 

分
室
長
専

決
事
項
 

各
分
室
に

属
す
る

下
記
に

掲
げ
る

事
務
 

各
分
室
に

属
す
る

下
記
に
掲
げ
る

事
務
 

（
１
）
 

公
印
の

管
守
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
）
 

公
印
の

管
守
に
関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

学
校
施

設
（
幼

稚
園
を

除
く
。

）
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
（
学

校
の
長
の

専
決
事

項
に
係

る
も
の

を
除
く

。
）
 

（
２
）
 

学
校
施

設
（
幼
稚
園
を

除
く
。

）
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
（
学

校
の
長
の

専
決
事

項
に
係
る
も
の

を
除
く

。
）
 

（
３
）
 

就
学
児

童
の
調

査
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

就
学
児

童
の
調
査
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
４
）
 

所
管
に

係
る
公

の
施
設

（
学
校

施
設
を

除
く
。

）
の
使

用
の
許

可
に
関

す
る
こ
と

。
 

（
４
）
 

所
管
に

係
る
公
の
施
設

（
学
校

施
設
を

除
く
。

）
の
使

用
の
許

可
に
関

す
る
こ
と

。
 

（
５
）
 

体
育
施

設
教
具

の
あ
っ

旋
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
５
）
 

体
育
施

設
教
具
の
あ
っ

旋
に
関

す
る
こ

と
。
 

学
校
の
長

（
幼
稚

園
の
長

に
あ
っ

て
は
、

第
３
号

か
ら
第

６
号
ま

で
を
除

く
。
）

専

決
事
項
 

学
校
の
長

（
幼
稚

園
の
長
に
あ
っ

て
は
、

第
３
号

か
ら
第

６
号
ま

で
を
除

く
。
）

専

決
事
項
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（
１
）
 

社
会
教

育
法
（

昭
和
２

４
年
法

律
第
２

０
７
号

）
に
定

め
る
社

会
教
育

及
び
ス
ポ

ー
ツ
基

本
法
（

平
成
２

３
年
法

律
第
７

８
号
）

に
定
め

る
ス
ポ

ー
ツ

の
推
進
の

た
め
の

学
校
施

設
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

社
会
教

育
法
（
昭
和
２

４
年
法

律
第
２

０
７
号

）
に
定

め
る
社

会
教
育

及
び
ス
ポ

ー
ツ
基

本
法
（
平
成
２

３
年
法

律
第
７

８
号
）

に
定
め

る
ス
ポ

ー
ツ

の
推
進
の

た
め
の

学
校
施
設
の
使

用
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

鳥
取
市

立
小
学

校
、
中

学
校
及

び
義
務

教
育
学

校
管
理

規
則
（

昭
和
４

３
年
鳥
取

市
教
育

委
員
会

規
則
第

２
号
）

第
２
０

条
に
規

定
す
る

県
費
負

担
教

職
員
以
外

の
職
員

の
年
次

有
給
休

暇
及
び

夏
季
休

暇
の
承

認
 

（
２
）
 

鳥
取
市

立
小
学
校
、
中

学
校
及

び
義
務

教
育
学

校
管
理

規
則
（

昭
和
４

３
年
鳥
取

市
教
育

委
員
会
規
則
第

２
号
）

第
２
０

条
に
規

定
す
る

県
費
負

担
教

職
員
以
外

の
職
員

の
年
次
有
給
休

暇
及
び

夏
季
休

暇
の
承

認
 

（
３
）
 

職
員
の

給
与
の

支
給
に

関
す
る

規
則
（

昭
和
２

７
年
鳥

取
県
人

事
委
員

会
規
則
第

３
号
）

第
９
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

扶
養
親

族
の
認

定
及
び

第
１

０
条
の
規

定
に
よ

る
証
拠

書
類
の

提
出
の

請
求
 

（
３
）
 

職
員
の

給
与
の
支
給
に

関
す
る

規
則
（

昭
和
２

７
年
鳥

取
県
人

事
委
員

会
規
則
第

３
号
）

第
９
条
第
１
項

の
規
定

に
よ
る

扶
養
親

族
の
認

定
及
び

第
１

０
条
の
規

定
に
よ

る
証
拠
書
類
の

提
出
の

請
求
 

（
４
）
 

住
居
手

当
に
関

す
る
規

則
（
昭

和
４
９

年
鳥
取

県
人
事

委
員
会

規
則
第

３
３
号
）

第
７
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

住
居
手

当
の
月

額
の
決

定
又
は

改
定

及
び
同
条

第
２
項

の
規
定

に
よ
る

住
居
手

当
認
定

簿
へ
の

記
載
 

（
４
）
 

住
居
手

当
に
関
す
る
規

則
（
昭

和
４
９

年
鳥
取

県
人
事

委
員
会

規
則
第

３
３
号
）

第
７
条

第
１
項
の
規
定

に
よ
る

住
居
手

当
の
月

額
の
決

定
又
は

改
定

及
び
同
条

第
２
項

の
規
定
に
よ
る

住
居
手

当
認
定

簿
へ
の

記
載
 

（
５
）
 

通
勤
手

当
の
支

給
に
関

す
る
規

則
（
昭

和
３
３

年
鳥
取

県
人
事

委
員
会

規
則
第
２

１
号
）

第
４
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

通
勤
手

当
の
月

額
の
決

定
又

は
改
定
及

び
同
条

第
２
項

の
規
定

に
よ
る

通
勤
手

当
認
定

簿
へ
の

記
載
 

（
５
）
 

通
勤
手

当
の
支
給
に
関

す
る
規

則
（
昭

和
３
３

年
鳥
取

県
人
事

委
員
会

規
則
第
２

１
号
）

第
４
条
第
１
項

の
規
定

に
よ
る

通
勤
手

当
の
月

額
の
決

定
又

は
改
定
及

び
同
条

第
２
項
の
規
定

に
よ
る

通
勤
手

当
認
定

簿
へ
の

記
載
 

（
６
）
 

単
身
赴

任
手
当

の
支
給

に
関
す

る
規
則

（
平
成

２
年
鳥

取
県
人

事
委
員

会
規
則
第

１
号
）

第
８
条

第
１
項

の
規
定

に
よ
る

単
身
赴

任
手
当

の
月
額

の
決

定
又
は
改

定
及
び

同
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る
単

身
赴
任

手
当
認

定
簿
へ

の
記

載
 

（
６
）
 

単
身
赴

任
手
当
の
支
給

に
関
す

る
規
則

（
平
成

２
年
鳥

取
県
人

事
委
員

会
規
則
第

１
号
）

第
８
条
第
１
項

の
規
定

に
よ
る

単
身
赴

任
手
当

の
月
額

の
決

定
又
は
改

定
及
び

同
条
第
２
項
の

規
定
に

よ
る
単

身
赴
任

手
当
認

定
簿
へ

の
記

載
 

２
 
市
立

図
書
館

の
館
長

の
専
決

事
項
は

、
次
に

掲
げ
る

事
務
と

す
る
。
 

２
 
市
立

図
書
館

の
館
長
の
専
決

事
項
は

、
次
に

掲
げ
る

事
務
と

す
る
。
 

中
央
図
書

館
長
専

決
事
項
 

中
央
図
書

館
長
専

決
事
項
 

（
１
）
 

市
立
図

書
館
の

業
務
の

調
整
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
１
）
 

市
立
図

書
館
の
業
務
の

調
整
に

関
す
る

こ
と
。
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（
２
）
 

物
品
の

購
入
、

廃
棄
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

物
品
の

購
入
、
廃
棄
に

関
す
る

こ
と
。
 

市
立
図
書

館
館
長

専
決
事

項
 

市
立
図
書

館
館
長

専
決
事
項
 

（
１
）
 

図
書
館

資
料
等

の
管
理

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

図
書
館

資
料
等
の
管
理

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

図
書
館

資
料
等

の
登
録

及
び
利

用
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 

図
書
館

資
料
等
の
登
録

及
び
利

用
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
３
）
 

図
書
館

資
料
の

複
製
の

承
認
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
３
）
 

図
書
館

資
料
の
複
製
の

承
認
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

移
動
図

書
館
車

の
巡
回

場
所
の

決
定
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
４
）
 

移
動
図

書
館
車
の
巡
回

場
所
の

決
定
に

関
す
る

こ
と
。
 

３
 
生
涯

学
習
セ

ン
タ
ー

の
所
長

の
専
決

事
項
は

、
次
に

掲
げ
る

事
務
と

す
る
。
 

３
 
生
涯

学
習
セ

ン
タ
ー
の
所
長

の
専
決

事
項
は

、
次
に

掲
げ
る

事
務
と

す
る
。
 

（
１
）
 

生
涯
学

習
に
関

す
る
調

査
、
研

究
並
び

に
情
報

の
収
集

及
び
提

供
に
関

す
る
こ
と

。
 

（
１
）
 

生
涯
学

習
に
関
す
る
調

査
、
研

究
並
び

に
情
報

の
収
集

及
び
提

供
に
関

す
る
こ
と

。
 

（
２
）
 

生
涯
学

習
に
関

す
る
講

座
等
の

開
設
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
２
）
 

生
涯
学

習
に
関
す
る
講

座
等
の

開
設
に

関
す
る

こ
と
。
 

（
３
）
 

生
涯
学

習
関
係

者
の
研

修
及
び

指
導
者

の
育
成

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

生
涯
学

習
関
係
者
の
研

修
及
び

指
導
者

の
育
成

に
関
す

る
こ
と

。
 

４
 
視
聴

覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
の
所

長
の
専

決
事
項

は
、
次

に
掲
げ

る
事
務

と
す
る

。
 

４
 
視
聴

覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
の
所

長
の
専

決
事
項

は
、
次

に
掲
げ

る
事
務

と
す
る

。
 

（
１
）
 

視
聴
覚

学
習
の

調
査
、

研
究
及

び
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

視
聴
覚

学
習
の
調
査
、

研
究
及

び
指
導

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

視
聴
覚

機
材
及

び
教
材

の
整
備

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

視
聴
覚

機
材
及
び
教
材

の
整
備

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
５

 
教
育

セ
ン
タ

ー
の
所
長
の
専

決
事
項

は
、
次

に
掲
げ

る
事
務

と
す
る

。
 

 
（

１
）
 

教
育
に

関
す
る
専
門
的

、
技
術

的
事
項

の
調
査

研
究
に

関
す
る

こ
と
。
 

 
（

２
）
 

教
職
員

の
研
修
に
関
す

る
こ
と

。
 

 
（

３
）
 

教
育
セ

ン
タ
ー
の
使
用

の
許
可

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
（

４
）
 

教
育
資

料
及
び
学
習
用

教
材
の

貸
出
し

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
（

５
）
 

サ
ポ
ー

ト
ル
ー
ム
の
運

営
管
理

に
関
す

る
こ
と

。
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（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
６

年
教
委

訓
令
３

号
・
５

７
年
４

号
・
５

９
年
５
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

・
２
項

…
追
加

〔
昭
和

６
１
年

教
委
訓

令
２
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改

正
〔
昭

和
６
２

年
教
委

訓
令
１

号
〕
、

１
項
…
一

部
改
正
〔

平
成
元

年
教

委
訓
令

２
号
・
３

年
２
号
・
５

年
４
号
〕
、

１
・
２
項

…
一
部

改
正
・

３
項
…

追
加
〔

平
成
９

年
教
委

訓
令
１

号
〕
、

１
・
２
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
１

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

、
１
項

…
一
部

改
正
〔
平

成
１
０

年
教
委

訓
令
６

号
・
１

１
年
２

号
〕
、

２
項
…

一
部
改

正
〔
平
成

１
２
年

教
委
訓

令
１
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
２
年

教
委
訓
令

２
号
・

３
号
・

１
４
年

２
号
・

３
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改

正
〔
平
成

１
５
年

教
委
訓

令
２
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
５
年

教
委
訓
令

６
号
〕

、
１
項

…
一
部

改
正
・

２
項
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委
訓

令
７
号
〕
、
１

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
１

７
年
教

委
訓

令
１
号
〕
、

２
項
…
一

部
改
正
〔
平
成

１
７
年

教
委
訓

令
４
号

〕
、
１

項
…

一
部

改
正

・

３
項
…
全

部
改
正

・
４
項

…
追
加

〔
平
成

１
８
年

教
委
訓

令
６
号

〕
、
１

項
…
一
部

改
正
・

５
項
…

追
加
〔

平
成
１

９
年
教

委
訓
令

１
号
〕

、
１
項

…
一
部
改

正
〔
平

成
１
９

年
教
委

訓
令
２

号
・
２

２
年
３

号
・
４

号
・
２

３
年
１
号

〕
、
見

出
・
１

―
５
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
２

６
年
教

委
訓
令

２
号
〕
、

１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
７

年
教
委

訓
令
３

号
〕
、

見
出
・

１
項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
９
年

教
委
訓

令
２
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成
２

９
年
教

委
訓
令

３
号
・

３
０
年

１
号
〕

、
１
・

５
項
…

一
部
改

正
〔
令
和

２
年
教

委
訓
令

２
号
〕

）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
６

年
教
委

訓
令
３

号
・
５

７
年
４

号
・
５

９
年
５
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

・
２
項

…
追
加

〔
昭
和

６
１
年

教
委
訓

令
２
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改

正
〔
昭

和
６
２

年
教
委

訓
令
１

号
〕
、

１
項
…
一

部
改
正
〔

平
成
元

年
教

委
訓
令

２
号
・
３

年
２
号
・
５

年
４
号
〕
、

１
・
２
項

…
一
部

改
正
・

３
項
…

追
加
〔

平
成
９

年
教
委

訓
令
１

号
〕
、

１
・
２
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
１

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

、
１
項

…
一
部

改
正
〔
平

成
１
０

年
教
委

訓
令
６

号
・
１

１
年
２

号
〕
、

２
項
…

一
部
改

正
〔
平
成

１
２
年

教
委
訓

令
１
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
２
年

教
委
訓
令

２
号
・

３
号
・

１
４
年

２
号
・

３
号
〕

、
１
・

２
項
…

一
部
改

正
〔
平
成

１
５
年

教
委
訓

令
２
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
５
年

教
委
訓
令

６
号
〕

、
１
項

…
一
部

改
正
・

２
項
…

全
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委
訓

令
７
号
〕
、
１

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
１

７
年
教

委
訓

令
１
号
〕
、

２
項
…
一

部
改
正
〔
平
成

１
７
年

教
委
訓

令
４
号

〕
、
１

項
…

一
部

改
正

・

３
項
…
全

部
改
正

・
４
項

…
追
加

〔
平
成

１
８
年

教
委
訓

令
６
号

〕
、
１

項
…
一
部

改
正
・

５
項
…

追
加
〔

平
成
１

９
年
教

委
訓
令

１
号
〕

、
１
項

…
一
部
改

正
〔
平

成
１
９

年
教
委

訓
令
２

号
・
２

２
年
３

号
・
４

号
・
２

３
年
１
号

〕
、
見

出
・
１

―
５
項

…
一
部

改
正
〔

平
成
２

６
年
教

委
訓
令

２
号
〕
、

１
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
７

年
教
委

訓
令
３

号
〕
、

見
出
・

１
項
…
一

部
改
正

〔
平
成

２
９
年

教
委
訓

令
２
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正

〔
平
成
２

９
年
教

委
訓
令

３
号
・

３
０
年

１
号
〕

、
１
・

５
項
…

一
部
改

正
〔
令
和

２
年
教

委
訓
令

２
号
〕

）
 

（
合
議
）
 

（
合
議
）
 

第
８
条
 

次
に
掲

げ
る
事

項
は
、

教
育
総

務
課
に

合
議
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
８
条
 

次
に
掲

げ
る
事
項
は
、

教
育
総

務
課
に

合
議
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
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（
１
）
 

市
議
会

又
は
教

育
委
員

会
に
提

出
す
る

議
案
等

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
１
）
 

市
議
会

又
は
教
育
委
員

会
に
提

出
す
る

議
案
等

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

条
例
、

規
則
、

訓
令
、

告
示
及

び
重
要

な
指
令

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
２
）
 

条
例
、

規
則
、
訓
令
、

告
示
及

び
重
要

な
指
令

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

重
要
な

契
約
案

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
３
）
 

重
要
な

契
約
案
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

陳
情
又

は
請
願

に
関
す

る
こ
と

。
 

（
４
）
 

陳
情
又

は
請
願
に
関
す

る
こ
と

。
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

１
号
〕

）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

１
号
〕

）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
４
７

年
６
月

１
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
４
７
年
６
月

１
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
昭
和
４

８
年
教

委
訓
令

第
２
号

か
ら
昭

和
５
２

年
教
委

訓
令
第

３
号
ま

で

の
改
正
附

則
省
略

）
 

（
昭
和
４

８
年
教

委
訓
令

第
２
号

か
ら
昭

和
５
２

年
教
委

訓
令
第

３
号
ま

で

の
改
正
附

則
省
略

）
 

附
 
則
（

昭
和
５

６
年
１

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

６
年
１

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
６

年
１
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
６
年
１
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
４

号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
４

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
７
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

昭
和
５

９
年
３

月
１
６

日
教
委

訓
令
第

５
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

９
年
３

月
１
６

日
教
委

訓
令
第

５
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

昭
和
６

１
年
７

月
２
５

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
６

１
年
７

月
２
５

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
規
程

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
規
程

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

昭
和
６

２
年
４

月
２
３

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
６

２
年
４

月
２
３

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
規
程

は
、
昭

和
６
２

年
４
月

２
３
日

か
ら
施

行
し
、

昭
和
６

２
年
４

月
１
日

か
ら
適
用

す
る
。
 

こ
の
規
程

は
、
昭

和
６
２
年
４
月

２
３
日

か
ら
施

行
し
、

昭
和
６

２
年
４

月
１
日

か
ら
適
用

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
元

年
４
月

１
１
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

附
 
則
（

平
成
元

年
４
月

１
１
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
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こ
の
訓
令

は
、
平

成
元
年

４
月
１

１
日
か

ら
施
行

し
、
平

成
元
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
元
年
４
月
１

１
日
か

ら
施
行

し
、
平

成
元
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
３

年
４
月

１
９
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

附
 
則
（

平
成
３

年
４
月

１
９
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
年

４
月
１

９
日
か

ら
施
行

し
、
平

成
３
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
年
４
月
１

９
日
か

ら
施
行

し
、
平

成
３
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
５

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
５

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年

１
０
月

２
９
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年
１
０
月

２
９
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
９

年
３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

附
 
則
（

平
成
９

年
３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
９
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
９
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
７

月
１
日

教
委
訓

令
第
６

号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
７

月
１
日

教
委
訓

令
第
６

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

１
年
１

０
月
１

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

１
年
１

０
月
１

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
１

年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
１
年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
３

月
２
４

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
３

月
２
４

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

中
、
第

１
条
の

規
定
は

平
成
１

２
年
４

月
１
日

か
ら
、

第
２
条

の
規
定

は
同
年
７

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

中
、
第

１
条
の
規
定
は

平
成
１

２
年
４

月
１
日

か
ら
、

第
２
条

の
規
定

は
同
年
７

月
１
日

か
ら
施
行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
４

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
４

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
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こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
２

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
２
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
９

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

２
年
９

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
２

年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
２
年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
規
程

は
、
平

成
１
４

年
７
月

２
６
日

か
ら
施

行
し
、

同
年
７

月
１
日

か
ら
適

用
す
る
。
 

こ
の
規
程

は
、
平

成
１
４
年
７
月

２
６
日

か
ら
施

行
し
、

同
年
７

月
１
日

か
ら
適

用
す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
８

月
２
３

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
８

月
２
３

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
４

年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
４
年
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
５

月
２
２

日
教
委

訓
令
第

６
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
５

月
２
２

日
教
委

訓
令
第

６
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５

年
６
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５
年
６
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
訓
令

第
７
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
訓
令

第
７
号

）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

７
年
３

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

７
年
３

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
７
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

７
年
４

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

７
年
４

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
７

年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
７
年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

６
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

６
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
８

年
９
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
８
年
９
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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附
 
則
（

平
成
１

９
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
９

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
９
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
４

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
４

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
２

年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
２
年
５
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
６

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

２
年
６

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
２

年
６
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
２
年
６
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
２

３
年
９

月
１
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

３
年
９

月
１
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
３

年
９
月

１
日
か

ら
施
行

し
、
改

正
後
の

鳥
取
市

教
育
委

員
会
事
務

決
裁
規

程
の
規

定
は
、

同
年
８

月
２
４

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
３
年
９
月

１
日
か

ら
施
行

し
、
改

正
後
の

鳥
取
市

教
育
委

員
会
事
務

決
裁
規

程
の
規
定
は
、

同
年
８

月
２
４

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
４

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
４

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
鳥
取

市
教
育

委
員
会

事
務
決

裁
規
程
の

規
定
は

、
平
成

２
６
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
鳥
取

市
教
育

委
員
会

事
務
決

裁
規
程
の

規
定
は

、
平
成
２
６
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
６

月
１
日

教
委
訓

令
第
３

号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
６

月
１
日

教
委
訓

令
第
３

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
鳥
取

市
教
育

委
員
会

事
務
決

裁
規
程
の

規
定
は

、
平
成

２
７
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
鳥
取

市
教
育

委
員
会

事
務
決

裁
規
程
の

規
定
は

、
平
成
２
７
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
訓
令

第
３
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
訓
令

第
３
号

）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
３

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
３

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

３
１
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

附
 
則
（

令
和
２

年
３
月

３
１
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
令

和
２
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
令

和
２
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
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 議案第１９号 
 

⿃取市教育委員会公印管守規程の⼀部を改正する訓令案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  教育機関である⿃取市教育センターを廃⽌し、新たに⿃取市総合教育セン

ターを設置することに伴い、所要の整理を⾏うものです。 
 
２ 改正の内容   
（１）教育センター所 印を廃 し、総合教育センター所 印を整備します。（別

表第２関係） 
（２）そのほか所要の整備を⾏います。（別表第３関係） 
 
３ 施⾏時期等   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第１９号 

  鳥取市教育委員会公印管守規程の一部改正について 

 鳥取市教育委員会公印管守規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育委員会公印管守規程の一部を改正する訓令 

 鳥取市教育委員会公印管守規程（昭和５７年鳥取市教育委員会訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２中課長印の項の次に次のように加える。 

総合教育セン

ター所長印 

 方２０ 総合教育センター所

長名を使用する公文

書 

総合教育センタ

ー所長 

 別表第２中教育センター所長印の項を削る。 

 別表第３中「鳥取市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則」を「鳥取

市総合教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 組織改編によるものである。  

鳥
取
市
総
合

教
育
セ
ン
タ

ー
所
長
之
印 
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鳥
取
市
教

育
委
員

会
公
印

管
守
規

程
（
昭

和
５
７

年
教
育

委
員
会

訓
令
第
１
号
）

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

教
育

委
員

会
公

印
管

守
規
程

 
○

鳥
取
市

教
育
委
員

会
公

印
管

守
規
程

 

昭
和
５
７

年
４
月

１
日
 

昭
和
５
７

年
４
月

１
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
訓
令

第
１
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
訓
令

第
１
号
 

改
正
 
昭

和
５
８

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

改
正
 
昭

和
５
８

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

昭
和
５
９

年
 
３
月
１

６
日
教
委

訓
令
第

７
号
 

昭
和
５
９

年
 
３
月
１

６
日
教
委

訓
令
第

７
号
 

平
成
 
５
年

 ６
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

平
成
 
５
年

 ６
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
３

号
 

平
成
 
８
年

 １
月

１
７
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
８
年

 １
月

１
７
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
９
年

 ３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
 
９
年

 ３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
１
０

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
１
０

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
１
４

年
 
７
月
２

６
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
４

年
 
７
月
２

６
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
５

年
 
３
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
５

年
 
３
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

８
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

８
号
 

平
成
２
０

年
 
３
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
２
０

年
 
３
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
２
４

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
２
４

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
２
７

年
３
月

２
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
７

年
３
月

２
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
８

年
３
月

３
１
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
８

年
３
月

３
１
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
９

年
１
１

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
２
９

年
１
１

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

４
号
 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
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第
１
条
 

こ
の
規

程
は
、

鳥
取
市

教
育
委

員
会
の

公
印
の

名
称
、

ひ
な
形

、
管
守

、

使
用
そ
の

他
公
印

に
関
し

て
、
別

に
定
め

る
も
の

を
除
く

ほ
か
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る
こ

と
を
目

的
と
す

る
。
 

第
１
条
 

こ
の
規

程
は
、
鳥
取
市

教
育
委

員
会
の

公
印
の

名
称
、

ひ
な
形

、
管
守

、

使
用
そ
の

他
公
印

に
関
し
て
、
別

に
定
め

る
も
の

を
除
く

ほ
か
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る
こ

と
を
目

的
と
す
る
。
 

（
公
印
の

種
類
）
 

（
公
印
の

種
類
）
 

第
２
条
 

公
印
は

、
庁
印

及
び
職

印
の
２

種
と
し

、
名
称

、
ひ
な

形
、
寸

法
、
用

途

及
び
管
守

者
は
、

庁
印
に

つ
い
て

は
別
表

第
１
、

職
印
に

つ
い
て

は
別
表

第
２
の

と
お
り
と

す
る
。
 

第
２
条
 

公
印
は

、
庁
印
及
び
職

印
の
２

種
と
し

、
名
称

、
ひ
な

形
、
寸

法
、
用

途

及
び
管
守

者
は
、

庁
印
に
つ
い
て

は
別
表

第
１
、

職
印
に

つ
い
て

は
別
表

第
２
の

と
お
り
と

す
る
。
 

（
公
印
台

帳
等
）
 

（
公
印
台

帳
等
）
 

第
３
条
 

教
育
総

務
課
長

は
、
公

印
台
帳

（
様
式

第
１
号

）
を
備

え
て
、

前
条
に

定

め
る
公
印

を
登
録

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

第
３
条
 

教
育
総

務
課
長
は
、
公

印
台
帳

（
様
式

第
１
号

）
を
備

え
て
、

前
条
に

定

め
る
公
印

を
登
録

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
教
育

総
務
課

長
は
、

教
育
総

務
課
長

以
外
の

管
守
者

の
管
守

す
る
公

印
を
、

毎

年
１
回
以

上
公
印

台
帳
と

照
合
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
教
育

総
務
課

長
は
、
教
育
総

務
課
長

以
外
の

管
守
者

の
管
守

す
る
公

印
を
、

毎

年
１
回
以

上
公
印

台
帳
と
照
合
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
６
年

教
委
訓

令
８
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

）
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
６
年

教
委
訓

令
８
号

〕
、
１

項
…
一

部
改
正
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

）
 

（
公
印
の

管
守
）
 

（
公
印
の

管
守
）
 

第
４
条
 

公
印
の

管
守
は
、
管
守

者
に
お

い
て
、
厳

重
に
行

わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。 

第
４
条
 

公
印
の

管
守
は
、
管
守

者
に
お

い
て
、
厳

重
に
行

わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。 

２
 
公
印

の
管
守

者
は
、

そ
の
代

理
者
を

定
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
公
印

の
管
守

者
は
、
そ
の
代

理
者
を

定
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
前
項

の
規
定

に
よ
り

代
理
者

を
定
め

た
場
合

に
は
、

速
や
か

に
そ
の

旨
教
育

長

に
届
け
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
前
項

の
規
定

に
よ
り
代
理
者

を
定
め

た
場
合

に
は
、

速
や
か

に
そ
の

旨
教
育

長

に
届
け
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
公
印
の

使
用
）
 

（
公
印
の

使
用
）
 

第
５
条
 

公
印
は

、
公
文

書
発
送

の
決
裁

後
で
な

け
れ
ば

、
こ
れ

を
使
用

す
る
こ

と
第

５
条
 

公
印
は

、
公
文
書
発
送

の
決
裁

後
で
な

け
れ
ば

、
こ
れ

を
使
用

す
る
こ
と
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が
で
き
な

い
。
た

だ
し
、

定
例
の

も
の
及

び
公
文

書
発
送

に
つ
い

て
後
閲

決
裁
す

る
も
の
に

あ
っ
て

は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

が
で
き
な

い
。
た

だ
し
、
定
例
の

も
の
及

び
公
文

書
発
送

に
つ
い

て
後
閲

決
裁
す

る
も
の
に

あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り

で
な
い

。
 

第
６
条
 

公
印
の

使
用
は

、
管
守

者
自
ら

こ
れ
を

行
う
も

の
と
す

る
。
た

だ
し
、

定

例
又
は
軽

易
な
も

の
に
つ

い
て
は

、
他
の

職
員
に

こ
れ
を

行
わ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

第
６
条
 

公
印
の

使
用
は
、
管
守

者
自
ら

こ
れ
を

行
う
も

の
と
す

る
。
た

だ
し
、

定

例
又
は
軽

易
な
も

の
に
つ
い
て
は

、
他
の

職
員
に

こ
れ
を

行
わ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
公
印

を
押
印

す
る
公

文
書
は

、
す
べ

て
そ
の

原
議
と

契
印
す

る
も
の

と
す
る

。

た
だ
し
、

原
議
の

な
い
も

の
に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。
 

２
 
公
印

を
押
印

す
る
公
文
書
は

、
す
べ

て
そ
の

原
議
と

契
印
す

る
も
の

と
す
る

。

た
だ
し
、

原
議
の

な
い
も
の
に
つ

い
て
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。
 

（
公
印
の

保
管
）
 

（
公
印
の

保
管
）
 

第
７
条
 

公
印
の

封
か
ん

及
び
開

封
は
、

管
守
者

に
お
い

て
こ
れ

を
行
い

、
執
務

時

間
外
は
、

金
庫
等

堅
ろ
う

な
箱
に

収
め
、

確
実
に

保
管
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
７
条
 

公
印
の

封
か
ん
及
び
開

封
は
、

管
守
者

に
お
い

て
こ
れ

を
行
い

、
執
務

時

間
外
は
、

金
庫
等

堅
ろ
う
な
箱
に

収
め
、

確
実
に

保
管
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
８
条
 

管
守
者

が
不
在

又
は
事

故
あ
る

と
き
は

、
管
守

代
理
者

が
管
守

者
の
職

務

を
代
行
す

る
も
の

と
す
る

。
 

第
８
条
 

管
守
者

が
不
在
又
は
事

故
あ
る

と
き
は

、
管
守

代
理
者

が
管
守

者
の
職

務

を
代
行
す

る
も
の

と
す
る
。
 

第
９
条
 

常
時
使

用
を
要

し
な
い

公
印
は

、
教
育

長
の
面

前
に
お

い
て
教

育
総
務

課

長
が
封
か

ん
を
施

し
、
こ

れ
を
金

庫
中
に

蔵
置
す

る
も
の

と
す
る

。
 

第
９
条
 

常
時
使

用
を
要
し
な
い

公
印
は

、
教
育

長
の
面

前
に
お

い
て
教

育
総
務

課

長
が
封
か

ん
を
施

し
、
こ
れ
を
金

庫
中
に

蔵
置
す

る
も
の

と
す
る

。
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

訓
令
８

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

訓
令
８

号
〕
）
 

（
電
子
印

影
）
 

（
電
子
印

影
）
 

第
９
条
の

２
 
電

子
計
算

組
織
を

利
用
し

て
文
書

を
作
成

す
る
場

合
は
、

公
印
の

押

印
に
代
え

、
電

子
計
算

組
織
に
記

録
し
た

当
該
公

印
の
印

影
（
以

下
「

電
子
印

影
」

と
い
う
。

）
を
印

刷
（
以

下
「
電

子
印
影

印
刷
」

）
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

第
９
条
の

２
 
電

子
計
算
組
織
を

利
用
し

て
文
書

を
作
成

す
る
場

合
は
、

公
印
の

押

印
に
代
え

、
電

子
計
算

組
織
に
記

録
し
た

当
該
公

印
の
印

影
（
以

下
「

電
子
印

影
」

と
い
う
。

）
を
印

刷
（
以
下
「
電

子
印
影

印
刷
」

）
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
前
項

の
規
定

に
よ
り

電
子
印

影
印
刷

す
る
こ

と
が
で

き
る
文

書
は
、

別
表
第

３

の
と
お
り

と
す
る

。
 

２
 
前
項

の
規
定

に
よ
り
電
子
印

影
印
刷

す
る
こ

と
が
で

き
る
文

書
は
、

別
表
第

３

の
と
お
り

と
す
る

。
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３
 
管
守

者
は
、

電
子
印

影
を
使

用
し
な

く
な
っ

た
と
き

は
、
当

該
公
印

の
印
影

を

電
子
計
算

組
織
よ

り
速
や

か
に
消

去
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
管
守

者
は
、

電
子
印
影
を
使

用
し
な

く
な
っ

た
と
き

は
、
当

該
公
印

の
印
影

を

電
子
計
算

組
織
よ

り
速
や
か
に
消

去
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
管
守

者
は
、

電
子
印

影
印
刷

を
す
る

た
め
電

子
計
算

組
織
に

公
印
の

印
影
を

記

録
し
、
又

は
消
去

す
る
と

き
は
、

承
認
願

（
様
式

第
２
号

）
に
よ

り
、
教

育
総
務

課
長
に
協

議
の
う

え
、
教

育
長
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

４
 
管
守

者
は
、

電
子
印
影
印
刷

を
す
る

た
め
電

子
計
算

組
織
に

公
印
の

印
影
を

記

録
し
、
又

は
消
去

す
る
と
き
は
、

承
認
願

（
様
式

第
２
号

）
に
よ

り
、
教

育
総
務

課
長
に
協

議
の
う

え
、
教
育
長
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

５
 
公
印

の
印
影

を
電
子

計
算
組

織
に
記

録
し
、

又
は
消

去
し
た

と
き
は

、
速
や

か

に
そ
の
旨

を
告
示

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

５
 
公
印

の
印
影

を
電
子
計
算
組

織
に
記

録
し
、

又
は
消

去
し
た

と
き
は

、
速
や

か

に
そ
の
旨

を
告
示

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

６
 
管
守

者
は
、

電
子
印

影
の
改

ざ
ん
そ

の
他
不

正
使
用

の
な
い

よ
う
適

正
に
管

理

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

６
 
管
守

者
は
、

電
子
印
影
の
改

ざ
ん
そ

の
他
不

正
使
用

の
な
い

よ
う
適

正
に
管

理

し
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

）
 

（
印
影
印

刷
）
 

（
印
影
印

刷
）
 

第
９
条
の

３
 
文

書
を
一

時
に
多

数
発
送

す
る
場

合
は
、

使
用
す

る
公
印

の
印
影

の

印
刷
を
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
こ

の
場
合

、
管
守

者
は
、

承
認
願

に
よ
り

あ
ら
か

じ
め
教
育

総
務
課

長
の
承

認
を
得

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

第
９
条
の

３
 
文

書
を
一
時
に
多

数
発
送

す
る
場

合
は
、

使
用
す

る
公
印

の
印
影

の

印
刷
を
す

る
こ
と

が
で
き
る
。
こ

の
場
合

、
管
守

者
は
、

承
認
願

に
よ
り

あ
ら
か

じ
め
教
育

総
務
課

長
の
承
認
を
得

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
前
項

の
規
定

に
よ
り

公
印
の

印
影
を

印
刷
し

た
文
書

に
つ
い

て
は
、

当
該
文

書

の
主
管
課

長
は
、

常
に
そ

の
施
行

の
状
況

を
明
ら

か
に
し

て
お
か

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
前
項

の
規
定

に
よ
り
公
印
の

印
影
を

印
刷
し

た
文
書

に
つ
い

て
は
、

当
該
文

書

の
主
管
課

長
は
、

常
に
そ
の
施
行

の
状
況

を
明
ら

か
に
し

て
お
か

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

）
 

（
本
条
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

）
 

（
公
印
の

製
作
等

）
 

（
公
印
の

製
作
等

）
 

第
１
０
条

 
各
課

、
教
育

機
関
等

に
お
い

て
、
公

印
を
製

作
し
、

改
刻
し

、
又
は

廃

棄
し
よ
う

と
す
る

と
き
は

、
当
該

公
印
の

管
守
者

又
は
管

守
者
と

な
る
べ

き
者
は

、

承
認
願
に

よ
り
、

教
育
総

務
課
長

に
合
議

し
、
教

育
長
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な

第
１
０
条

 
各
課

、
教
育
機
関
等

に
お
い

て
、
公

印
を
製

作
し
、

改
刻
し

、
又
は

廃

棄
し
よ
う

と
す
る

と
き
は
、
当
該

公
印
の

管
守
者

又
は
管

守
者
と

な
る
べ

き
者
は

、

承
認
願
に

よ
り
、

教
育
総
務
課
長

に
合
議

し
、
教

育
長
の

承
認
を

得
な
け

れ
ば
な
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ら
な
い
。
 

ら
な
い
。
 

２
 
公
印

を
紛
失

し
、
又

は
き
損

し
た
と

き
は
、

直
ち
に

管
守
者

は
、
教

育
総
務

課

長
に
届
け

出
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
公
印

を
紛
失

し
、
又
は
き
損

し
た
と

き
は
、

直
ち
に

管
守
者

は
、
教

育
総
務

課

長
に
届
け

出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
 

３
 
公
印

を
製
作

し
、
改

刻
し
又

は
廃
棄

し
た
と

き
は
、

速
や
か

に
告
示

し
な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
公
印

を
製
作

し
、
改
刻
し
又

は
廃
棄

し
た
と

き
は
、

速
や
か

に
告
示

し
な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
６
年

教
委
訓

令
８
号

〕
、
１

・
２
項

…
一
部
改

正
・
３

項
…
追

加
〔
平

成
２
０

年
教
委

訓
令
３

号
〕
）
 

（
１
・
２

項
…
一

部
改
正

〔
平
成

１
６
年

教
委
訓

令
８
号

〕
、
１

・
２
項

…
一
部
改

正
・
３

項
…
追

加
〔
平

成
２
０

年
教
委

訓
令
３

号
〕
）
 

（
公
印
の

廃
棄
等

）
 

（
公
印
の

廃
棄
等

）
 

第
１
１
条

 
公
印

が
磨
耗

、
き
損

等
に
よ

り
使
用

に
耐
え

な
く
な

っ
た
と

き
及
び

そ

の
他
の
事

由
に
よ

り
使
用

し
な
く

な
っ
た

と
き
は

、
廃
棄

す
る
も

の
と
す

る
。
 

第
１
１
条

 
公
印

が
磨
耗
、
き
損

等
に
よ

り
使
用

に
耐
え

な
く
な

っ
た
と

き
及
び

そ

の
他
の
事

由
に
よ

り
使
用
し
な
く

な
っ
た

と
き
は

、
廃
棄

す
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 
公
印

を
廃
棄

す
る
と

き
は
、

廃
印
の

と
き
か

ら
、
１

年
間
保

存
し
、

管
守
者

に

お
い
て
こ

れ
を
焼

却
等
の

方
法
に

よ
り
廃

棄
す
る

も
の
と

す
る
。
 

２
 
公
印

を
廃
棄

す
る
と
き
は
、

廃
印
の

と
き
か

ら
、
１

年
間
保

存
し
、

管
守
者

に

お
い
て
こ

れ
を
焼

却
等
の
方
法
に

よ
り
廃

棄
す
る

も
の
と

す
る
。
 

（
２
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０

年
教
委

訓
令
３

号
〕
）
 

（
２
項
…

一
部
改

正
〔
平

成
２
０

年
教
委

訓
令
３

号
〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

１
 
こ
の

規
程
は

、
昭
和

５
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

１
 
こ
の

規
程
は

、
昭
和
５
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

２
 
鳥
取

市
教
育

委
員
会

公
印
規

則
（
昭

和
２
７

年
鳥
取

市
教
育

委
員
会

告
示
第

７

号
）
は
、

廃
止
す

る
。
 

２
 
鳥
取

市
教
育

委
員
会
公
印
規

則
（
昭

和
２
７

年
鳥
取

市
教
育

委
員
会

告
示
第

７

号
）
は
、

廃
止
す

る
。
 

附
 
則
（

昭
和
５

８
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
３

号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

８
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
３

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
８

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
８
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

昭
和
５

９
年
３

月
１
６

日
教
委

訓
令
第

７
号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

９
年
３

月
１
６

日
教
委

訓
令
第

７
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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附
 
則
（

平
成
５

年
６
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
３

号
）
 

附
 
則
（

平
成
５

年
６
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
３

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年

７
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年
７
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
８

年
１
月

１
７
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

附
 
則
（

平
成
８

年
１
月

１
７
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
８
年

２
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
８
年
２
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
９

年
３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

附
 
則
（

平
成
９

年
３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
９
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
９
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
規
程

は
、
平

成
１
４

年
７
月

２
６
日

か
ら
施

行
し
、

同
年
７

月
１
日

か
ら
適

用
す
る
。
 

こ
の
規
程

は
、
平

成
１
４
年
７
月

２
６
日

か
ら
施

行
し
、

同
年
７

月
１
日

か
ら
適

用
す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
訓
令

第
８
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
訓
令

第
８
号

）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

４
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

４
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
４

年
３
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
４
年
３
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
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附
 
則
（

平
成
２

７
年
３

月
２
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

７
年
３

月
２
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

１
 
こ
の

訓
令
は

、
平
成

２
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

１
 
こ
の

訓
令
は

、
平
成
２
７
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
経
過
措

置
）
 

（
経
過
措

置
）
 

２
 
地
方

教
育
行

政
の
組

織
及
び

運
営
に

関
す
る

法
律
の

一
部
を

改
正
す

る
法
律

（
平
成
２

６
年
法

律
第
７

６
号
）

附
則
第

２
条
第

１
項
の

場
合
に

お
い
て

は
、
こ

の
訓
令
に

よ
る
改

正
後
の

規
定
は

適
用
せ

ず
、
な

お
従
前

の
例
に

よ
る
。
 

２
 
地
方

教
育
行

政
の
組
織
及
び

運
営
に

関
す
る

法
律
の

一
部
を

改
正
す

る
法
律

（
平
成
２

６
年
法

律
第
７
６
号
）

附
則
第

２
条
第

１
項
の

場
合
に

お
い
て

は
、
こ

の
訓
令
に

よ
る
改

正
後
の
規
定
は

適
用
せ

ず
、
な

お
従
前

の
例
に

よ
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

８
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

８
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
８

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
８
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
訓
令

第
４
号

）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
１

１
月
３

０
日
教

委
訓
令

第
４
号

）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
３
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

別
表
第
１

（
第
２

条
関
係

）
庁
印
 

別
表
第
１

（
第
２

条
関
係
）
庁
印
 

（
本
表
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

訓
令
８

号
・
２

９
年
４

号
〕
）
 

（
本
表
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

訓
令
８

号
・
２

９
年
４

号
〕
）
 

公
印
の
名

称
 

ひ
な
型
 

寸
法
（

m
m）
 

用
途
 

管
守
者
 

委
員
会
印
 

 

方
３
０
 

教
育
委
員

会
名
を

使
用
す

る

公
文
書
 

教
育
総

務
課
長
 

小
学
校
印
 

 

方
４
５
 

卒
業
証
書
 

学
校
長
 

小
学
校
印
 

 

方
２
５
 

小
学
校
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

学
校
長
 

公
印
の
名

称
 

ひ
な
型
 

寸
法
（

m
m）

用
途
 

管
守
者
 

委
員
会
印
 

 

方
３
０
 

教
育
委
員

会
名
を

使
用
す

る

公
文
書
 

教
育
総

務
課
長
 

小
学
校
印
 

 

方
４
５
 

卒
業
証
書
 

学
校
長
 

小
学
校
印
 

 

方
２
５
 

小
学
校
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

学
校
長
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中
学
校
印
 

 

方
４
５
 

卒
業
証
書
 

学
校
長
 

中
学
校
印
 

 

方
２
５
 

中
学
校
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
印
 

 

方
４
５
 

卒
業
証
書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
印
 

 

方
２
５
 

義
務
教
育

学
校
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

学
校
長
 

幼
稚
園
印
 

 

方
３
０
 

幼
稚
園
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

園
長
 

 

中
学
校
印
 

 

方
４
５
 

卒
業
証
書
 

学
校
長
 

中
学
校
印
 

 

方
２
５
 

中
学
校
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
印
 

 

方
４
５
 

卒
業
証
書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
印
 

 

方
２
５
 

義
務
教
育

学
校
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

学
校
長
 

幼
稚
園
印
 

 

方
３
０
 

幼
稚
園
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

園
長
 

 

別
表
第
２

（
第
２

条
関
係

）
職
印
 

別
表
第
２

（
第
２

条
関
係
）
職
印
 

（
本
表
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
８

年
教
委

訓
令
３

号
・
５

９
年
７

号
・
平

成
５
年
３

号
・
８

年
１
号

・
９
年

２
号
・

１
０
年

４
号
・

１
４
年

２
号
・

１
５
年
３

号
・
１

６
年
８

号
・
２

４
年
２

号
・
２

７
年
１

号
・
２

８
年
１

号
・
２
９

年
４
号

〕
）
 

（
本
表
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
８

年
教
委

訓
令
３

号
・
５

９
年
７

号
・
平

成
５
年
３

号
・
８

年
１
号

・
９
年

２
号
・

１
０
年

４
号
・

１
４
年

２
号
・

１
５
年
３

号
・
１

６
年
８

号
・
２

４
年
２

号
・
２

７
年
１

号
・
２

８
年
１

号
・
２
９

年
４
号

〕
）
 

公
印
の
名

称
 

ひ
な
型
 

寸
法
（

mm
）
 

用
途
 

管
守
者
 

教
育
長
印
 

 

方
２
４
 

教
育
長
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

教
育
総
務

課
長
 

公
印
の
名

称
 

ひ
な
型
 

寸
法
（

mm
）
 

用
途
 

管
守
者
 

教
育
長
印
 

 

方
２
４
 

教
育
長
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

教
育
総
務

課
長
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教
育
長
印

分

室
専
用
 

 

方
２
０
 

分
室
に
お

い
て
教

育
長
名

を

使
用
す
る

公
文
書
 

分
室
長
 

課
長
印
 

 

方
２
０
 

課
長
名
を

使
用
す

る
公
文

書
 教

育
総
務

課
長
 

総
合
教
育

セ

ン
タ
ー
所

長

印
 

 
方

２
０
 

総
合
教
育

セ
ン
タ

ー
所
長

名

を
使
用
す

る
公
文

書
 

総
合
教
育

セ
ン
タ
ー

所
長
 

分
室
長
印
 

 

方
２
０
 

分
室
長
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

分
室
長
 

小
学
校
長

印
 

 

方
２
０
 

小
学
校
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

学
校
長
 

中
学
校
長

印
 

 

方
２
０
 

中
学
校
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
長
印
 

 

方
２
０
 

義
務
教
育

学
校
長

名
を
使

用

す
る
公
文

書
 

学
校
長
 

幼
稚
園
長

印
 

 

方
２
０
 

幼
稚
園
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

園
長
 

教
育
長
印

分

室
専
用
 

 

方
２
０
 

分
室
に
お

い
て
教

育
長
名

を

使
用
す
る

公
文
書
 

分
室
長
 

課
長
印
 

 

方
２
０
 

課
長
名
を

使
用
す

る
公
文

書
 教

育
総
務

課
長
 

分
室
長
印
 

 

方
２
０
 

分
室
長
名

を
使
用

す
る
公

文

書
 

分
室
長
 

小
学
校
長

印
 

 

方
２
０
 

小
学
校
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

学
校
長
 

中
学
校
長

印
 

 

方
２
０
 

中
学
校
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
長
印
 

 

方
２
０
 

義
務
教
育

学
校
長

名
を
使

用

す
る
公
文

書
 

学
校
長
 

幼
稚
園
長

印
 

 

方
２
０
 

幼
稚
園
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

園
長
 

教
育
長
職

務

代
理
者
印
 

 

方
２
４
 

教
育
長
職

務
代
理

者
執
行

中

の
教
育
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

教
育
総
務

課
長
 

⿃ 取 市 総 合

教 育 セ ン タ

ー 所 ⻑ 之 印 
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教
育
長
職

務

代
理
者
印
 

 

方
２
４
 

教
育
長
職

務
代
理

者
執
行

中

の
教
育
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

教
育
総
務

課
長
 

小
学
校
長

職

務
代
理
者

印
 

 

方
２
０
 

小
学
校
長

職
務
代

理
者
執

行

中
の
小
学

校
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

学
校
長
 

中
学
校
長

職

務
代
理
者

印
 

 

方
２
０
 

中
学
校
長

職
務
代

理
者
執

行

中
の
中
学

校
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
長
職
務

代

理
者
印
 

 

方
２
０
 

義
務
教
育

学
校
長

職
務
代

理

者
執
行
中

の
義
務

教
育
学

校

長
名
を
使

用
す
る

公
文
書
 

学
校
長
 

中
央
公
民

館

長
印
 

 

方
２
１
 

中
央
公
民

館
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

中
央
公
民

館
長
 

地
区
公
民

館

長
印
 

 

方
２
０
 

地
区
公
民

館
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

地
区
公
民

館
長
 

図
書
館
長

印
 

 

方
２
０
 

図
書
館
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

図
書
館
長
 

少
年
愛
護

セ

ン
タ
ー
所

長

印
 

 

方
２
０
 

少
年
愛
護

セ
ン
タ

ー
所
長

名

を
使
用
す

る
公
文

書
 

少
年
愛
護

セ
ン
タ
ー
 

小
学
校
長

職

務
代
理
者

印
 

 

方
２
０
 

小
学
校
長

職
務
代

理
者
執

行

中
の
小
学

校
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

学
校
長
 

中
学
校
長

職

務
代
理
者

印
 

 

方
２
０
 

中
学
校
長

職
務
代

理
者
執

行

中
の
中
学

校
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

学
校
長
 

義
務
教
育

学

校
長
職
務

代

理
者
印
 

 

方
２
０
 

義
務
教
育

学
校
長

職
務
代

理

者
執
行
中

の
義
務

教
育
学

校

長
名
を
使

用
す
る

公
文
書
 

学
校
長
 

教
育
セ
ン

タ

ー
所
長
印
 

 

方
２
０
 

教
育
セ
ン

タ
ー
所

長
名
を

使

用
す
る
公

文
書
 

教
育
セ
ン

タ
ー
所
長
 

中
央
公
民

館

長
印
 

 

方
２
１
 

中
央
公
民

館
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

中
央
公
民

館
長
 

地
区
公
民

館

長
印
 

 

方
２
０
 

地
区
公
民

館
長
名

を
使
用

す

る
公
文
書
 

地
区
公
民

館
長
 

図
書
館
長

印
 

 

方
２
０
 

図
書
館
長

名
を
使

用
す
る

公

文
書
 

図
書
館
長
 

少
年
愛
護

セ

ン
タ
ー
所

長

印
 

 

方
２
０
 

少
年
愛
護

セ
ン
タ

ー
所
長

名

を
使
用
す

る
公
文

書
 

少
年
愛
護

セ
ン
タ
ー
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生
涯
学
習

セ

ン
タ
ー
所

長

印
 

 

方
２
０
 

生
涯
学
習

セ
ン
タ

ー
所
長

名

を
使
用
す

る
公
文

書
 

生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
 

視
聴
覚
ラ

イ

ブ
ラ
リ
ー

所

長
印
 

 

方
２
０
 

視
聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ

リ
ー
所

長

名
を
使
用

す
る
公

文
書
 

視
聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ
リ

ー
所
長
 

さ
じ
ア
ス

ト

ロ
パ
ー
ク

所

長
印
 

 

方
２
０
 

さ
じ
ア
ス

ト
ロ
パ

ー
ク
所

長

名
を
使
用

す
る
公

文
書
 

さ
じ
ア
ス

ト
ロ
パ
ー

ク
所
長
 

 

生
涯
学
習

セ

ン
タ
ー
所

長

印
 

 

方
２
０
 

生
涯
学
習

セ
ン
タ

ー
所
長

名

を
使
用
す

る
公
文

書
 

生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
 

視
聴
覚
ラ

イ

ブ
ラ
リ
ー

所

長
印
 

 

方
２
０
 

視
聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ

リ
ー
所

長

名
を
使
用

す
る
公

文
書
 

視
聴
覚
ラ

イ
ブ
ラ
リ

ー
所
長
 

さ
じ
ア
ス

ト

ロ
パ
ー
ク

所

長
印
 

 

方
２
０
 

さ
じ
ア
ス

ト
ロ
パ

ー
ク
所

長

名
を
使
用

す
る
公

文
書
 

さ
じ
ア
ス

ト
ロ
パ
ー

ク
所
長
 

 

別
表
第
３

（
第
９

条
の
２

関
係
）
 

別
表
第
３

（
第
９

条
の
２
関
係
）
 

（
本
表
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

、
一
部

改
正
〔

平
成
２

４
年
教
委

訓
令
２

号
〕
）
 

（
本
表
…

追
加
〔

平
成
２

０
年
教

委
訓
令

３
号
〕

、
一
部

改
正
〔

平
成
２

４
年
教
委

訓
令
２

号
〕
）
 

公
印
の
名

称
 

文
書
名
 

委
員
会
印
 

鳥
取
市
職

員
の
任

免
発
令

規
程
（

昭
和
４

２
年
鳥

取
市
訓

令
第

４
号
）
第

２
条
に

規
定
す

る
辞
令

書
の
う

ち
嘱
託

職
員
に

係
る

も
の
及
び

別
表
に

規
定
す

る
臨
時

的
任
用

発
令
通

知
書
 

児
童
・
生

徒
転
入

学
通
知

書
 

鳥
取
市
総

合
教
育

セ
ン
タ

ー
の
設

置
及
び

管
理
に

関
す
る

条

例
施
行
規

則
（
平

成
１
９

年
鳥
取

市
教
育

委
員
会

規
則
第

１

号
）
第
４

条
に
規

定
す
る

使
用
許

可
書
 

 

公
印
の
名

称
 

文
書
名
 

委
員
会
印
 

鳥
取
市
職

員
の
任

免
発
令

規
程
（

昭
和
４

２
年
鳥

取
市
訓

令
第

４
号
）
第

２
条
に

規
定
す

る
辞
令

書
の
う

ち
嘱
託

職
員
に

係
る

も
の
及
び

別
表
に

規
定
す

る
臨
時

的
任
用

発
令
通

知
書
 

児
童
・
生

徒
転
入

学
通
知

書
 

鳥
取
市
教

育
セ
ン

タ
ー
の

設
置
及

び
管
理

に
関
す

る
条
例

施

行
規
則
（
平

成
１
９

年
鳥
取

市
教

育
委
員

会
規
則

第
１
号
）
第

４
条
に
規

定
す
る

使
用
許

可
書
 

 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関

係
）
 

様
式
第
１

号
（
第

３
条
関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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様
式
第
２

号
（
第

９
条
の

２
、
第

９
条
の

３
、
第

１
０
条

関
係
）
 

様
式
第
２

号
（
第

９
条
の
２
、
第

９
条
の

３
、
第

１
０
条

関
係
）
 

（
略
）
 

（
略
）
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議案第２０号 
 

⿃取市教育委員会事務局等の職員服務規程の⼀部を改正する訓令案要綱 
 
 
１ 改正の⽬的   
  教育機関である⿃取市教育センターを廃⽌し、新たに⿃取市総合教育セン

ターを設置することに伴い、所要の整理を⾏うものです。 
 
２ 改正の内容   
（１）所要の整備を⾏います。（第２条関係） 
 
３ 施⾏時期等   
  この規則は、令和３年４⽉１⽇から施⾏することとします。 
 
 

 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕) 
担当課 学 校 教 育 課 

教育センター
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議案第２０号 

  鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程の一部改正について 

 鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

  令和３年３月３０日提出 

                        鳥取市教育委員会 

教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程の一部を改正する訓令 

 鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程（昭和４４年鳥取市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表同条第２号の項中「又は室長」を「、室長又は所長」に改め、「コ 教育

センターにあっては、所長をいう。」を削る。 

附 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 組織改編によるものである。  

162



 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
事
務

局
等
の

職
員
服

務
規
程

（
昭
和

４
４
年

教
育
委

員
会
訓

令
第
３

号
）
新

旧
対
照

表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

○
鳥

取
市

教
育

委
員

会
事

務
局

等
の
職

員
服

務
規

程
 

○
鳥

取
市

教
育
委
員

会
事

務
局

等
の
職

員
服

務
規

程
 

昭
和
４
４

年
９
月

１
６
日
 

昭
和
４
４

年
９
月

１
６
日
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
訓
令

第
３
号
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
訓
令

第
３
号
 

改
正
 
昭

和
５
１

年
 
３
月
２
６

日
教
委

訓
令
第

４
号
 

改
正
 
昭

和
５
１

年
 
３
月
２
６

日
教
委

訓
令
第

４
号
 

昭
和
５
２

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
４

号
 

昭
和
５
２

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
４

号
 

昭
和
５
７

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
５

号
 

昭
和
５
７

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
５

号
 

昭
和
５
８

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

昭
和
５
８

年
 
４
月

 １
日

教
委
訓

令
第
２

号
 

平
成
 
５
年

 ３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
５
年

 ３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
 
７
年

 ６
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
５

号
 

平
成
 
７
年

 ６
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
５

号
 

平
成
１
０

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

５
号
 

平
成
１
０

年
 
３
月
３

０
日
教
委

訓
令
第

５
号
 

平
成
１
４

年
 
７
月
２

６
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
４

年
 
７
月
２

６
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
１
５

年
 
３
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
１
５

年
 
３
月
２

７
日
教
委

訓
令
第

４
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

９
号
 

平
成
１
６

年
１
０

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

９
号
 

平
成
１
８

年
 
８
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

７
号
 

平
成
１
８

年
 
８
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

７
号
 

平
成
１
９

年
 
６
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
１
９

年
 
６
月
２

９
日
教
委

訓
令
第

３
号
 

平
成
２
０

年
 
３
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
２
０

年
 
３
月
３

１
日
教
委

訓
令
第

２
号
 

平
成
２
６

年
３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
６

年
３
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
９

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
 

平
成
２
９

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
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（
準
用
）
 

（
準
用
）
 

第
１
条
 

鳥
取
市

教
育
委

員
会
事

務
局
等

の
職
員

の
服
務

に
つ
い

て
は
、

法
令
そ

の

他
別
に
定

め
が
あ

る
も
の

を
除
く

ほ
か
、

鳥
取
市

職
員
服

務
規
程

（
昭
和

４
３
年

鳥
取
市
訓

令
第
１

０
号
）

を
準
用

す
る
。
 

第
１
条
 

鳥
取
市

教
育
委
員
会
事

務
局
等

の
職
員

の
服
務

に
つ
い

て
は
、

法
令
そ

の

他
別
に
定

め
が
あ

る
も
の
を
除
く

ほ
か
、

鳥
取
市

職
員
服

務
規
程

（
昭
和

４
３
年

鳥
取
市
訓

令
第
１

０
号
）
を
準
用

す
る
。
 

（
読
替
え

）
 

（
読
替
え

）
 

第
２
条
 

前
条
の

場
合
に

お
い
て

、
鳥
取

市
職
員

服
務
規

程
中
次

の
表
の

左
欄
に

掲

げ
る
規
定

の
適
用

に
つ
い

て
は
、

同
表
の

中
欄
に

掲
げ
る

字
句
は

、
同
表

の
右
欄

の
よ
う
に

読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。
 

第
２
条
 

前
条
の

場
合
に
お
い
て

、
鳥
取

市
職
員

服
務
規

程
中
次

の
表
の

左
欄
に

掲

げ
る
規
定

の
適
用

に
つ
い
て
は
、

同
表
の

中
欄
に

掲
げ
る

字
句
は

、
同
表

の
右
欄

の
よ
う
に

読
み
替

え
る
も
の
と
す

る
。
 

第
２
条
第

１
号
 

職
員
 

鳥
取
市
職

員
定
数

条
例
（
昭

和
２

４
年
鳥

取
市
条

例
第

１
０
号
）

第
２
条

第
７
号

に
規
定

す
る
職

員
を
い

う
。

同
条
第
２

号
 

所
属
長
 
ア

 
教
育

委
員
会

事
務
局

に
あ
っ

て
は
課

長
、
室
長

又

は
所
長
を

い
う

。
た
だ

し
、
副
教

育
長

、
局
長

及
び

次
長
の
所

属
長
は

教
育
長

と
す
る

。
 

イ
 
公
民

館
に
あ

っ
て
は

、
館
長

を
い
う

。
 

ウ
 
学
校

に
あ
っ

て
は
、

学
校
の

長
を
い

う
。
 

エ
 
少
年

愛
護
セ

ン
タ
ー

に
あ
っ

て
は
、

所
長
を

い

う
。
 

オ
 
市
立

図
書
館

に
あ
っ

て
は
、

館
長
を

い
う
。
 

カ
 
生
涯

学
習
セ

ン
タ
ー

に
あ
っ

て
は
、

所
長
を

い

う
。
 

キ
 
視
聴

覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
に
あ

っ
て
は

、
所
長
を

い

う
。
 

第
２
条
第

１
号
 

職
員
 

鳥
取
市
職

員
定
数

条
例
（
昭

和
２

４
年
鳥

取
市
条

例
第

１
０
号
）

第
２
条

第
７
号

に
規
定

す
る
職

員
を
い

う
。

同
条
第
２

号
 

所
属
長
 
ア

 
教
育

委
員
会

事
務
局

に
あ
っ

て
は
課

長
又
は

室

長
を
い
う

。
た

だ
し
、
副
教
育
長

、
局

長
及
び

次
長

の
所
属
長

は
教
育

長
と
す

る
。
 

イ
 
公
民

館
に
あ

っ
て
は

、
館
長

を
い
う

。
 

ウ
 
学
校

に
あ
っ

て
は
、

学
校
の

長
を
い

う
。
 

エ
 
少
年

愛
護
セ

ン
タ
ー

に
あ
っ

て
は
、

所
長
を

い

う
。
 

オ
 
市
立

図
書
館

に
あ
っ

て
は
、

館
長
を

い
う
。
 

カ
 
生
涯

学
習
セ

ン
タ
ー

に
あ
っ

て
は
、

所
長
を

い

う
。
 

キ
 
視
聴

覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ

ー
に
あ

っ
て
は

、
所
長
を

い

う
。
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ク
 
学
校

給
食
セ

ン
タ
ー

に
あ
っ

て
は
、

所
長
を

い

う
。
 

ケ
 
さ
じ

ア
ス
ト

ロ
パ
ー

ク
に
あ

っ
て
は

、
所
長
を

い

う
。
 

 

第
１
５
条
 

市
長
 

教
育
長
 

第
１
７
条
 

職
員
課

長
 

教
育
総
務

課
長
 

 

ク
 
学
校

給
食
セ

ン
タ
ー

に
あ
っ

て
は
、

所
長
を

い

う
。
 

ケ
 
さ
じ

ア
ス
ト

ロ
パ
ー

ク
に
あ

っ
て
は

、
所
長
を

い

う
。
 

コ
 
教
育

セ
ン
タ

ー
に
あ

っ
て
は

、
所
長

を
い
う

。
 

第
１
５
条
 

市
長
 

教
育
長
 

第
１
７
条
 

職
員
課

長
 

教
育
総
務

課
長
 

 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

訓
令
５

号
・
５

８
年
２

号
・
平

成
５
年
１

号
・
７
年
５

号
・
１
０

年
５
号
・
１

４
年

２
号
・
１
５

年
４

号
・

１
６
年
９

号
・
１

８
年
７

号
・
１

９
年
３

号
・
２

０
年
２

号
・
２

６
年
１

号
・
２
９

年
１
号

〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
昭

和
５
７

年
教
委

訓
令
５

号
・
５

８
年
２

号
・
平

成
５
年
１

号
・
７
年
５

号
・
１
０

年
５
号
・
１

４
年

２
号
・
１
５

年
４

号
・

１
６
年
９

号
・
１

８
年
７

号
・
１

９
年
３

号
・
２

０
年
２

号
・
２

６
年
１

号
・
２
９

年
１
号

〕
）
 

（
様
式
の

調
整
）
 

（
様
式
の

調
整
）
 

第
３
条
 

第
１
条

の
場
合

に
お
い

て
、
鳥

取
市
職

員
服
務

規
程
の

様
式
の

作
成
に

当

た
っ
て
は

、
当
該

様
式
中

次
の
表

の
左
欄

に
掲
げ

る
字
句

は
、
同

表
の
右

欄
の
よ

う
に
調
整

す
る
も

の
と
す

る
。
 

第
３
条
 

第
１
条

の
場
合
に
お
い

て
、
鳥

取
市
職

員
服
務

規
程
の

様
式
の

作
成
に

当

た
っ
て
は

、
当
該

様
式
中
次
の
表

の
左
欄

に
掲
げ

る
字
句

は
、
同

表
の
右

欄
の
よ

う
に
調
整

す
る
も

の
と
す
る
。
 

所
属
部
課

名
 

所
属
課
所

名
 

鳥
取
市
長
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
 

総
務
部
長
 

次
長
 

職
員
課
長
 

教
育
総
務

課
長
 

人
事
係
長
 

総
務
係
長
 

人
事
係
 

総
務
係
 

 

所
属
部
課

名
 

所
属
課
所

名
 

鳥
取
市
長
 

鳥
取
市
教

育
委
員

会
 

総
務
部
長
 

次
長
 

職
員
課
長
 

教
育
総
務

課
長
 

人
事
係
長
 

総
務
係
長
 

人
事
係
 

総
務
係
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（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

訓
令
９

号
・
２

０
年
２

号
〕
）
 

（
本
条
…

一
部
改

正
〔
平

成
１
６

年
教
委

訓
令
９

号
・
２

０
年
２

号
〕
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
４
４

年
９
月

１
６
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
４
４
年
９
月

１
６
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
昭
和
５

１
年
教

委
訓
令

第
４
号

、
昭
和

５
２
年

教
委
訓

令
第
４

号
の
改

正

附
則
省
略

）
 

（
昭
和
５

１
年
教

委
訓
令

第
４
号

、
昭
和

５
２
年

教
委
訓

令
第
４

号
の
改

正

附
則
省
略

）
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
５

号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

７
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
５

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
７
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

昭
和
５

８
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

附
 
則
（

昭
和
５

８
年
４

月
１
日

教
委
訓

令
第
２

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
８

年
４
月

１
日
よ

り
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
昭

和
５
８
年
４
月

１
日
よ

り
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

附
 
則
（

平
成
５

年
３
月

３
０
日

教
委
訓

令
第
１

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
５
年
４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附
 
則
（

平
成
７

年
６
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
５

号
）
 

附
 
則
（

平
成
７

年
６
月

２
８
日

教
委
訓

令
第
５

号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
公

布
の
日

か
ら
施

行
し
、

平
成
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
公

布
の
日
か
ら
施

行
し
、

平
成
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

５
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

０
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

５
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

４
年
７

月
２
６

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
規
程

は
、
平

成
１
４

年
７
月

２
６
日

か
ら
施

行
し
、

同
年
７

月
１
日

か
ら
適

用
す
る
。
 

こ
の
規
程

は
、
平

成
１
４
年
７
月

２
６
日

か
ら
施

行
し
、

同
年
７

月
１
日

か
ら
適

用
す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

５
年
３

月
２
７

日
教
委

訓
令
第

４
号
）
 

（
施
行
期

日
）
 

（
施
行
期

日
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
５
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
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附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
訓
令

第
９
号

）
 

附
 
則
（

平
成
１

６
年
１

０
月
２

９
日
教

委
訓
令

第
９
号

）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
６

年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
６
年
１
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

７
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

８
年
８

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

７
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
８

年
９
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
８
年
９
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

附
 
則
（

平
成
１

９
年
６

月
２
９

日
教
委

訓
令
第

３
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
９

年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
１
９
年
７
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

０
年
３

月
３
１

日
教
委

訓
令
第

２
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
０

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
０
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

６
年
３

月
２
８

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
６

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
６
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

附
 
則
（

平
成
２

９
年
３

月
３
０

日
教
委

訓
令
第

１
号
）
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
９

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

こ
の
訓
令

は
、
平

成
２
９
年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。
 

 

167



 

議案第２１号 

 

  

鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程の一部を改正する訓令案

要綱 

 

１ 改正の目的 

  育児休業承認の失効や取り消しの理由が明確となるよう所要の整備を行うこ

とを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

・届出内容を「失効の事由」と「承認の取り消し」に分けます。 

・届出の事由を「失効の事由」と「承認の取り消し」に合うように整理しま

す。 

 

３ 施行期日 

  この訓令は、令和３年４月１日から施行することとします。 

 

３月定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日 

担当課 学校教育課 
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議案第２１号 

   鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程の一部改正について 

 鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程の一部を次のように改正する。 

令和３年３月３０日 

鳥取市教育委員会       

教育長 尾 室 高 志    

 

鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程の一部を改正する 

訓令 

 鳥取市小学校、中学校及び義務教育学校職員服務規程（昭和４３年鳥取市教育委員

会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

様式第１３号の３を次のように改める。 
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様式第１３号の３（第１８条関係） 
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附 則 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 育児休業承認の失効や取り消しの理由が明確になるよう所要の整備を行うためであ

る。 
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改正前 
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改正後 
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議案第２２号 鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針について  

 

鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の策定（案）要綱 

 

１ 策定の目的 

第１４期校区審議会からの答申を受けて、鳥取市立学校適正規模・適正配置基

本方針を策定することを目的とします。 

 

記 

２ 策定内容 

鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針 

 別紙のとおり 

 

現在までの経過 

・令和２年 12 月     素案作成、全員協議会にて説明、 

定例教育委員会にて審議 

・令和２年 12 月～１月  パブリックコメントを募集、 

市内 10 か所にて説明会開催 

・令和３年１月     定例教育委員会にてパブリックコメントを説明 

・令和３年１月～２月  要望があった各地区にて出前説明会開催 

            自治連合会、公民館長会、地域振興会議にて説明 

・令和３年２月     定例教育委員会にて修正点について協議 

・令和３年２月     文教経済委員会にて報告 

・令和３年３月     小中 PTA 連合会執行部に説明 

 

３月定例教育委員会 資料 

年月日 令和３年３月３０日 

担当課 教育総務課 
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議案第２２号 

 
 

鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の策定について 

 
 鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の策定を次のとおり定める。 

 
 
 令和３年３月３０日提出 

 
 

鳥取市教育委員会 
教育長 尾 室 高 志 

 
 

記 

 
 
鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針 
 別紙のとおり 

 
 
 
 
提案理由 
 第１４期校区審議会からの答申を受けて、鳥取市立学校適正規模・適正配置

基本方針を策定するものである。 
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議案第２３号 第２期鳥取市教育振興基本計画の策定について 
 

 

第２期鳥取市教育振興計画の策定（案）要綱 

 

１ 策定の目的 

  教育基本法第１７条第２項に基づき、本市の教育の振興のための施策に関す

る基本計画を策定することを目的とします。 

 

２ 策定内容 

  鳥取市教育振興基本計画（令和３年度～７年度） 

別紙のとおり 

 

 

（参考） ○教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号） 抜粋 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他

必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、

公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努

めなければならない。 

 

 

 

 

３月定例教育委員会 資 料 

年月日 令和３ 年 ３ 月 ３ ０ 日

担当課 教育総務課 
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議案第２３号 

 
 

第２期鳥取市教育振興基本計画の策定について 

 
 
 第２期鳥取市教育振興基本計画（令和３年度～令和７年度）を次のとおり定

める。 

 
 
 令和３年３月３０日提出 

 
 

鳥取市教育委員会 
教育長 尾 室 高 志 

 
 

記 

 
 
第２期鳥取市教育振興基本計画（令和３年度～令和７年度） 
 別紙のとおり 

 
 
 
 
提案理由 
 教育基本法第１７条第２項に基づく本市の教育の振興のための施策に関する

基本計画（第２期）を策定するためである。 
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議案第２４号 第２期鳥取市スポーツ推進計画の策定について 
 

 

第２期鳥取市スポーツ推進計画の策定（案）要綱 

 

１ 策定の目的 

  スポーツ基本法第１０条に基づき、本市のスポーツの推進に関する計画を策

定することを目的とします。 

 

２ 策定内容 

  鳥取市スポーツ推進計画（令和３年度～７年度） 

別紙のとおり 

 

 

（参考）○スポーツ基本法（平成二十三年六月二十四日法律第七十八号）抜粋 

（地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二

十三条第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学

校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた

地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、

スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関す

る計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

 

 

３月定例教育委員会 資 料 

年月日 令和３ 年 ３ 月 ３ ０ 日

担当課 生涯学習・スポーツ課 
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議案第２４号 

 
 

第２期鳥取市スポーツ推進計画の策定について 

 
 
 第２期鳥取市スポーツ推進計画（令和３年度～令和７年度）を次のとおり定

める。 

 
 
 令和３年３月３０日提出 

 
 

鳥取市教育委員会  
教育長 尾 室 高 志  

 
 

記 

 
 
第２期鳥取市スポーツ推進計画（令和３年度～令和７年度） 
 別紙のとおり 

 
 
 
 
提案理由 
 スポーツ基本法第１０条に基づく本市のスポーツの推進に関する計画（第２

期）を策定するためである。 
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議案第２５号 第２期鳥取市図書館振興計画の策定について 
 

第２鳥取市図書館振興計画の策定（案）要綱 

 

１ 策定の目的 

 文部科学省が定めた「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に基づき、

本市の図書館の振興のための施策に関する基本計画を策定することを目的とし

ます。 

 

２ 策定内容 

  鳥取市図書館振興計画（令和３年度～７年度） 

別紙のとおり 

 

（参考）○図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24 年 12 月 19 日文

部科学省告示第 172 号）抜粋    

第二 公立図書館 一 市町村立図書館 １ 管理運営 

（一）基本的運営方針及び事業計画 

1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に

応じ、当該図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的

運営方針」という。）を策定し、公表するよう努めるものとする。 

2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書

館の運営に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、

事業年度ごとに、当該事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるもの

とする。 

3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画

の策定に当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意する

ものとする。 

３月定例教育委員会 資 料 

年月日 令和３ 年 ３ 月 ３ ０ 日

担当課 中央図書館 

180



議案第２５号 

 
 

第２期鳥取市図書館振興計画の策定について 

 
 
 第２期鳥取市図書館振興計画（令和３年度～令和７年度）を次のとおり定め

る。 

 
 
 令和３年３月３０日提出 

 
 

鳥取市教育委員会 
教育長 尾 室 高 志 

 
 

記 

 
 
第２期鳥取市図書館振興計画（令和３年度～令和７年度） 
 別紙のとおり 

 
 
 
 
提案理由 

文部科学省が定めた「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に基づく本

市の図書館の振興のための施策に関する基本計画（第２期）を策定するためで

ある。 
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説明・協議事項（１） 

延期した令和３年⿃取市成⼈式の開催⽇程について 

 
 令和３年１⽉３⽇開催予定であった令和３年⿃取市成⼈式について、延期の⽇程を成
⼈式実⾏委員会および関係機関と調整してきました。新型コロナウイルス感染症の収束
が⾒通せないことから、万全な感染拡⼤防⽌対策が可能な会場、振袖やはかまを着やす
い時期を考慮し、下記のとおり開催したいと考えています。 
 
１ 開催予定の日程等 

 ⽇時：令和３年９⽉１９⽇(⽇) 午後 
 会場： 取県 体育館（ 取県 布勢総合運動公園内） 

収容⼈数：2,030 ⼈ 
 

２ 開催内容 

 延期した成⼈式をもとに成⼈式実⾏委員会で改めて企画・準備します。詳細が決定後、
⿃取市公式ホームページで公開し、対象者にご案内します。 
 
３ 今後の流れ 

４     成⼈式実⾏委員会と企画・準備 
７  ８  案内状の送付 

参加申込受付 
９⽉１９⽇ 令和３年⿃取市成⼈式 開催 
※「令和 4 年⿃取市成⼈式」は令和 4 年 1 ⽉ 3 ⽇に開催予定。 
 

４ 他市の状況 
 ⽇程 備考（会場等） 
⽶⼦市 令和３年１０⽉１０⽇(⽇) ⽶⼦コンベンションセンター 多⽬的ホール 
倉吉市 令和３年 ９⽉１８⽇(⼟) 倉吉体育⽂化会館 体育館 
境港市 令和 4 年 １⽉ ８⽇(⼟) 令和 4 年 1 ⽉ 9 ⽇に令和 4 年分も開催予定 

（参考） 
令和３年１⽉予定していた成⼈式の概要 

⽇時 令和３年１⽉３⽇（⽇） 式典：午後２時    午後２時２０分 
               企画：午後２時２０分 午後２時３０分 
場所 とりぎん⽂化会館 梨花ホール 
内容 式典：主催者あいさつ、来賓祝辞、新成⼈誓いの⾔葉 
   企画：成⼈式実⾏委員会による企画イベント 

３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇（⽕）
担当課 ⽣涯学習・スポーツ課 
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３月定例教育委員会説明資料 

令和３年３月３０日 

担当課 学校教育課（教育センター） 

 

鳥取市教育の情報化推進委員会（仮称）（案） 

鳥取市教育センター 

 

１ 目的 

本市教育大綱で掲げた基本方針「“ふるさとを思い”“志をもつ人づくり”を進め、“夢と希望に満ちた

次代”を“ひらく”！」の実現に向けて、民間企業、有識者、各種団体、教育委員会等が市立学校にお

ける情報通信機器の活用方法、実践の成果、課題及び改善方法等について協議し、本市教育の情報化を

推進することで、児童生徒が自ら考え、主体的に問題解決する力や情報活用能力を身に付けることを目

的とする。 

 

２ 目標 

 〇鳥取市教育の情報化推進の中長期展望を協議し、推進計画を作成する。 

〇先進自治体のＩＣＴ活用事例情報を紹介し、各校での活用を進める。 

〇各校の授業実践におけるＩＣＴ活用事例の共有を図る。 

 

３ 委員 

（１）事務局 ◆主管：鳥取市総合教育センター 

 ・鳥取市教育委員会 次長兼学校教育課長、指導主事（１名） 

 ・鳥取市総合教育センター 所長、所長補佐兼研修企画係長、指導主事（２名） 

（２）委員 （９名） 

①鳥取市教育委員会 １名 副教育長 

②市長部局 １名 

③県教委 1名 

④有識者 １名 アドバイザーとしてオンラインで参加 

⑤企業代表 ２名 

⑥学校代表 ３名 

 

４ 活動 

（１）推進委員会 

 ・年3回程度開催、有識者：オンライン参加 

（２）推進チーム会議（市教委・企業・情報教育部会・技術部会） 

 ・2か月に1回程度開催、地元企業の技術協力 

 ・実践事例収集、公開（YouTube：限定配信、C4th書庫：文書共有、Classroom：資料共有 等） 

・【県事業】「ICT を活用したとっとり授業改革推進事業（推進地域：南中校区）（学びの創造先進校：江

山学園）」との情報共有、連携 

 

 

 

 

 

 

説明・協議事項（２） 
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〇組織構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校：授業実践、教材・コンテンツを共有化】 

鳥取市教育委員会 
【主管：鳥取市総合教育センター】【学校教育課 指導係】 

鳥取県教育委員会 
【GIGAスクール推進課】 

有識者 

企業代表 

市長部局 

学校代表（教諭）

鳥取市教育の情報化推進委員会 

推進チーム【市】

〇アドバイザー 

・国の動向、先進自治体の情報 

・PBL,STEAM教育の推進事例 

・市長部局の施策とのリンク 

・プログラミング教育等の知見 

・他市町の情報 

・ICT環境整備、運用サポート 

・各校の実践事例収集 

・モデル事例の発信 

小教研、中教振 

【実践事例】 

YouTube限定配信 

【教材・コンテンツ】 

学校業務支援システムで

共有化 

大学 

（調査・研究） 

・県事業の事例共有 

学校代表（校長）

【指定校】 
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３月定例教育委員会資料 

月 日 令和３年３月３０日 

担当課 生涯学習・スポーツ課 
 

鳥取砂丘西側エリアでの滞在型観光施設の整備に関するサウンディング型市場調査の実施について 

 

１．調査の目的 

鳥取砂丘西側エリアでの滞在型観光施設の整備について、行政内部の検討のみで活用方法を決定するのでは

なく、民間事業者との対話の場を設け、施設の活用のアイデアやサービスの市場性を把握し、整備事業者を公

募する際には、民間事業者が参入しやすい公募条件となるよう、地域課題や配慮すべき事項を事前に伝え、優

れた事業提案を促すことなどを目的にサウンディング型市場調査を実施します。 

 

２．調査の対象施設 

  サイクリングターミナル（鳥取市浜坂1157-115）、柳茶屋キャンプ場（同） 

※隣接するこどもの国キャンプ場についても併せて意見を伺います。 

 

３．調査の流れ 

 

  

 

 

 

 

４．これまでの経過 

  令和２年２月  鳥取砂丘エリア国立公園利用拠点計画を策定（環境省・県・市の３者で共同策定） 

     ３月  鳥取砂丘西側整備構想を改訂（本市がH16.3策定の同構想を改訂） 

     ４月  鳥取砂丘未来会議が提言（鳥取砂丘の滞在環境等の上質化に関する提言） 

     ５月  庁内検討会議を設置 

     ７月  知事へ要望（鳥取砂丘西側エリアの活性化及び環境保全について） 

      10月  庁内検討会議が市教育委員会へ意見書提出（サイクリングターミナルの今後のあり方検討について） 

      11月  市社会教育関係者との意見交換（同） 

      12月  市教育委員会が庁内検討会議へ回答（内容：砂丘西側整備を推進すべきと考えるが、次の

２項目について配慮を要望する。１.宿泊体験機能の確保、２.地域学習の場の確保） 

  令和３年２月  県が本市に対してこどもの国キャンプ場をサウンディング調査の対象とするよう要望 

 

５．今後のスケジュール（予定） 

令和３年３月19日（金） 調査実施についての公表 

４月15日（木） 事前説明会の開催 

４月30日（金） 対話のエントリー受付締め切り 

５月中～下旬   対話の実施 

７月上旬   対話の実施結果の公表 

 

６ プロポーザルの実施予定 

令和３年度中の公募開始、令和４年度中の整備着手を予定します。 

 

詳細は別添のチラシをご覧ください。 

実施要領の公表等 
・市から調査の流れや対

象施設の基本情報等を

提示 

・事業の実施主体となる意向の

ある民間事業者の皆様と対

話 

・実施結果の概要の公表 
・調査で把握した活用の可能性
等を踏まえ、今後の方向性、
スケジュールを検討

対話の実施 結果の公表
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３月定例教育委員会資料 

令和３年３月３０日 

教育委員会文化財課 

鳥取市歴史博物館【やまびこ館】常設展示リニューアルオープンについて（報告） 

 

平成１２年にオープンした鳥取市歴史博物館は、子どもからお年寄りまで、あらゆる年齢層の多くの市

民が集い、体験 ・交流しながら、鳥取の歴史や文化を学習し、ふるさとの鳥取を再発見できる「本市の

文化振興を担う拠点博物館」です。平成 29年度より老朽化した常設展示室の展示のリニューアルに取り

組んできましたが、令和３年４月３日（土）にオープンできる見込みです。現状とリニューアルの内容、

及び４月３日開催予定の記念式典について報告します。 

 

１．常設展示リニューアル事業について 

（１）事業の概要 

※鳥取市歴史博物館（鳥取市上町８８）の常設展示及び空調機器等をリニューアルする。 

総事業費 委託料・備品購入費・検討委員会開催費 

事業の概要 鳥取市歴史博物館の設置準備より関与し、現在も指名指定によって施設を管理運営し

ている（公財）鳥取市文化財団に委託し、老朽化した常設展示及び環境維持のために必

要な空調機器等を更新する（提案内容については市の設置する検討委員会で確認する）。 

また、展示更新に伴って必要となる備品類を整備する。これらにより、鳥取市の歴史文

化のセンター館としての機能を強化する。 

（２）これまでの経緯 

平成３年度  『第 5 次総合計画』で「歴史民俗資料館」設置が施策として挙げられる 

平成５年度  整備検討委員会より「歴史民俗資料館整備の基本方針」が答申される 

平成７年度  教育委員会文化課に「歴史民俗資料館建設準備室」設置 

平成８年度  教育委員会に「博物館建設課」を設置し、建物・展示の実施設計 

平成 12 年度  ７月に開館 現在に至る（指定管理者制度による） 

平成 28 年度  外部委員による現状評価（29 年２月 17 日） 

平成 29 年度  常設展示リニューアルについて検討委員会を設置 

平成 30 年度 常設展示基本設計を実施・空調機 1 台を交換 

        外部委員による検討委員会、庁内関係課による検討会を実施 

令和元年度   令和元年６月 業務委託契約を締結 

常設展示リニューアル実施設計・空調機 1 台と来館者用トイレの洋式化改修 

調査研究・展示用レプリカ等の製作に着手 

令和２年度   令和２年６月 全面休館 

   令和２年７月～令和３年１月 常設展示室閉鎖（特別展示室のみ開館） 

令和３年２月～３月（全面休館） 

令和３年４月３日 リニューアルオープン（予定） 
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２．リニューアルの内容について 

  ※別添資料参照（当日配布） 

 

３．鳥取市歴史博物館【やまびこ館】常設展示リニューアルオープン記念式典について 

開館２０周年を機に、常設展示の大規模なリニューアルを行い、令和３年４月３日（土）にオープンす

る予定です。このリニューアルオープンを記念し、下記の内容で式典を開催します。 

 

【主催】鳥取市 【共催】（公財）鳥取市文化財団（指定管理者） 

（１）日 時   令和３年４月３日（土）１０：００～１０：３０  

（２）場 所   鳥取市歴史博物館 ロビー 

（３）式次第  

 ① 式 典  

②テープカット（市長、市議会議長、教育長、理事長） 

③展示解説（１０時３０分～ １時間程度・自由参加）    

【備考】 

マスコミ・関係者向け内覧会：令和３年４月２日（金） 午後４時～ 
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報告事項（５） 

 

 

 

鳥取市共同学校事務室運営要綱等の策定について 

 

鳥取市共同学校事務室運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則（平成１４年鳥取市教

育委員会規則第３号。以下「管理規則」という。）第３９条の２の規定に基づき、共同学校事

務室（以下「事務室」という。）の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 事務室は、別表に掲げる学校の事務職員をもって構成する。 

２ 事務室に室長を置き、その補佐として副室長又は室長補佐を置く。 

３ 室長、副室長及び室長補佐は、事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)の事務職員

の中から教育委員会が任命する。 

４ 室長及び副室長には事務主幹を充て、室長補佐には事務副主幹を充てる。 

（室長等の職務） 

第３条 室長の職務は次に掲げるとおりとする。 

（１）事務室の総括 

（２）事務室に係る運営及び業務計画の策定並びに業務の進捗管理及び評価 

（３）共同処理を行う業務に関する業務分担の決定、調整及び進行管理 

（４）共同処理を行う業務の審査及び点検の総括 

（５）鳥取市立学校事務専決規程により室長の専決事項とされた事務の決裁 

（６）構成校の校長との連絡調整 

（７）教育委員会その他関係機関との連絡調整及び連携 

（８）構成校の校務運営への参画 

（９）事務室の職員(室長を除く。以下「室員」という。)への指導助言並びに研修の企画及び運

営 

（10）前各号に掲げるもののほか、事務室において必要と認められる事務 

２ 副室長及び室長補佐は、事務室の業務が円滑に行われるよう室長を補佐し、業務の運営及び

進行管理を行い、室長に事故あるとき又は室長が欠けたときはその職務を代行する。 

（運営） 

第４条 室長は、事務室において処理する業務等について構成校の校長と十分協議したうえで、

年度当初に策定する共同学校事務室経営計画を教育委員会へ報告しなければならない。 

２ 室長は、共同学校事務室経営計画を変更する必要がある場合は、構成校の校長の了承後、教

育委員会へ報告するものとする。 

３ 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育委員会に報告しなければならない。 

令和３年３⽉定例教育委員会 
年⽉⽇ 令和３年３⽉３０⽇(⽕)
担当課 学 校 教 育 課 
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（本務及び兼務） 

第５条 室長及び室員は当該事務職員の所属する学校を本務校とする。 

２ 教育委員会は、構成校の事務を事務室で処理するために、室長及び室員が構成校を兼務する

よう、鳥取県教育委員会へ内申する。 

（服務監督） 

第６条 室長及び室員の服務監督は、本務校の校長が行う。 

２ 構成校の校長は、共同学校事務室経営計画に基づき、当該構成校を本務とする事務職員に他

の構成校への出張を命ずるものとする。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、事務室における事務処理に関して必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

構成中学校区 構成学校 

東中学校区、国府中学校区 
東中学校、修立小学校、稲葉山小学校、岩倉小学

校、国府中学校、宮ノ下小学校、国府東小学校 

西中学校区、北中学校区 

西中学校、醇風小学校、富桑小学校、明徳小学

校、北中学校、久松小学校、遷喬小学校、城北小

学校 

南中学校区 
南中学校、日進小学校、美保小学校、倉田小学

校、美保南小学校 

高草中学校区 
高草中学校、大正小学校、東郷小学校、明治小学

校、世紀小学校 

湖東中学校区 
湖東中学校、賀露小学校、湖山小学校、末恒小学

校、湖山西小学校 

桜ヶ丘中学校区 
桜ヶ丘中学校、面影小学校、米里小学校、津ノ井

小学校、若葉台小学校 

中ノ郷中学校区、福部未来学園、

江山学園 

中ノ郷中学校、浜坂小学校、中ノ郷小学校、福部

未来学園、江山学園 

河原中学校区、千代南中学校区 

 

河原中学校、河原第一小学校、西郷小学校、散岐

小学校、千代南中学校、用瀬小学校、佐治小学校 

気高中学校区、青谷中学校区、 

湖南学園、鹿野学園 

気高中学校、宝木小学校、瑞穂小学校、浜村小学

校、逢坂小学校、青谷中学校、青谷小学校、湖南

学園、鹿野学園 
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鳥取市立学校事務専決規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、鳥取市立小学校・中学校及び義務教育学校管理規則（平成１４年３月２５

日教育委員会規則第３号。以下「管理規則」という。）第２９条の２に定める共同学校

事務室において、室長の専決事項に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（専決事項） 

第２条 校長の権限に属する事務のうち、室長に専決させることができる事務は別表のとおりと

する。 

 

（専決の制限） 

第３条 前条に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、校長の決裁を受けなければな

らない。 

（１）事案の内容が特に重要であると認められるとき。 

（２）事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。 

（３）事案の内容について疑義があり、又は疑義が生ずる恐れがあると認められるとき。 

（４）特に校長の指示があった場合。 

 

別表（第２条関係） 

１ 学校に配分された予算のうち、校長が承認した支出の命令 

２ 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告 

３ 共同学校事務室の所掌事務に付随する軽易な照会、回答、報告、調査及び督促 

４ 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること 

５ その他、教育長が特に定めること 

 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

193


